
資料４

本市における令和６年度取組実績及び令和７年度取組予定

取組方針２　市民の健康づくりを支える環境づくり

【柱１】京都ならではの地域力・文化力の強みを活かした健康づくりの推進

１　京都ならではの健康づくり

  ①　京都で育まれてきた健康づくりにつながる生活習慣の推進

NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

101
「市民が主役の健康づ
くり」代表例を活用し
た健康づくり

　「京都らしい健康づくりの代表例」など、
市民の皆様の健康づくりの取組事例をいきい
きポイント手帳の配布とあわせ、小中学校、
地域介護予防推進センター等や保健福祉セン
ターの保健師等職員が地域に出向いた際など
様々な場所や機会において配布し、健康づく
りの輪を広げていく。

○健康づくりに関するリーフレットの活用
　健康づくりに関するリーフレットについて、各区役所・支所
保健福祉センター等の保健師等職員が地域に出向いた際など、
あらゆる機会を通じて広く配布し、健康づくり目標の一層の周
知啓発に努めた。

○健康づくりに関するアンケート調査を実施
　プランにおいて経年実施することとしている市民の健康づく
りの取組状況に関するアンケート調査を実施し、結果を各区役
所・支所保健福祉センターと共有し、地域における健康づくり
等への活用を図った。

　健康づくりに関するリーフレットは、各区役所・支所保健福
祉センター等の保健師等職員が地域に出向いた際など、あらゆ
る機会を通じて広く配布し、健康づくり目標の一層の周知啓発
に努めた。

○健康づくりに関するリーフレットの活用
　健康づくりに関するリーフレットについて、各区役所・支所
保健福祉センター等の保健師等職員が地域に出向いた際など、
あらゆる機会を通じて広く配布し、健康づくり目標の一層の周
知啓発に努める。

○健康づくりに関するアンケート調査を実施
　プランにおいて経年実施することとしている市民の健康づく
りの取組状況に関するアンケート調査を実施し、結果を各区役
所・支所保健福祉センターと共有し、地域における健康づくり
等への活用を図る。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

102

健康長寿のまち・京都
市民会議を中心とした
市民ぐるみの健康づく
り

①日ごろから健康づくりに取り組んでおられ
る個人・団体を表彰し、健康づくりのモチ
ベーション向上を図る。被表彰者の選定や表
彰基準については、「健康長寿のまち・京都
市民会議」と連携し、市民協働で制度構築を
目指す。

②（いきいきポイント）
　市民が主体的に楽しみながら健康づくりに
取り組むことができるよう、日々の健康づく
りの活動を「健康ポイント」として「見える
化」することで達成感を得つつ習慣化を図
る。

①健康長寿のまち・京都いきいきアワード２０２３
　大賞5組、プラスせんぽ賞3組、スタートアップ賞2組、奨励賞
21組（計31組）を市民会議により選出。表彰式を開催した。

②いきいきシニアポイント
　令和４年度に引き続き、「地域活動への参加」及び「通いの
場」への誘導とともに、定期的な身体活動・運動や健全な食生
活の実践を促すなど、フレイル・介護予防を特に重視し、「い
きいきシニアポイント」として実施した。

①健康長寿のまち・京都いきいきアワード２０２４
　大賞4組、プラスせんぽ賞2組、スタートアップ賞1組、奨励賞
17組（計24組）を市民会議により選出。表彰式を開催した。

②いきいきシニアポイント
　令和５年度に引き続き、「地域活動への参加」及び「通いの
場」への誘導とともに、定期的な身体活動・運動や健全な食生
活の実践を促すなど、フレイル・介護予防を特に重視し、「い
きいきシニアポイント」として実施した。

①健康長寿のまち・京都いきいきアワード２０２５
　健康づくりに取り組んでおられる個人・団体を表彰する取組
を継続する。

②いきいきシニアポイント
引き続き、「地域活動への参加」及び「通いの場」への誘導と
ともに、定期的な身体活動・運動や健全な食生活の実践を促す
など、フレイル・介護予防を特に重視し、「いきいきシニアポ
イント」として実施する。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

103
地域コミュニティを通
じた健康づくり

　自治会・町内会等が中心となりコミュニ
ティが形成されている各地域においては，学
区民体育祭やラジオ体操など健康長寿に関す
る様々な取組が行われていることから，地域
コミュニティの活性化に取り組むことによ
り，住民同士が交流し，支え合い，安心して
健康的に暮らすことができるまちづくりを推
進する。

①「地域コミュニティサポートセンター」の運営
　地域自治推進室内に設置している自治会・町内会の運営や地
域の活性化についての相談に応じる「地域コミュニティサポー
トセンター」と、区役所・支所が連携して地域コミュニティの
活性化を推進した。

②「地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度」の運
用
　学区自治連合会等が主体となって行う自治会・町内会への加
入促進の取組や、加入者と未加入者の交流・協働を促進するた
めの取組に対し、必要な経費の一部を助成した。

③地域団体と市民活動団体の連携の促進
　地域団体と市民活動団体（ＮＰＯ法人等）との連携を促進す
る「しみセンつながるネット」を運用した。

④市民活動総合センター等の管理運営
　市民活動総合センター等において活動の場を提供するととも
に、市民活動に関する情報収集・提供、各種相談、市民活動団
体等の育成、交流の場の提供、連携・協働事業等を実施し、多
様な市民活動の一層の活発化を図った。

①「地域コミュニティサポートセンター」の運営
　地域自治推進室内に設置している自治会・町内会の運営や地
域の活性化についての相談に応じる「地域コミュニティサポー
トセンター」と、区役所・支所が連携して地域コミュニティの
活性化を推進した。

②「地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度」の運
用
　学区自治連合会等が主体となって行う自治会・町内会への加
入促進の取組や、加入者と未加入者の交流・協働を促進するた
めの取組に対し、必要な経費の一部を助成した。

③地域団体と市民活動団体の連携の促進
　地域団体と市民活動団体（ＮＰＯ法人等）との連携を促進す
る「しみセンつながるネット」を運用した。

④市民活動総合センター等の管理運営
　市民活動総合センター等において活動の場を提供するととも
に、市民活動に関する情報収集・提供、各種相談、市民活動団
体等の育成、交流の場の提供、連携・協働事業等を実施し、多
様な市民活動の一層の活発化を図った。

①「地域コミュニティサポートセンター」の運営
　地域自治推進室内に設置している自治会・町内会の運営や地
域の活性化についての相談に応じる「地域コミュニティサポー
トセンター」と、区役所・支所が連携して地域コミュニティの
活性化を推進する。

②「地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度」の運
用
　学区自治連合会等が主体となって行う自治会・町内会への加
入促進の取組や、加入者と未加入者の交流・協働を促進するた
めの取組に対し、必要な経費の一部を助成する。

③地域団体と市民活動団体の連携の促進
　地域団体と市民活動団体（ＮＰＯ法人等）との連携を促進す
る「しみセンつながるネット」を運用する。

④市民活動総合センター等の管理運営
　市民活動総合センター等において活動の場を提供するととも
に、市民活動に関する情報収集・提供、各種相談、市民活動団
体等の育成、交流の場の提供、連携・協働事業等を実施し、多
様な市民活動の一層の活発化を図る。

文化市民局 地域自治推進室

103
地域コミュニティを通
じた健康づくり

　自治会・町内会等が中心となりコミュニ
ティが形成されている各地域においては、学
区民体育祭やラジオ体操など健康長寿に関す
る様々な取組が行われていることから、地域
コミュニティの活性化に取り組むことによ
り、住民同士が交流し、支え合い，安心して
健康的に暮らすことができるまちづくりを推
進する。

①青少年活動センターにおける居場所づくりや交流促進による
自己成長の支援
　青少年活動センターにおいて、引き続き、同年代・異年齢間
の交流促進や各種団体との協働による地域交流事業を充実する
ことにより、青少年の自分づくりのために、多様な生き方や行
動の見本となるひとと出会える機会を創出した。
　また、青少年のボランティア活動への参加を促進させるな
ど、自主的な活動を支援するとともに、地域若者サポーターの
活用などにより、青少年の居場所づくりを充実させ、課題を有
する青少年の成長を支援した。

②ニート、不登校などの社会生活を円滑に営むうえでの困難を
有する子ども・若者への支援の推進
　ニート・不登校など社会生活を円滑に営むうえでの困難を有
する子ども・若者及びその家族からの相談に対応する「子ど
も・若者総合相談窓口」を運営し、社会的自立に向けた相談・
支援を行った。

①青少年活動センターにおける居場所づくりや交流促進による
自己成長の支援
　青少年活動センターにおいて、引き続き、同年代・異年齢間
の交流促進や各種団体との協働による地域交流事業を充実する
ことにより、青少年の自分づくりのために、多様な生き方や行
動の見本となるひとと出会える機会を創出した。
　また、青少年のボランティア活動への参加を促進させるな
ど、自主的な活動を支援するとともに、NPO等民間団体との連携
により、青少年の居場所づくりを充実させ、課題を有する青少
年の成長を支援した。

②ニート、不登校などの社会生活を円滑に営むうえでの困難を
有する子ども・若者への支援の推進
　ニート・不登校など社会生活を円滑に営むうえでの困難を有
する子ども・若者及びその家族からの相談に対応する「子ど
も・若者総合相談窓口」を運営し、社会的自立に向けた相談・
支援を行った。

①青少年活動センターにおける居場所づくりや交流促進による
自己成長の支援
　青少年活動センターにおいて、引き続き、同年代・異年齢間
の交流促進や各種団体との協働による地域交流事業を充実する
ことにより、青少年の自分づくりのために、多様な生き方や行
動の見本となるひとと出会える機会を創出する。
　また、青少年のボランティア活動への参加を促進させるな
ど、自主的な活動を支援するとともに、NPO等民間団体との連携
により、青少年の居場所づくりを充実させ、課題を有する青少
年の成長を支援していく。

②ニート、不登校などの社会生活を円滑に営むうえでの困難を
有する子ども・若者への支援の推進
　ニート・不登校など社会生活を円滑に営むうえでの困難を有
する子ども・若者及びその家族からの相談に対応する「子ど
も・若者総合相談窓口」を運営し、社会的自立に向けた相談・
支援を行う。

子ども若者
はぐくみ局

子ども若者未来部育
成推進課



資料４
NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

103
地域コミュニティを通
じた健康づくり

　自治会・町内会等が中心となりコミュニ
ティが形成されている各地域においては、学
区民体育祭やラジオ体操など健康長寿に関す
る様々な取組が行われていることから、地域
コミュニティの活性化に取り組むことによ
り、住民同士が交流し、支え合い，安心して
健康的に暮らすことができるまちづくりを推
進する。

○こころのサポートふれあい交流サロンの推進
　こころのサポートふれあい交流サロンを運営することによ
り、障害サービスにつながらない方などを対象とした訪問や電
話による相談等を実施した。また、地域住民やボランティアと
共に気軽に交流でき精神障害のある市民の自立と社会参加を促
進した。
【こころのサポートふれあい交流サロン数　１２か所（うち機
能強化型サロン１か所）】

○こころのサポートふれあい交流サロンの推進
　こころのサポートふれあい交流サロンを運営することによ
り、障害サービスにつながらない方などを対象とした訪問や電
話による相談等を実施した。また、地域住民やボランティアと
共に気軽に交流でき精神障害のある市民の自立と社会参加を促
進した。
【こころのサポートふれあい交流サロン数　１２か所（うち機
能強化型サロン１か所）】

○こころのサポートふれあい交流サロンの推進
　こころのサポートふれあい交流サロンを運営することによ
り、障害サービスにつながらない方などを対象とした訪問や電
話による相談等を実施するとともに、地域住民やボランティア
と共に気軽に交流でき精神障害のある市民の自立と社会参加を
一層促進する。

保健福祉局 障害保健福祉推進室

103
地域コミュニティを通
じた健康づくり

　自治会・町内会等が中心となりコミュニ
ティが形成されている各地域においては、学
区民体育祭やラジオ体操など健康長寿に関す
る様々な取組が行われていることから、地域
コミュニティの活性化に取り組むことによ
り、住民同士が交流し、支え合い，安心して
健康的に暮らすことができるまちづくりを推
進する。

○市営住宅の住戸等を活用した地域コミュニティを活性化する
ための場づくり
１　醍醐中山地域活性化事業（醍醐中山市営住宅）
　　醍醐中山市営住宅（伏見区）においては、令和５年度は日
本
　人学生６名が入居し、夏祭りをはじめとする自治会活動を再
　開した。

２　大学連携による地域コミュニティの活性化事業（田中宮市
　営住宅）
　　田中宮市営住宅（伏見区）においては、引き続き防災訓練
　をはじめとする各種自治会活動を通して、入居の有無に関わ
　らない自治会活動を実施した。

３　洛西東竹の里市営住宅を活用した学生入居
　　東竹の里市営住宅（洛西ＮＴ）においては、引き続き入居
　者の募集を進め、地域コミュニティ活性化を図った（現在活
　用住戸５戸のうち２戸に京都大学の留学生世帯が入居してい
　る。）。

○市営住宅の住戸等を活用した地域コミュニティを活性化する
ための場づくり
１　醍醐中山地域活性化事業（醍醐中山市営住宅）
　　醍醐中山市営住宅（伏見区）においては、京都橘大学と連
携し、入居学生の拡充及び地域コミュニティの活性化に取り組
んだ。

２　大学連携による地域コミュニティの活性化事業（田中宮市
　営住宅）
　　田中宮市営住宅（伏見区）においては、引き続き、防災訓
　練をはじめとする各種自治会活動を通して、地域コミュニ
　ティ活性化に取り組んだ。

３　洛西東竹の里市営住宅を活用した学生入居
　　東竹の里市営住宅（洛西ＮＴ）においては、引き続き、入
　居者の募集を進め、地域コミュニティ活性化に取り組んだ。

４　市営住宅の空き住戸を活用した「地域の活動・交流拠点」
　の開設
　　西野山市営住宅（山科区）においては、相談支援拠点及び
　コミュニティサロンを開設（R6.5開設）し、団地内コミュニ
　ティの活性化、地域住民の交流機会の創出の促進に取り組ん
　だ。

○市営住宅の住戸等を活用した地域コミュニティを活性化する
ための場づくり
１　醍醐中山地域活性化事業（醍醐中山市営住宅）
　　醍醐中山市営住宅（伏見区）においては、京都橘大学と連
　携し、入居学生の拡充及び地域コミュニティの活性化に取り
　組む。

２　大学連携による地域コミュニティの活性化事業（田中宮市
　営住宅）
　　田中宮市営住宅（伏見区）においては、引き続き、防災訓
　練をはじめとする各種自治会活動を通して、地域コミュニ
　ティ活性化に取り組む。

３　洛西東竹の里市営住宅を活用した学生入居
　　東竹の里市営住宅（洛西ＮＴ）においては、引き続き、入
　居者の募集を進め、地域コミュニティ活性化に取り組む。

４　市営住宅の空き住戸を活用した「地域の活動・交流拠点」
　の開設
　　西野山市営住宅（山科区）においては、相談支援拠点及び
　コミュニティをカフェ開設（R6.5開設）し、団地内コミュニ
　ティの活性化、地域住民の交流機会の創出の促進に取り組
　む。また、醍醐南市営住宅（伏見区）でも、コミュニティサ
　ロンを開設し（R7.4開設）、同様の取組を実施する。

都市計画局
住宅室住宅管理課

103
地域コミュニティを通
じた健康づくり

　自治会・町内会等が中心となりコミュニ
ティが形成されている各地域においては、学
区民体育祭やラジオ体操など健康長寿に関す
る様々な取組が行われていることから、地域
コミュニティの活性化に取り組むことによ
り、住民同士が交流し、支え合い，安心して
健康的に暮らすことができるまちづくりを推
進する。

①学校・地域が協働して進める新たな学びの場の創出「学校ふ
れあい手づくり事業」の推進
　学校と保護者・地域住民が協力しながら、小・中・総合支援
学校・幼稚園内に、開かれた学校づくりを促進している。これ
までに整備した施設の利用などを通して学校・家庭・地域の連
携を深めるとともに、身近な学びの場を創出・充実させ、学校
を拠点とした地域コミュニティの発展を図る。
【令和５年度実績】
　「学校ふれあい手づくり事業」実施校数　２１２箇所
　※統合により閉鎖になった学校を含む。

②「おやじの会」の活動の促進
　「おやじの会」は「わが子の父親から地域のおやじへ」を合
言葉に京都市内の学校・幼稚園等を単位として活動する父親を
中心とした任意団体である。
　「おやじの会」の活動を通して、地域の子どもは地域で育て
る土壌づくりを推進するため、子どもに関する様々なふれあい
活動や地域行事等への参画を通じて、地域の子どもたちの健や
かな育ちを促進する取組を実施した。
【令和５年度実績】
　おやじの会実施校数　１３１校園

①廃止・中止
②「おやじの会」の活動の促進
　「おやじの会」は「わが子の父親から地域のおやじへ」を合
言葉に京都市内の学校・幼稚園等を単位として活動する父親を
中心とした任意団体である。
　「おやじの会」の活動を通して、地域の子どもは地域で育て
る土壌づくりを推進するため、子どもに関する様々なふれあい
活動や地域行事等への参画を通じて、地域の子どもたちの健や
かな育ちを促進する取組を実施した。
【令和６年度実績】
　おやじの会実施校数　１２５校園

○「おやじの会」の活動の促進
　「おやじの会」は「わが子の父親から地域のおやじへ」を合
言葉に京都市内の学校・幼稚園等を単位として活動する父親を
中心とした任意団体である。
　「おやじの会」の各単位や単位同士が連携して実施する活動
を通して、地域の子どもは地域で育てる土壌づくりを推進する
ため、子どもに関する様々なふれあい活動や地域行事等への参
画を通じて、地域の子どもたちの健やかな育ちを促進する。

教育委員会
事務局

生涯学習部生涯学習
推進担当

103
地域コミュニティを通
じた健康づくり

　自治会・町内会等が中心となりコミュニ
ティが形成されている各地域においては、学
区民体育祭やラジオ体操など健康長寿に関す
る様々な取組が行われていることから、地域
コミュニティの活性化に取り組むことによ
り、住民同士が交流し、支え合い，安心して
健康的に暮らすことができるまちづくりを推
進する。

○空き家対策事業
　「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「京都市空家
等の活用、適正管理等に関する条例」に基づき、「空き家の発
生の予防」、「活用・流通の促進」、「適正な管理」、「跡地
の活用」といった総合的な空き家対策を推進した。
　おしかけ講座（空き家化予防につながる出張講座）の開催等
により地域主体の空き家対策に取り組む地域を拡大し、地域コ
ミュニティの活性化を図った。

○空き家対策事業
　「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「京都市空家
等の活用、適正管理等に関する条例」に基づき、「空き家の発
生の予防」、「活用・流通の促進」、「適正な管理」、「跡地
の活用」といった総合的な空き家対策を推進した。
　地域の集まりにおいておしかけ講座（空き家化予防につなが
る出張講座）等を開催、地域主体の空き家対策を後押しするこ
とにより、地域コミュニティの活性化を図った。

○空き家対策事業
　「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「京都市空家
等の活用、適正管理等に関する条例」に基づき、「空き家の発
生の予防」、「活用・流通の促進」、「適正な管理」、「跡地
の活用」といった総合的な空き家対策を推進する。
　地域の集まりにおいておしかけ講座（空き家化予防につなが
る出張講座）等を開催、地域主体の空き家対策を後押しするこ
とにより、地域コミュニティの活性化を図る。

都市計画局 住宅室住宅政策課



資料４
NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

103
地域コミュニティを通
じた健康づくり

　自治会・町内会等が中心となりコミュニ
ティが形成されている各地域においては、学
区民体育祭やラジオ体操など健康長寿に関す
る様々な取組が行われていることから、地域
コミュニティの活性化に取り組むことによ
り、住民同士が交流し、支え合い，安心して
健康的に暮らすことができるまちづくりを推
進する。

○自主防災
　自主防災組織が実施する総合防災訓練や町内単位で実施する
地域発災型訓練、防災に関する広報活動への参加を推進するこ
とにより地域防災力の向上を図るとともに、お互いが顔の見え
る、助け合える関係を築き、地域コミュニティの活性化を図っ
た。

○自主防災
　自主防災組織が実施する総合防災訓練や町内単位で実施する
地域発災型訓練、防災に関する広報活動への参加を推進するこ
とにより地域防災力の向上を図るとともに、お互いが顔の見え
る、助け合える関係を築き、地域コミュニティの活性化を図っ
た。

○自主防災
　自主防災組織が実施する総合防災訓練や町内単位で実施する
地域発災型訓練、防災に関する広報活動への参加を推進するこ
とにより地域防災力の向上を図るとともに、お互いが顔の見え
る、助け合える関係を築き、地域コミュニティの活性化を図
る。

消防局
消防団・自主防災推
進室

103
地域コミュニティを通
じた健康づくり

　自治会・町内会等が中心となりコミュニ
ティが形成されている各地域においては、学
区民体育祭やラジオ体操など健康長寿に関す
る様々な取組が行われていることから、地域
コミュニティの活性化に取り組むことによ
り、住民同士が交流し、支え合い，安心して
健康的に暮らすことができるまちづくりを推
進する。

○消防団
　消防団活動を通じて、地域活動に参加し、地域の方と触れ合
う機会を増加させることで、社会参加の場を提供する。地域コ
ミュニティへの参加により、社会活動の場が増え、健康増進に
つなげた。

○消防団
　消防団活動を通じて、地域活動に参加し、地域の方と触れ合
う機会を増加させることで、社会参加の場を提供した。また、
地域コミュニティへの参加により、社会活動の場が増え、健康
増進につなげた。

○消防団
　消防団活動を通じて、地域活動に参加し、地域の方と触れ合
う機会を増加させることで、社会参加の場を提供する。また、
地域コミュニティへの参加により、社会活動の場が増え、健康
増進につなげる。

消防局
消防団・自主防災推
進室

104
京都の「文化・芸術」
の中で取り組む健康づ
くり

　京都の文化遺産をめぐるスタンプラリー機
能を備えたスマートフォンアプリ「京都遺産
めぐり」の活用などを通じ、身近にある文化
財や芸術に触れるとともに、衣食住、地域の
絆など暮らしの中に息づく京都ならではの文
化を大切にして生活する中で健康づくりに取
り組んでいく。

○京都遺産めぐり
　デジタルスタンプラリー機能を備えたスマートフォンアプリ
の新しいコースとして、源氏物語ゆかりの地４７箇所に設置さ
れた源氏物語との由縁を記した説明板を訪ね歩くことができる
コースを作成し、配信した。

○京都遺産めぐり
　デジタルスタンプラリー機能を備えたスマートフォンアプリ
の新しいコースとして、世界遺産「古都京都の文化財」を巡る
ウォーキングコースを４件追加した。

○京都遺産めぐり
　デジタルスタンプラリー機能を備えたスマートフォンアプリ
の新しいコースの作成を検討する。

文化市民局
文化芸術都市推進室
文化財保護課

105
「歩くまち・京都」を
楽しみながら取り組む
健康づくり

　「歩くこと」は日常生活の代表的な動作で
あり、心身へ良い影響をおよぼすなど、健康
増進や生活習慣病予防の効果がある。また、
人々がまちを歩くことで、まちの賑わいや人
と人の交流が生まれ、健康づくりにもつなが
る。このため、様々な事業等を通じて市民一
人ひとりが歩く暮らしを大切にすることを推
奨する。

○「歩くまち・京都」憲章の普及・啓発
　市民、事業者、行政等が一体となって、人と公共交通優先の
「歩いて楽しいまち」を実現するための行動規範を明確にした
「『歩くまち・京都』憲章」の普及・啓発を推進した。

○「歩くまち・京都」憲章の普及・啓発
　市民、事業者、行政等が一体となって、人と公共交通優先の
「歩いて楽しいまち」を実現するための行動規範を明確にした
「『歩くまち・京都』憲章」の普及・啓発を推進した。

○「歩くまち・京都」憲章の普及・啓発
　市民、事業者、行政等が一体となって、人と公共交通優先の
「歩いて楽しいまち」を実現するための行動規範を明確にした
「『歩くまち・京都』憲章」の普及・啓発を推進する。

都市計画局 歩くまち京都推進室

105
「歩くまち・京都」を
楽しみながら取り組む
健康づくり

　「歩くこと」は日常生活の代表的な動作で
あり、心身へ良い影響をおよぼすなど、健康
増進や生活習慣病予防の効果がある。また、
人々がまちを歩くことで、まちの賑わいや人
と人の交流が生まれ、健康づくりにもつなが
る。このため、様々な事業等を通じて市民一
人ひとりが歩く暮らしを大切にすることを推
奨する。

○「スローライフ京都」大作戦(プロジェクト)（モビリティ・
マネジメントの推進）
　歩いて楽しいくらしを大切にする動機付けのための情報と、
公共交通を利用する際に必要となる情報を、利用者の視点に
立って的確に提供するとともに、ライフスタイルの転換を一人
ひとりに促すため、自らの行動を振り返り、行動をどのように
変えるか考えるきっかけとなるコミュニケーション施策（モビ
リティ・マネジメント（ＭＭ）を体系的に実施した。

○「スローライフ京都」大作戦(プロジェクト)（モビリティ・
マネジメントの推進）
　歩いて楽しいくらしを大切にする動機付けのための情報と、
公共交通を利用する際に必要となる情報を、利用者の視点に
立って的確に提供するとともに、ライフスタイルの転換を一人
ひとりに促すため、自らの行動を振り返り、行動をどのように
変えるか考えるきっかけとなるコミュニケーション施策（モビ
リティ・マネジメント）を体系的に実施した。

○「スローライフ京都」大作戦(プロジェクト)（モビリティ・
マネジメントの推進）
　歩いて楽しいくらしを大切にする動機付けのための情報と、
公共交通を利用する際に必要となる情報を、利用者の視点に
立って的確に提供するとともに、ライフスタイルの転換を一人
ひとりに促すため、自らの行動を振り返り、行動をどのように
変えるか考えるきっかけとなるコミュニケーション施策（モビ
リティ・マネジメント）を体系的に実施する。

都市計画局 歩くまち京都推進室

105
「歩くまち・京都」を
楽しみながら取り組む
健康づくり

　「歩くこと」は日常生活の代表的な動作で
あり、心身へ良い影響をおよぼすなど、健康
増進や生活習慣病予防の効果がある。また、
人々がまちを歩くことで、まちの賑わいや人
と人の交流が生まれ、健康づくりにもつなが
る。このため、様々な事業等を通じて市民一
人ひとりが歩く暮らしを大切にすることを推
奨する。

○歩いて楽しいまちなか戦略
　京都の活力と魅力が凝縮された歴史的都心地区（四条通、河
原町通、御池通及び烏丸通に囲まれた地区をいう。）を中心と
した「まちなか」において、公共交通優先化をはじめとする、
安心・安全で快適な歩行空間の確保やにぎわいの創出など、人
と公共交通優先の「歩いて楽しいまちづくり」を推進した。

＜物流荷捌きの整序化の取組＞
・商店店舗を対象としたアンケートの実施
＜タクシー駐停車マナー向上の取組＞
・関係団体と連携した周知・啓発事業の実施
＜まちなかへの車両流入抑制の取組＞
・各種広報媒体を活用したパーク＆ライドの利用促進
など

○歩いて楽しいまちなか戦略
　京都の活力と魅力が凝縮された歴史的都心地区（四条通、河
原町通、御池通及び烏丸通に囲まれた地区をいう。）を中心と
した「まちなか」において、公共交通優先化をはじめとする、
安心・安全で快適な歩行空間の確保やにぎわいの創出など、人
と公共交通優先の「歩いて楽しいまちづくり」を推進した。

＜物流荷捌きの整序化の取組＞
・商店店舗を対象としたアンケートの実施
＜タクシー駐停車マナー向上の取組＞
・関係団体と連携した周知・啓発事業の実施
＜まちなかへの車両流入抑制の取組＞
・各種広報媒体を活用したパーク＆ライドの利用促進
など

○歩いて楽しいまちなか戦略
　京都の活力と魅力が凝縮された歴史的都心地区（四条通、河
原町通、御池通及び烏丸通に囲まれた地区をいう。）を中心と
した「まちなか」において、公共交通優先化をはじめとする、
安心・安全で快適な歩行空間の確保やにぎわいの創出など、人
と公共交通優先の「歩いて楽しいまちづくり」を推進する。

＜物流荷捌きの整序化の取組＞
・商店店舗を対象としたアンケートの実施
＜タクシー駐停車マナー向上の取組＞
・関係団体と連携した周知・啓発事業の実施
＜まちなかへの車両流入抑制の取組＞
・各種広報媒体を活用したパーク＆ライドの利用促進
など

都市計画局 歩くまち京都推進室



資料４
NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

105
「歩くまち・京都」を
楽しみながら取り組む
健康づくり

　「歩くこと」は日常生活の代表的な動作で
あり、心身へ良い影響をおよぼすなど、健康
増進や生活習慣病予防の効果がある。また、
人々がまちを歩くことで、まちの賑わいや人
と人の交流が生まれ、健康づくりにもつなが
る。このため、様々な事業等を通じて市民一
人ひとりが歩く暮らしを大切にすることを推
奨する。

○安心・安全な東大路歩行空間創出事業
　例年、秋の観光シーズンに東大路通等で発生している交通渋
滞や歩行者の安全性低下を解決するため、臨時交通規制等を実
施する「東山交通対策」を令和5年度も実施した（実施日：11月
18日、19日、23日、25日、26日）。

○安心・安全な東大路歩行空間創出事業
　例年、秋の観光シーズンに東大路通等で発生している交通渋
滞や歩行者の安全性低下を解決するため、臨時交通規制等を実
施する「東山交通対策」を令和6年度も実施した。（実施日：11
月23日、24日、30日、12月1日）
　また、新たな車両流入抑制対策として、市内各所での周知・
啓発等により、東大路通南行車両の堀川通への迂回誘導を行っ
た。

○安心・安全な東大路歩行空間創出事業
　令和7年度においても、東大路通における交通渋滞や歩行者の
安全低下等の問題を解決するため、「東山交通対策」を実施す
る。
　また、東大路通の更なる混雑緩和を目指し、令和6年度に実施
した周知・啓発等に加え、迂回誘導を一層促進するための情報
発信を強化する。

都市計画局 歩くまち京都推進室

105
「歩くまち・京都」を
楽しみながら取り組む
健康づくり

　「歩くこと」は日常生活の代表的な動作で
あり、心身へ良い影響をおよぼすなど、健康
増進や生活習慣病予防の効果がある。また、
人々がまちを歩くことで、まちの賑わいや人
と人の交流が生まれ、健康づくりにもつなが
る。このため、様々な事業等を通じて市民一
人ひとりが歩く暮らしを大切にすることを推
奨する。

○市内産木材を活用した名所説明立礼（駒札）設置事業
　令和４年度も引き続き、老朽化や汚損等に対応する維持管理
に重点的に取り組んだ。
 なお、駒札の維持管理に当たっては、市内産の木材である「み
やこ杣木」を活用することで、市民や観光客が市内産木材に触
れる機会を増やし、木の文化についても学び、理解を深めてい
ただけるように努めた。
※令和５年度修繕実績：９件

○市内産木材を活用した名所説明立礼（駒札）設置事業
　令和５年度も引き続き、老朽化や汚損等に対応する維持管理
に重点的に取り組んだ。
 なお、駒札の維持管理に当たっては、市内産の木材である「み
やこ杣木」を活用することで、市民や観光客が市内産木材に触
れる機会を増やし、木の文化についても学び、理解を深めてい
ただけるように努めた。
※令和６年度修繕実績：８件

○市内産木材を活用した名所説明立礼（駒札）設置事業
　令和７年度は、老朽化や汚損等に対応する維持管理に重点的
に取り組む。

産業観光局 観光MICE推進室

106

大人も子どもも健やか
で心豊かに育つ「京都
はぐくみ憲章」の実践
推進を通して取り組む
健康づくり

　保護者として、子どもとの日ごろの会話や
コミュニケーション、家庭での「早寝・早起
き・朝ごはん」などの望ましい生活習慣や、
インターネット機器との付き合い方とルール
作り、家族での自然・文化・スポーツ等の体
験の機会づくりなど、また、地域住民とし
て、見守り活動、地蔵盆、学区民体育祭、少
年補導、子育てサロンなど、子どもや子育て
を見守り支える地域活動への参加や自治会へ
の加入など、大人も子どもも健やかで心豊か
に育つ京都ならではの「はぐくみ文化」の創
造を推進する。

○「京都はぐくみ憲章」の実践推進
　子どもを健やかで心豊かに育むための市民共通の行動規範と
して平成１９年２月に制定した「京都はぐくみ憲章（子ども共
に育む京都市民憲章）」。憲章の理念に基づく市民の日常生活
に根差した実践行動を促すことにより、家庭、地域、育ち学ぶ
施設、企業、行政などのあらゆる場において行動の輪を広げ、
子ども健やかに育む社会の実現を目指す取組を展開した。
６月に、令和５年度「行動指針」を策定し、１０月に、令和５
年度京都はぐくみ憲章実践推進者表彰を実施（京都指示値記念
式典で合同表彰）。

○「京都はぐくみ憲章」の実践推進
　子どもを健やかで心豊かに育むための市民共通の行動規範と
して平成１９年２月に制定した「京都はぐくみ憲章（子ども共
に育む京都市民憲章）」。憲章の理念に基づく市民の日常生活
に根差した実践行動を促すことにより、家庭、地域、育ち学ぶ
施設、企業、行政などのあらゆる場において行動の輪を広げ、
子どもを健やかに育む社会の実現を目指す取組を展開した。
令和６年６月に、令和６年度「行動指針」を策定し、令和６年
１０月に、令和６年度京都はぐくみ憲章実践推進者表彰を実施
（京都市自治記念式典で合同表彰）。

○「京都はぐくみ憲章」の実践推進
　子どもを健やかで心豊かに育むための市民共通の行動規範と
して平成１９年２月に制定した「京都はぐくみ憲章（子ども共
に育む京都市民憲章）」。憲章の理念に基づく市民の日常生活
に根差した実践行動を促すことにより、家庭、地域、育ち学ぶ
施設、企業、行政などのあらゆる場において行動の輪を広げ、
子どもを健やかに育む社会の実現を目指す。

子ども若者
はぐくみ局

子ども若者未来部育
成推進課

106

大人も子どもも健やか
で心豊かに育つ「京都
はぐくみ憲章」の実践
推進を通して取り組む
健康づくり

　保護者として、子どもとの日ごろの会話や
コミュニケーション、家庭での「早寝・早起
き・朝ごはん」などの望ましい生活習慣や、
インターネット機器との付き合い方とルール
作り、家族での自然・文化・スポーツ等の体
験の機会づくりなど、また、地域住民とし
て、見守り活動、地蔵盆、学区民体育祭、少
年補導、子育てサロンなど、子どもや子育て
を見守り支える地域活動への参加や自治会へ
の加入など、大人も子どもも健やかで心豊か
に育つ京都ならではの「はぐくみ文化」の創
造を推進する。

○子ども・若者等を支援するネットワーク機能の更なる推進
　市民と行政が一体となって子ども・若者を支援するために構
築した全市レベル、行政区レベル、身近な地域レベルの３層か
らなるネットワークを基に、自治会・町内会、社会福祉協議会
等の関係機関との連携をより一層強化していくことにより、子
ども・若者とその家庭を支援する取組を社会全体で引き続き推
進した。
　また、ネットワーク参画団体や各行政区実行委員会委員、京
都はぐくみ憲章推進協議会委員に加え、同憲章実践推進者表彰
団体も含む本市内で子育て支援に取り組む関係者が集う意見交
換会の規模を拡大した「子育て応援大交流会」を令和５年１２
月に開催し、各団体間の更なる連携強化を推進した。

○子ども・若者等を支援するネットワーク機能の更なる推進
　市民と行政が一体となって子ども・若者を支援するために構
築した全市レベル、行政区レベル、身近な地域レベルの３層か
らなるネットワークを基に、自治会・町内会、社会福祉協議会
等の関係機関との連携をより一層強化していくことにより、子
ども・若者とその家庭を支援する取組を社会全体で引き続き推
進した。
　また、ネットワーク参画団体や各行政区実行委員会委員、京
都はぐくみ憲章推進協議会委員に加え、同憲章実践推進者表彰
団体も含む本市内で子育て支援に取り組む関係者が集う意見交
換会、「子育て応援交流会」を令和７年２月に開催し、各団体
間の更なる連携強化を推進した。

○子ども・若者等を支援するネットワーク機能の更なる推進
　市民と行政が一体となって子ども・若者を支援するために構
築した全市レベル、行政区レベル、身近な地域レベルの３層か
らなるネットワークを基に、自治会・町内会、社会福祉協議会
等の関係機関との連携をより一層強化していくことにより、子
ども・若者とその家庭を支援する取組を社会全体で引き続き推
進していく。
　また、ネットワーク参画団体や各行政区実行委員会委員、京
都はぐくみ憲章推進協議会委員に加え、同憲章実践推進者表彰
団体も含む本市内で子育て支援に取り組む関係者が集う意見交
換会、「子育て応援交流会」を引き続き開催し、各団体間の連
携強化を推進していく。

子ども若者
はぐくみ局

子ども若者未来部育
成推進課

107
「京の食文化」の普及
促進を通じた健康づく
り

　“京都をつなぐ無形文化遺産”として選定
した「京の食文化」を伝えていくため、関係
団体と連携し、京の食文化ミュージアム・あ
じわい館を活用して、健康長寿をテーマとし
た料理教室や講演会等を実施するなど、「京
の食文化」の普及・実践を通じた健康づくり
を推進する。

○親子で学ぶ　京料理の魅力体験事業
　京都市内の料理屋を会場とし、おもてなしやしつらえ、器、
調理の際の道具や調理技術も重要な要素として構成されている
ことを学べるよう、料理屋等を会場として料理を食すだけでな
く、店主から京料理の楽しみ方や歴史的背景・作法、菓子文化
を含めた講義を行うなどの京料理体験を開催した。

○京料理親子体験教室
　京都市内の料理屋を会場とし、おもてなしやしつらえ、器、
調理の際の道具や調理技術も重要な要素として構成されている
ことを学べるよう、京料理の知識を学ぶ京料理講座（５回）及
び店主等による京料理に関する解説（おもてなしやしつらい等
を含む）と京料理の実食を基本とした料理屋体験（３回）を実
施した。

○京料理親子体験教室
　京都市内の料理屋を会場とし、おもてなしやしつらえ、器、
調理の際の道具や調理技術も重要な要素として構成されている
ことを学べるよう、京料理の知識を学ぶ京料理講座及び店主等
による京料理に関する解説（おもてなしやしつらい等を含む）
と京料理の実食を基本とした料理屋体験を実施する。

文化市民局
文化芸術都市推進室
文化財保護課

107
「京の食文化」の普及
促進を通じた健康づく
り

　“京都をつなぐ無形文化遺産”として選定
した「京の食文化」を伝えていくため、関係
団体と連携し、京の食文化ミュージアム・あ
じわい館を活用して、健康長寿をテーマとし
た料理教室や講演会等を実施するなど、「京
の食文化」の普及・実践を通じた健康づくり
を推進する。

○京の食文化ミュージアム・あじわい館事業における料理教
室・講演会の実施
　「京都の四季を五感で味わい、京の食文化に親しむ！」をコ
ンセプトに「みる、つくる、あじわう」の３つの機能を持たせ
た「京の食文化ミュージアム・あじわい館」において、展示資
料室、調理実習室、試食室を活用して、市場の新鮮な食材を活
かした料理教室や、食に関する講演会等を開催し、京の食文化
の普及や食育等に取り組んだ。
【令和５年度実績】
　・料理教室：実施回数９０回
　・講演会：実施回数６回

○京の食文化ミュージアム・あじわい館事業における料理教
室・講演会の実施
　「京都の四季を五感で味わい、京の食文化に親しむ！」をコ
ンセプトに「みる、つくる、あじわう」の３つの機能を持たせ
た「京の食文化ミュージアム・あじわい館」において、展示資
料室、調理実習室、試食室を活用して、市場の新鮮な食材を活
かした料理教室や、食に関する講演会等を開催し、京の食文化
の普及や食育等に取り組んだ。
【令和６年度実績】
　・料理教室：実施回数９０回
　・講演会：実施回数６回

○京の食文化ミュージアム・あじわい館事業における料理教
室・講演会の実施
　「京都の四季を五感で味わい、京の食文化に親しむ！」をコ
ンセプトに「みる、つくる、あじわう」の３つの機能を持たせ
た「京の食文化ミュージアム・あじわい館」において、展示資
料室、調理実習室、試食室を活用して、市場の新鮮な食材を活
かした料理教室や、食に関する講演会等を開催し、京の食文化
の普及や食育等に取り組む。

産業観光局
中央卸売市場第一市
場



資料４
NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

108

「真のワーク・ライ
フ・バランス」と「人
を大切にする京都なら
ではの働き方改革」の
推進を通した健康づく
り

人間らしくいきいきと効率的に働き、同時に
育児や介護等の家庭生活も大事にしながら、
地域活動や社会貢献活動を調和させる「真の
ワーク・ライフ・バランス」を更に推進する
ため、「働き方改革」、「健康長寿」、「地
域コミュニティ活性化」など、本市のあらゆ
る政策と連携・融合し、誰もが能力を発揮で
きる労働環境の整備、子育てや介護等の負担
軽減のための支援、地域活動や社会貢献活動
に参加しやすい条件整備などを推進する。

○「真のワーク・ライフ・バランス」の実践促進
　家事・育児等への男性の参加を促進するための講座等を実施
し、「真のワーク・ライフ・バランス」の実践促進を図った。

○「真のワーク・ライフ・バランス」の「見える化」のための
広報啓発
　各種媒体やポータルサイト（京都ｓｔｙｌｅ「真のワーク・
ライフ・バランス」応援ＷＥＢ）を活用し、「真のワーク・ラ
イフ・バランス」の推進や働き方改革、女性活躍の取組を実践
する企業の取組等の「見える化」を図った。

○「真のワーク・ライフ・バランス」推進のための企業支援
　「真のワーク・ライフ・バランス」を積極的に推進する企業
の優れた取組を発掘し、民間媒体等を活用して好事例を発信・
共有することで波及・浸透を図るほか、国や京都府との連携に
よる企業向け助成制度の周知等を行った。

○「真のワーク・ライフ・バランス」の実践促進
　家事・育児等への男性の参加を促進するための講座等を実施
し、「真のワーク・ライフ・バランス」の実践促進を図った。

○「真のワーク・ライフ・バランス」の「見える化」のための
広報啓発
　各種媒体やポータルサイト（京都ｓｔｙｌｅ「真のワーク・
ライフ・バランス」応援ＷＥＢ）を活用し、「真のワーク・ラ
イフ・バランス」の推進や働き方改革、女性活躍の取組を実践
する企業の取組等の「見える化」を図った。

○「真のワーク・ライフ・バランス」推進のための企業支援
　「真のワーク・ライフ・バランス」を積極的に推進する企業
の優れた取組を発掘し、民間媒体等を活用して好事例を発信・
共有することで波及・浸透を図るほか、国や京都府との連携に
よる企業向け助成制度の周知等を行った。

○「真のワーク・ライフ・バランス」の実践促進
　家事・育児等への男性の参加を促進するための講座等を実施
し、「真のワーク・ライフ・バランス」の実践促進を図る。

○「真のワーク・ライフ・バランス」の「見える化」のための
広報啓発
　各種媒体やポータルサイト（京都ｓｔｙｌｅ「真のワーク・
ライフ・バランス」応援ＷＥＢ）を活用し、「真のワーク・ラ
イフ・バランス」の推進や働き方改革、女性活躍の取組を実践
する企業の取組等の「見える化」を図る。

○「真のワーク・ライフ・バランス」推進のための企業支援
　「真のワーク・ライフ・バランス」を積極的に推進する企業
の優れた取組を発掘し、民間媒体等を活用して好事例を発信・
共有することで波及・浸透を図るほか、国や京都府との連携に
よる企業向け助成制度の周知等を行う。

文化市民局 共生社会推進室

108

「真のワーク・ライ
フ・バランス」と「人
を大切にする京都なら
ではの働き方改革」の
推進を通した健康づく
り

市民がいきいきと働き、心豊かに生活するた
めには、市内の雇用の約７割を担う中小企業
における働き方改革が不可欠であることか
ら、誰もが能力を発揮できる労働環境の整備
などの中小企業の働き方改革の取組を支援す
る。

　「京の企業『働き方改革』自己診断制度」の利用を促進する
とともに、モデル企業による働き改革の取組事例を広めること
で、地域企業における働き方改革の主体的な取組を後押しし
た。
　また、国や京都府、京都府中小企業団体中央会「新しい働き
方検討委員会」等と連携しながら、テレワーク等の多様で柔軟
な働き方の実現を促進した。

　WEBサイト「京のまち企業訪問」掲載企業４，０７６社のう
ち、３，８７９社が「京の企業『働き方改革』自己診断制度」
を活用（令和５年度末）

　「京の企業「働き方改革」自己診断制度」の利用を促進する
とともに、モデル企業による働き方改革の取組事例を広めるこ
とで、地域企業における働き方改革の主体的な取組を後押し
た。
　また、国や京都府、京都府中小企業団体中央会「新しい働き
方検討委員会」等と連携しながら、テレワーク等の多様で柔軟
な働き方の実現を促進した。

　ウェブサイト「京のまち企業訪問」掲載企業４，０７９社の
うち、３，８６２社が「京の企業「働き方改革」自己診断制
度」を活用（令和６年度末）

　引き続き、「京の企業「働き方改革」自己診断制度」の利用
を促進するとともに、「中小企業ひと・しごと環境魅力向上支
援事業」によって、多様な担い手がいきいきと活躍できる就労
環境整備等への支援を行いながら、モデル企業による働き方改
革の取組事例を広めることで、地域企業における働き方改革の
主体的な取組を後押ししていく。

産業観光局 産業企画室

109
京都発脱炭素ライフス
タイルへの転換ととも
に取り組む健康づくり

①「DO YOU KYOTO？」を合言葉に、京都流の
環境にやさしいライフスタイルへの転換を進
めるため、啓発等を通じ、市民ぐるみでのラ
イフスタイルの転換を促進する。

②市民の自主性や多様性を尊重しつつ、各学
区において環境への意識が高まり、学区の主
体的なエコ活動の充実や活動参加者の拡大が
さらに進展するよう支援することにより、地
域ぐるみでの環境にやさしいライフスタイル
への転換及び地域力の向上を目指す。

①毎月１６日の「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？デー」(環境に良い
ことをする日) に、「ノーマイカー」などのアクションと併せ
て、脱炭素ライフスタイルにつながるアクションを月替わりで
呼びかけていく「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？アクション」の取
組を、市民や事業者の皆様と共に市内全域で実施した。
　「京都発脱炭素ライフスタイル推進チーム～２０５０京創
ミーティング～」で策定した、京都発脱炭素ライフスタイルビ
ジョンの実現に向けて、脱炭素型アクションの実践の呼び掛け
やプロジェクトの創出・実証を通して、市民や事業者の皆様と
一緒に環境にやさしい取組を進めた。

②地域ぐるみでの環境にやさしいライフスタイルへの転換及び
地域力の向上を目指し、地球温暖化問題や省エネ等をテーマに
取り上げた学習会や学区のイベントへのブース出展などを通し
て地域におけるエコ活動の活性化を図った。
　また、２０５０年ＣＯ２排出量正味ゼロの実現に向けて、学
区の枠組みに加え、学生や子育て世代、ボランティア団体など
の新たなコミュニティを対象とした、気候変動や環境問題、Ｓ
ＤＧｓについて学べるプログラムを実施した。

①毎月１６日の「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？デー」(環境に良い
ことをする日) に、「ノーマイカー」などのアクションと併せ
て、脱炭素ライフスタイルにつながるアクションを月替わりで
呼びかけていく「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？アクション」の取
組を、市民や事業者の皆様と共に市内全域で実施した。
　「京都発脱炭素ライフスタイル推進チーム～２０５０京創
ミーティング～」で策定した、京都発脱炭素ライフスタイルビ
ジョンの実現に向けて、脱炭素型アクションの実践の呼び掛け
やプロジェクトの創出・実証を通して、市民や事業者の皆様と
一緒に環境にやさしい取組を進めた。

②地域ぐるみでの環境にやさしいライフスタイルへの転換及び
地域力の向上を目指し、地域の要望に応じ、地球温暖化問題や
省エネ等をテーマにした学習会や学区のイベントへのブース出
展などをとおし、地域のエコ活動の活性化を図った。
　また、2050年ＣＯ2排出量正味ゼロの実現に向け、学区及び学
生や子育て世代などの団体の学習会への学習プログラムの提供
を通して、地域のエコ活動の促進を進めた。

①毎月１６日の「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？デー」(環境に良い
ことをする日) に、「ノーマイカー」などのアクションと併せ
て、脱炭素ライフスタイルにつながるアクションを月替わりで
呼びかけていく「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？アクション」の取
組を、市民や事業者の皆様と共に市内全域で実施する。
　「京都発脱炭素ライフスタイル推進チーム～２０５０京創
ミーティング～」で策定した、京都発脱炭素ライフスタイルビ
ジョンの実現に向けて、脱炭素型アクションの実践の呼び掛け
やプロジェクトの創出・実証、さらに、企業との連携による、
脱炭素な製品・サービスの提供や脱炭素アクションを促すため
のプラットフォーム創設、事業者の参画を促して、市民や事業
者の皆様と一緒に環境にやさしい取組を進める。

②地域ぐるみでの環境にやさしいライフスタイルへの転換及び
地域力の向上を目指し、地域の要望に応じ、地球温暖化問題や
省エネ等をテーマにした学習会や学区のイベントへのブース出
展などをとおし、地域のエコ活動の活性化を図る。
　また、2050年ＣＯ2排出量正味ゼロの実現に向け、学区をはじ
め、学生や子育て世代などの団体も対象に、学習会を通した地
域のエコ活動の促進を進める。

環境政策局 地球温暖化対策室

110
木の文化・森林と関わ
りながら取り組む健康
づくり

　・森林に関連するイベント等を開催する団
体等へ会場を提供し、関係団体等と連携した
取組を推進する。

　森林をフィールドとしたトレッキングイベント等を開催する
団体等に「山村都市交流の森」を会場として提供するなど、関
係団体等と連携した取組を推進 するした。

森林をフィールドとしたトレッキングイベント等を開催する団
体等に「山村都市交流の森」を会場として提供するなど、関係
団体等と連携した取組を推進する。

産業観光局 農林振興室



資料４
NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

  ②　地域や民間団体における自主的な健康づくりの取組の推進

111
スポーツ活動を通した
健康づくりの推進

　スポーツは、爽快感や達成感など心身一体
となった効果をもたらすとともに、健康づく
りに役立つなど市民生活を豊かにする。ま
た、地域コミュニティ活性化の観点から、地
域住民の交流を促し、様々なスポーツの取組
を推進する。
　スポーツ少年団や学区民体育祭に参加した
り、学校の運動クラブへ所属し、体を動かす
ことなども心身の健康づくりにつながる。

○市民スポーツフェスティバルの実施
　京都市体育振興会連合会との共催により、子どもから高齢者
まで多くの市民が楽しむことができる多様な種目の大会を、市
民スポーツフェスティバルとして実施した。

○市民スポーツフェスティバルの実施
　京都市体育振興会連合会との共催により、子どもから高齢者
まで多くの市民が楽しむことができる多様な種目の大会を、市
民スポーツフェスティバルとして実施した。

○市民スポーツフェスティバルの実施
　京都市体育振興会連合会との共催により、子どもから高齢者
まで多くの市民が楽しむことができる多様な種目の大会を、市
民スポーツフェスティバルとして実施する。

文化市民局 市民スポーツ振興室

111
スポーツ活動を通した
健康づくりの推進

　スポーツは、爽快感や達成感など心身一体
となった効果をもたらすとともに、健康づく
りに役立つなど市民生活を豊かにする。ま
た、地域コミュニティ活性化の観点から、地
域住民の交流を促し、様々なスポーツの取組
を推進する。
　スポーツ少年団や学区民体育祭に参加した
り、学校の運動クラブへ所属し、体を動かす
ことなども心身の健康づくりにつながる。

○スポーツを楽しむためのプログラムの提供
　スポーツ関係団体の協力のもと、スポーツ教室や講座の開
催、室内で手軽にできるプログラムの提供などに取り組んだ。

○スポーツを楽しむためのプログラムの提供
　スポーツ関係団体の協力のもと、スポーツ教室や講座の開
催、室内で手軽にできるプログラムの提供などに取り組んだ。

○スポーツを楽しむためのプログラムの提供
　スポーツ関係団体の協力のもと、スポーツ教室や講座の開
催、室内で手軽にできるプログラムの提供などに取り組む。

文化市民局 市民スポーツ振興室

111
スポーツ活動を通した
健康づくりの推進

　スポーツは、爽快感や達成感など心身一体
となった効果をもたらすとともに、健康づく
りに役立つなど市民生活を豊かにする。ま
た、地域コミュニティ活性化の観点から、地
域住民の交流を促し、様々なスポーツの取組
を推進する。
　スポーツ少年団や学区民体育祭に参加した
り、学校の運動クラブへ所属し、体を動かす
ことなども心身の健康づくりにつながる。

○体育振興会活動への支援
　地域に根差したスポーツボランティア組織である京都市体育
振興会連合会に対し、事業助成や顕彰を行うなど、活動に対す
る支援を行った。

○体育振興会活動への支援
　地域に根差したスポーツボランティア組織である京都市体育
振興会連合会に対し、事業助成や顕彰を行うなど、活動に対す
る支援を行った。

○体育振興会活動への支援
　地域に根差したスポーツボランティア組織である京都市体育
振興会連合会に対し、事業助成や顕彰を行うなど、活動に対す
る支援を行う。

文化市民局 市民スポーツ振興室

111
スポーツ活動を通した
健康づくりの推進

　スポーツは、爽快感や達成感など心身一体
となった効果をもたらすとともに、健康づく
りに役立つなど市民生活を豊かにする。ま
た、地域コミュニティ活性化の観点から、地
域住民の交流を促し、様々なスポーツの取組
を推進する。
　スポーツ少年団や学区民体育祭に参加した
り、学校の運動クラブへ所属し、体を動かす
ことなども心身の健康づくりにつながる。

○スポーツ推進委員制度
　京都市スポーツ推進指導員が、地域における市民スポーツの
普及・振興を一層図れるよう、資質の向上や身分の保障等、体
系的な制度及び組織を確立する。

○スポーツ推進委員制度
　京都市スポーツ推進委員が、地域における市民スポーツの普
及・振興を一層図れるよう、資質の向上や身分の保障等、体系
的な制度及び組織を確立した。

○スポーツ推進委員制度
　京都市スポーツ推進委員が、地域における市民スポーツの普
及・振興を一層図れるよう、様々なスポーツの取組の推進をは
じめ、資質の向上及び自立的な活動実施に係る取組に対する支
援を行う。

文化市民局 市民スポーツ振興室

111
スポーツ活動を通した
健康づくりの推進

　スポーツは、爽快感や達成感など心身一体
となった効果をもたらすとともに、健康づく
りに役立つなど市民生活を豊かにする。ま
た、地域コミュニティ活性化の観点から、地
域住民の交流を促し、様々なスポーツの取組
を推進する。
　スポーツ少年団や学区民体育祭に参加した
り、学校の運動クラブへ所属し、体を動かす
ことなども心身の健康づくりにつながる。

○身近なスポーツ環境の整備
　身近な公園や広場などに軽い運動や健康づくりのための設
備、器具などを設置したり、学校校庭の夜間開放を行うなど、
身近なスポーツ環境の整備に取り組んだ。

○身近なスポーツ環境の整備
　身近な公園や広場などに軽い運動や健康づくりのための設
備、器具などを設置したり、学校校庭の夜間開放を行うなど、
身近なスポーツ環境の整備に取り組んだ。

○身近なスポーツ環境の整備
　身近な公園や広場などに軽い運動や健康づくりのための設
備、器具などを設置したり、学校校庭の夜間開放を行うなど、
身近なスポーツ環境の整備に取り組む。

文化市民局 市民スポーツ振興室

111
スポーツ活動を通した
健康づくりの推進

　スポーツは、爽快感や達成感など心身一体
となった効果をもたらすとともに、健康づく
りに役立つなど市民生活を豊かにする。ま
た、地域コミュニティ活性化の観点から、地
域住民の交流を促し、様々なスポーツの取組
を推進する。
　スポーツ少年団や学区民体育祭に参加した
り、学校の運動クラブへ所属し、体を動かす
ことなども心身の健康づくりにつながる。

○アダプテッドスポーツの普及・充実
　障害のある人はもちろんのこと、幼児から高齢者、体力の低
い人が参加しやすいスポーツの普及・充実に取り組んだ。

○アダプテッドスポーツの普及・充実
　障害のある人はもちろんのこと、幼児から高齢者、体力の低
い人が参加しやすいスポーツの普及・充実に取り組んだ。

○アダプテッドスポーツの普及・充実
　障害のある人はもちろんのこと、幼児から高齢者、体力の低
い人が参加しやすいスポーツの普及・充実に取り組む。

文化市民局 市民スポーツ振興室



資料４
NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

111
スポーツ活動を通した
健康づくりの推進

　スポーツは、爽快感や達成感など心身一体
となった効果をもたらすとともに、健康づく
りに役立つなど市民生活を豊かにする。ま
た、地域コミュニティ活性化の観点から、地
域住民の交流を促し、様々なスポーツの取組
を推進する。
　スポーツ少年団や学区民体育祭に参加した
り、学校の運動クラブへ所属し、体を動かす
ことなども心身の健康づくりにつながる。

○施設の柔軟な管理運営及び良質なサービスの提供
　市民のライフスタイル、生活時間の変化により多様化する
ニーズに応えるため、指定管理者と連携し、施設の開所時間の
拡充や無料開放日の設定など管理・運営を柔軟なものとし、良
質なサービスの提供に努めた。

○施設の柔軟な管理運営及び良質なサービスの提供
　市民のライフスタイル、生活時間の変化により多様化する
ニーズに応えるため、指定管理者と連携し、施設の開所時間の
拡充や無料開放日の設定など管理・運営を柔軟なものとし、良
質なサービスの提供に努めた。

○施設の柔軟な管理運営及び良質なサービスの提供
　市民のライフスタイル、生活時間の変化により多様化する
ニーズに応えるため、引き続き、指定管理者と連携し、施設の
開所時間の拡充や無料開放日の設定など管理・運営を柔軟なも
のとし、良質なサービスを提供する。

文化市民局 市民スポーツ振興室

111
スポーツ活動を通した
健康づくりの推進

　スポーツは、爽快感や達成感など心身一体
となった効果をもたらすとともに、健康づく
りに役立つなど市民生活を豊かにする。ま
た、地域コミュニティ活性化の観点から、地
域住民の交流を促し、様々なスポーツの取組
を推進する。
　スポーツ少年団や学区民体育祭に参加した
り、学校の運動クラブへ所属し、体を動かす
ことなども心身の健康づくりにつながる。

○京都マラソン（リアルとオンラインの併催）の開催とランニ
ング環境の充実
　公道を使用したフルマラソンの京都マラソンを、コロナ禍前
の内容で実施するとともに、「みんなが主役」をメインコンセ
プトに加え、参加者、ボランティア、協賛企業、応援者、市民
が一体となり、これまで以上に主体的に楽しめる大会として、
市民スポーツの振興、健康増進はもとより、京都経済の活性
化、京都ブランドのさらなる向上を図った。
　また、ランナーの裾野を広げるため、オンライン大会を併催
するとともに、盛り上げ企画の「二条城朝 RUN」においては、
二条城内を参加者だけに貸し切った朝ランを行った。

○京都マラソン（リアルとオンラインの併催）の開催とランニ
ング環境の充実
　公道を使用したフルマラソンの京都マラソンを実施し、メイ
ンコンセプトである「みんなが主役」を体現するために、参加
者、ボランティア、協賛企業、応援者、市民が一体となり、こ
れまで以上に主体的に楽しめる大会として、市民スポーツの振
興、健康増進はもとより、京都経済の活性化、京都ブランドの
さらなる向上を図った。
  また、ランナーの裾野を広げるため、オンライン大会を併催
し、京都に集まらずに参加できるランニングイベントを提供し
た。

○京都マラソンの開催とランニング環境の充実
　公道を使用したフルマラソンの京都マラソンを実施し、メイ
ンコンセプトである「みんなが主役」を体現するために、参加
者、ボランティア、協賛企業、応援者、市民が一体となり、こ
れまで以上に主体的に楽しめる大会として、市民スポーツの振
興、健康増進はもとより、京都経済の活性化、京都ブランドさ
らなる向上を図る。

文化市民局 市民スポーツ振興室

111
スポーツ活動を通した
健康づくりの推進

　スポーツは、爽快感や達成感など心身一体
となった効果をもたらすとともに、健康づく
りに役立つなど市民生活を豊かにする。ま
た、地域コミュニティ活性化の観点から、地
域住民の交流を促し、様々なスポーツの取組
を推進する。
　スポーツ少年団や学区民体育祭に参加した
り、学校の運動クラブへ所属し、体を動かす
ことなども心身の健康づくりにつながる。

○ワールドマスターズゲームズ２０２７関西の開催に向けた取
組（令和９年開催）
　令和９年の開催に向け、機運醸成を目的とした広報・イベン
ト等にて、ワールドマスターズゲームズのグッズ及びチラシ配
布等を行った。

○ワールドマスターズゲームズ２０２７関西の開催に向けた取
組（令和９年開催）
　令和９年の開催に向け、機運醸成を目的として、市内マス
ターズ大会等のスポーツイベントにおいて、ワールドマスター
ズゲームズのグッズ及びチラシ配布等を行った。

○ワールドマスターズゲームズ２０２７関西の開催に向けた取
組（令和９年開催）
　令和９年の開催に向け、機運醸成を目的とした広報・イベン
ト等や公式競技（陸上、スカッシュ、空手、バドミントン）の
大会において、ワールドマスターズゲームズのグッズ及びチラ
シ配布等を予定

文化市民局 市民スポーツ振興室

111
スポーツ活動を通した
健康づくりの推進

　スポーツは、爽快感や達成感など心身一体
となった効果をもたらすとともに、健康づく
りに役立つなど市民生活を豊かにする。ま
た、地域コミュニティ活性化の観点から、地
域住民の交流を促し、様々なスポーツの取組
を推進する。
　スポーツ少年団や学区民体育祭に参加した
り、学校の運動クラブへ所属し、体を動かす
ことなども心身の健康づくりにつながる。

○京都市スポーツ少年団への支援
　京都市スポーツ少年団が実施するリーダー養成・交流事業、
種目内・種目間交流事業への支援などにより、スポーツ活動を
通じた青少年の心身の健全な育成や体力向上に関する取組を、
引き続き、推進した。

○京都市スポーツ少年団への支援
　京都市スポーツ少年団が実施するリーダー養成・交流事業、
種目内・種目間交流事業への支援などにより、スポーツ活動を
通じた青少年の心身の健全な育成や体力向上に関する取組を、
引き続き、推進した。

○京都市スポーツ少年団への支援
　京都市スポーツ少年団が実施するリーダー養成・交流事業、
種目内・種目間交流事業への支援などにより、スポーツ活動を
通じた青少年の心身の健全な育成や体力向上に関する取組を、
引き続き、推進していく。

子ども若者
はぐくみ局

子ども若者未来部育
成推進課

112
市民・地域主体の健康
づくり活動への支援

　健康づくりを通じて、市民の社会参加や市
民同士のつながりを促進し、市民や民間団体
等が周りの市民への働きかけ等を行うことに
より、地域の皆様の主体的な健康づくり活動
を支援する。実施に当たっては、地域の健康
課題を分析し、民間団体等とも協力して取り
組む。（主なテーマ：栄養・食生活、身体活
動・運動、こころの健康、歯と口の健康、喫
煙（たばこ）、飲酒、思春期、熱中症など）

○地域における健康づくり事業
　各区役所・支所において、地域の健康課題を分析し、地域の
関係機関と連携した健康教室等の取組を実施した。

令和５年度重点取組項目
・糖尿病発症予防に向けた取組
・健康増進法改正に係る禁煙支援（短時間禁煙支援、受動喫煙
防止等）
・健（検）診の受診率向上に係る取組

【実績】実施数：１，６１７回、参加者：５４，６５２人

○地域における健康づくり事業
　各区役所・支所において、地域の健康課題を分析し、地域の
関係機関と連携した健康教室等の取組を実施した。

令和６年度重点取組項目
・糖尿病発症予防に向けた取組
・循環器病発症予防に向けた取組
・骨粗しょう症予防に向けた取組

【実績】実施回数：１，６９０回、参加者数：６３，２４１人

○地域における健康づくり事業
　各区役所・支所において、地域の健康課題を分析し、地域の
関係機関と連携した健康教室等の取組を継続する。

令和７年度重点取組項目
・糖尿病発症予防に向けた取組
・循環器病発症予防に向けた取組
・骨粗しょう症予防に向けた取組

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

113

保健協議会をはじめと
する地域の各種団体の
主体的な健康づくりの
更なる活性化

　 地域住民により自主的に組織された保健
協議会では、従前から、地域住民一人ひとり
の主体的な健康づくりやごみの分別及び減量
をはじめとした保健衛生及び環境に関する取
組や情報の周知など、本市の施策の推進に積
極的な協力をいただいている。
　今後、新たに区役所・支所で行う「地域に
おける健康づくり事業」の実施に当たって
は、地域ニーズの聞き取りや各地域団体と連
携した企画を行っていただくなど、地域ごと
の特色ある健康づくり活動を行政との連携の
下、一層推進していく。

　従前からの健康づくり及び環境保全に係る取組の周知啓発に
取り組んでいただくとともに、以下の取組についても継続して
実施し、保健協議会の更なる活性化を推進した。

○「保健委員活動のしおり」の活用
　「保健委員活動のしおり」を主に新任の保健委員へ配布し、
保健協議会の取組への理解を深めていただき、自主的な健康づ
くりをはじめとする保健委員活動の更なる活性化につなげた。

○各区の取組事例の共有
　京都市保健協議会定例会で、各区の保健協議会が独自に取り
組んでいる先進的な活動や、地域の関係団体と共同で実施して
いる事業などの事例を共有することで、保健協議会の更なる活
動の活性化を図った。

　従前からの健康づくり及び環境保全に係る取組の周知啓発に
取り組んでいただくとともに、以下の取組についても継続して
実施し、保健協議会の更なる活性化を推進した。

○「保健委員活動のしおり」の活用
　「保健委員活動のしおり」を主に新任の保健委員へ配布し、
保健協議会の取組への理解を深めていただき、自主的な健康づ
くりをはじめとする保健委員活動の更なる活性化につなげた。

○各区の取組事例の共有
　京都市保健協議会定例会で、各区の保健協議会が独自に取り
組んでいる先進的な活動や、地域の関係団体と共同で実施して
いる事業などの事例を共有することで、保健協議会の更なる活
動の活性化を図った。

従前からの健康づくり及び環境保全に係る取組の周知啓発に取
り組んでいただくとともに、以下の取組についても継続して実
施し、保健協議会の更なる活性化を推進していく。

○「保健委員活動のしおり」の活用
　「保健委員活動のしおり」を主に新任の保健委員へ配布し、
保健協議会の取組への理解を深めていただき、自主的な健康づ
くりをはじめとする保健委員活動の更なる活性化につなげる。

○各区の取組事例の共有
　京都市保健協議会定例会で、各区の保健協議会が独自に取り
組んでいる先進的な活動や、地域の関係団体と共同で実施して
いる事業などの事例を共有することで、保健協議会の更なる活
動の活性化を図る。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課
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114

健康づくりの担い手と
して活動される市民ボ
ランティアの育成と活
動支援

　自治会・町内会等が中心となりコミュニ
ティが形成されている各地域においては、学
区民体育祭やラジオ体操など健康長寿に関す
る様々な取組が行われていることから、地域
コミュニティの活性化に取り組むことによ
り、住民同士が交流し、支え合い、安心して
健康的に暮らすことができるまちづくりを推
進する。
　市民が主体的に健康づくりに取り組めるよ
う、健康づくりの担い手となる市民ボラン
ティアの育成や活動支援に取り組む。

●健康づくりサポーターの養成・支援
　健康づくりサポーターを各区役所・支所で養成、支援する取
組を行った。
【実績】健康づくりサポーター登録者数:373人
・健康づくりサポーターの養成、支援（平成20年度～）
（令和5年度末登録人数：373人）
・自主グループの育成支援（令和5年度末グループ数：9グルー
プ）

●食育指導員の支援
○地域に密着した食育推進の担い手となる「食育指導員」の活
動内容の資質向上のため、技術を習得するスキルアップ研修等
を実施した。
○食育指導員の活動による食を通じた健康づくりの推進
【令和５年度実績】
　・研修会・交流会：１回（参加者数４８人）
　・研修会・交流会：１回（参加者数４１人）
　・研修会・活動報告会：１回（参加者数３７人）
　・活動回数：１，４８５回

●いきいき筋トレ普及推進ボランティアの支援
　高齢者が転倒による骨折等で要介護状態になることを予防す
るなど、健康増進の運動プログラムとして作成した「いきいき
筋力トレーニング」、及び介護予防に関する知識の普及推進を
地域において実践するボランティアの支援を行った。また、Ｄ
ＶＤを作成し、Ｒ6年度に活用予定。
　【実績】いきいき筋トレ普及推進ボランティア登録者数:393
人

●健康づくりサポーターの養成・支援
　健康づくりの担い手として活動するボランティア「健康づく
りサポーター」を各区役所・支所で養成、支援した。
【実績】
・健康づくりサポーター登録者数：347人（令和6年度末時点）
・自主グループ数：6グループ（令和6年度末時点）

●食育指導員の養成・支援
○地域に密着した食育推進の担い手となる「食育指導員」の第
１２期生を養成した。
する。
【令和６年度実績】
　４６人認定（４８人養成）
○地域に密着した食育推進の担い手となる「食育指導員」の活
動内容の資質向上のため、技術を習得するスキルアップ研修等
を実施した。
○食育指導員の活動による食を通じた健康づくりの推進
【令和６年度実績】
　・研修会・交流会：１回（参加者数３６人）
　・研修会・活動報告会：１回（参加者数９３人）
　・活動回数：１，４６８回

●いきいき筋トレ普及推進ボランティアの支援
　高齢者が転倒による骨折等で要介護状態になることを予防す
るなど、健康増進の運動プログラムとして作成した「いきいき
筋力トレーニング」について、動画DVD（ボランティア向け学習
教材）等を活用し、介護予防に関する知識等の普及推進を地域
において実践するボランティアの支援を行った。
　【実績】いきいき筋トレ普及推進ボランティア登録者数：440
人

●健康づくりサポーターの養成・支援
　地域において健康づくりに関する知識や技術の普及啓発を実
践し、健康づくりの担い手として活動するボランティア「健康
づくりサポーター」を各区役所・支所で養成、支援する。

●食育指導員の養成・支援
○地域に密着した食育推進の担い手となる「食育指導員」の活
動内容の資質向上のため、技術を習得する研修等を行う。
〇食育指導員の活動による食を通じた健康づくりの推進

●いきいき筋トレ普及推進ボランティアの支援
　引き続き、ボランティアの養成・活動支援に取り組む。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

115
各行政区のの特色を活
かした健康づくりの取
組

　各区役所・支所の特色を活かした健康づく
りの取組を推進していく。

別紙「令和５年度各区役所・支所の特色を活かした健康づくり
の取組（主な予定）」のとおり。

別紙「令和６年度各区役所・支所の特色を活かした健康づくり
の取組（主な予定）」のとおり。

別紙「令和７年度各区役所・支所の特色を活かした健康づくり
の取組（主な予定）」のとおり。

各区役所・
支所

116
すこやかクラブ京都の
活性化

 近年，クラブ数及び加入率が微減傾向にあ
る老人クラブについて、すこやかクラブ京都
（老人クラブ）で取り組んでいるリーダーの
育成や若手会員の加入促進、他世代との交
流、ボランティア活動の推進等を通じた活動
内容の充実や会員拡大に向けた活動の活性化
のため、今後とも一層の支援を行っていく。

　　市老人クラブ連合会と連携を図りながら、可能な限りその
活性化に向け支援を行った。
【老人クラブ数：８３９クラブ（令和５年４月１日時点）】
【会員数：４３，４２７人（令和５年４月１日時点）】

　　市老人クラブ連合会と連携を図りながら、可能な限りその
活性化に向け支援を行った。
【老人クラブ数：７９５クラブ（令和７年３月３１日時点）】
【会員数：４１,１４１人（令和７年３月３１日時点）】

　市老人クラブ連合会と連携を図りながら、活動費の補助等を
通じ、可能な限りその活性化に向け支援を行う。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

117

高齢者をはじめ市民向
けボランティア講座の
開催などによるボラン
ティア活動の参加の促
進

　地域住民や学生等による、高齢者等を対象
とする福祉ボランティア活動や市民活動を支
援するため，福祉ボランティアセンター及び
市民活動総合センターで、その活動に関する
情報提供や個人・グループの情報交換の支援
等を行う。
　また、福祉ボランティアセンターでは，行
政区域における福祉ボランティア活動の拠点
である区ボランティアセンターの円滑な運営
を支援する。

・ボランティアを始めたい人を対象としたボランティア講座等
の実施や、ＳＮＳの活用や月刊誌の発行等を通じた情報の収
集・発信を行い、ボランティア活動及び市民活動の支援を行っ
た。

・区ボランティアセンターの円滑な運営を支援し、連携・協働
による相談対応、事業の企画を行った。

・ボランティアを始めたい人を対象としたボランティア講座等
の実施や、ＳＮＳの活用や月刊誌の発行等を通じた情報の収
集・発信を行い、ボランティア活動及び市民活動の支援を行っ
た。

・区ボランティアセンターの円滑な運営を支援し、連携・協働
による相談対応、事業の企画を行った。

・ボランティアを始めたい人を対象としたボランティア講座等
の実施や、ＳＮＳの活用や月刊誌の発行等を通じた情報の収
集・発信を行い、ボランティア活動及び市民活動の支援を行
う。

・区ボランティアセンターの円滑な運営を支援し、連携・協働
による相談対応、事業の企画を行う。

保健福祉局

文化市民局

健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

福祉のまちづくり推
進室

地域自治推進室
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118

高齢者の生きがいや就
労を支援するシルバー
人材センター事業の推
進

　高齢者が長年にわたり培ってきた知識や経
験等を生かすことのできる、臨時的・短期的
な就業機会を提供しているシルバー人材セン
ターの会員数や契約高の更なる増加、多種多
様な分野における就業機会の拡大、会員の創
意工夫を取り入れた事業の充実に向けた支援
を行う。

　就業を通じて自己の労働能力を活用し、追加的収入を得ると
ともに、自らの生きがいの充実や社会参加を促進し、福祉の増
進を図るシルバー人材センターに対し、運営の支援を行った。

　就業を通じて自己の労働能力を活用し、追加的収入を得ると
ともに、自らの生きがいの充実や社会参加を促進し、福祉の増
進を図るシルバー人材センターに対し、運営の支援を行った。

　就業を通じて自己の労働能力を活用し、追加的収入を得ると
ともに、高齢者が長年にわたり培ってきた知識や経験等を生か
すことのできる、臨時的・短期的な就業機会を提供し、福祉の
増進を図っているシルバー人材センターに対し、引き続き運営
費の補助等を通じ、受注業務の拡大などを支援し、高齢者の生
きがいづくりや社会参加を推進する。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

119

地域支え合い活動創出
コーディネーターの活
動等を通じて創出され
た住民等による高齢者
の様々なニーズに応え
る生活支援サービスが
提供される地域づくり
の推進

　「地域支え合い活動創出コーディネー
ター」の活動や「地域支え合い活動調整会
議」の開催を通じて、地域の住民団体、ボラ
ンティア団体、民間企業等の多様な主体との
協議や協力依頼等を行い、生活支援サービス
（サロンの設置等）の創出を図ることで、多
様な生活支援ニーズに応える体制づくりを推
進する。

　地域活動やネットワークの活性化に向けた支援に取り組むと
ともに、多世代・他分野の支援機関やネットワーク等との連携
による高齢者の社会参加や支え合いの場の充実に取り組んだ。
また、買い物支援等の高齢者の日常生活に密接に関わる困りご
とに対応するような新たな活動への展開を一層推進し、多分野
の関係機関や企業等を含めた多様な主体との更なる連携・協働
の下、多様な生活支援サービスの提供体制の構築を図った。

　地域活動やネットワークの活性化に向けた支援に取り組むと
ともに、多世代・他分野の支援機関やネットワーク等との連携
による高齢者の社会参加や支え合いの場の充実に取り組んだ。
また、買い物支援等の高齢者の日常生活に密接に関わる困りご
とに対応するような活動への展開を一層推進し、多分野の関係
機関や企業等を含めた多様な主体との更なる連携・協働の下、
多様な生活支援サービスの提供体制の構築を図った。

　令和７年度においても、地域活動やネットワークの活性化に
向けた支援に取り組むとともに、多世代・他分野の支援機関や
ネットワーク等との連携による高齢者の社会参加や支え合いの
場の充実を図る。また、買い物支援等の高齢者の日常生活に密
接に関わる困りごとに対応するような活動への展開を一層推進
し、多分野の関係機関や企業等を含めた多様な主体との更なる
連携・協働の下、多様な生活支援サービスの提供体制の構築を
図っていく。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室介護ケア推
進課

120

健康づくりサポーター
等との連携や健康遊具
の利用など、健康づく
りの場としての公園の
活用

　市民の健康志向の増進を図るため、既設の
公園において利用者のニーズにあわせ、健康
遊具を設置する。

・公園の新規整備・再整備等、様々な機会を捉えて、地域の意
見を聞きながら、健康遊具の設置を進めた。

・引き続き、身近な公園を活用し、市民の健康づくりを一層後
押しする。（保健福祉局）

・公園の新規整備・再整備等、様々な機会を捉えて、地域の意
見を聞きながら、健康遊具の設置を進めた。

・引き続き、身近な公園を活用し、市民の健康づくりを一層後
押しする。（保健福祉局）

・公園の新規整備・再整備等、様々な機会を捉えて、地域の意
見を聞きながら、健康遊具の設置を進めていく。

建設局

保健福祉局

みどり政策推進室

健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

121

「プラスせんぽ」等の
市民ぐるみ運動の分か
りやすいテーマの普及
推進

　運動の入口として取り組みやすいことや、
運動の時間を確保しづらい現役世代でも、通
勤や、昼休み、買い物等、あらゆる場面で気
軽に取り入れやすく、幅広い年齢層で展開で
きることから、「歩く」をテーマに市民ぐる
み運動を進める。
　現状よりも１日の歩数を１，０００歩増や
すことから始めていただくため、「プラスせ
んぽ」のキャッチフレーズの普及に取り組
み、推進する。

・京都市情報館「プラスせんぽ特設ページ」において、ウォー
キングコース、歩行に関連するイベント、歩数等を管理するア
プリ等の情報発信を通じた周知した。
・「いきいきシニアポイント」事業と連携し、プラスせんぽを
ボーナスポイントとして設定した。
・「いきいきアワード」において、歩行に特化した部門「プラ
スせんぽ賞」を新設し、３組を表彰した。
・京都市各局・区役所等が取り組む歩行に関連のある事業・イ
ベントで、「プラスせんぽ」のロゴやキャッチフレーズの活用
を働き掛けた。

・京都市情報館「プラスせんぽ特設ページ」において、ウォー
キングコース、歩行に関連するイベント、歩数等を管理するア
プリ等の情報発信を通じた周知した。
・「いきいきシニアポイント」事業と連携し、プラスせんぽを
ボーナスポイントとして設定した。
・「いきいきアワード」において、歩行に特化した部門「プラ
スせんぽ賞」を２組を表彰した。
・京都市各局・区役所等が取り組む歩行に関連のある事業・イ
ベントで、「プラスせんぽ」のロゴやキャッチフレーズの活用
を働き掛けた。
・イオンモール桂川で開催した健康づくりイベント「イオン
モールでけんこうひろば」における普及啓発を行った。
・京都ハンナリーズと連携した普及啓発（啓発動画の作成等）
を行った。

・京都市情報館「プラスせんぽ特設ページ」において、ウォー
キングコース、歩行に関連するイベント、歩数等を管理するア
プリ等の情報発信を通じた周知する。
・「いきいきシニアポイント」事業と連携し、プラスせんぽを
ボーナスポイントとして設定する。
・「いきいきアワード」において、歩行に特化した部門「プラ
スせんぽ賞」を設ける。
・京都市各局・区役所等が取り組む歩行に関連のある事業・イ
ベントで、「プラスせんぽ」のロゴやキャッチフレーズの活用
を働き掛ける。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

122

民間アプリをはじめと
する楽しみながら健康
づくりに取り組める情
報発信

　民間アプリをはじめとする楽しみながら健
康づくりに取り組めるような情報を、ホーム
ページ等を通じて発信する。

・京都市情報館「プラスせんぽ特設ページ」において、歩数や
健康を管理できるアプリを紹介した。

・京都市情報館「プラスせんぽ特設ページ」において、歩数や
健康を管理できるアプリを紹介した。

・京都市情報館「プラスせんぽ特設ページ」に加えて、新たに
京都市健康づくり応援サイト「京・けんこうひろば」において
も歩数や健康を管理できるアプリを紹介する。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課



資料４
NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

123
「通いの場」における
フレイル予防・介護予
防の拡充

　フレイル予防・介護予防が期待される「通
いの場」の立ち上げ支援、運営支援や情報発
信を通じ、「通いの場」の箇所数や参加者数
の増加を図ることで、更なるフレイル予防・
介護予防の拡充につなげる。

○地域介護予防推進センターによる支援

○地域支え合い活動創出コーディネーターによる支援
　地域活動やネットワークの活性化に向けた支援に取り組むと
ともに、多世代・他分野の支援機関やネットワーク等との連携
による高齢者の社会参加や支え合いの場の充実に取り組んだ

○健康長寿サロンへの支援
　地域の住民や団体が主体となって設置・運営する健康長寿サ
ロンに対し、補助金の交付や情報発信等の支援を実施した。

○地域介護予防推進センターによる取組
　地域介護予防推進センターにおいて、フレイル対策の観点も
踏まえ、運動器の機能向上や栄養改善、口腔機能の向上のため
の介護予防教室を開催するとともに、教室で身に付いた運動等
を地域で継続できるよう、通いの場の立ち上げや活動の支援を
行った。
　また、フレイル対策支援事業として、地域介護予防推進セン
ターを通じて、通いの場に対し、管理栄養士や歯科衛生士等の
医療専門職が連携して講話・健康相談等の支援や体力測定等を
実施した。

○地域介護予防推進センターによる取組
　地域介護予防推進センターにおいて、フレイル対策の観点も
踏まえ、運動器の機能向上や栄養改善、口腔機能の向上のため
の介護予防教室を開催するとともに、教室で身に付いた運動等
を地域で継続できるよう、通いの場の立ち上げや活動の支援を
行う。
　また、フレイル対策支援事業として、地域介護予防推進セン
ターを通じて、通いの場に対し、管理栄養士や歯科衛生士等の
医療専門職が連携して講話・健康相談等の支援や体力測定等を
実施する。

保健福祉局

健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課
介護ケア推進課



資料４
NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

  ③　関係機関等との連携による健康づくりの取組の推進

124

大学、民間企業、商業
施設、関係団体等との
協働による健康づくり
の取組

　市民の主体的な健康づくりを推進していく
ため、大学、民間企業、商業施設、関係団体
等との協働により健康づくりにかかる分野別
の取組を推進していく。

○民間企業等との連携
　医療、福祉現場と市内のものづくり企業をつなぐコーディ
ネート活動等により、健康づくりに資する新たな製品・サービ
スの開発や事業化を支援するなど、民間企業等と連携した取組
を推進した。

○民間企業等との連携
　地域企業同士を結ぶ産産連携及び研究者と地域企業や関係機
関を結ぶ産学公連携コーディネート活動等により、ライフサイ
エンス分野の技術シーズを基にした、健康づくりに資する新た
な製品・サービスの開発や事業化を支援するなど、民間企業等
と連携した取組を推進した。

○民間企業等との連携
　地域企業同士を結ぶ産産連携及び研究者と地域企業や関係機
関を結ぶ産学公連携コーディネート活動等により、ライフサイ
エンス分野の技術シーズを基にした、健康づくりに資する新た
な製品・サービスの開発や事業化を支援するなど、民間企業等
と連携した取組を推進する。

産業観光局
スタートアップ・産
学連携推進室

124

大学、民間企業、商業
施設、関係団体等との
協働による健康づくり
の取組

　市民の主体的な健康づくりを推進していく
ため、大学、民間企業、商業施設、関係団体
等との協働により健康づくりにかかる分野別
の取組を推進していく。

①くらしとこころの総合相談会
　弁護士、司法書士、僧侶、京都自死・自殺相談センター、心
理士、産業カウンセラー、こころのカフェきょうと等の団体と
連携・協力し、「くらしとこころの総合相談会」の実施や啓発
イベントの開催などを通して、自死遺族支援・自殺予防の取組
を進め、平日年９回、土曜年３回　合計１２回実施した。

②大学生を対象とした取組
　大学と協働して相談支援体制の構築を図るため、若者のここ
ろに寄り添う支援者への研修会を開催した。（令和５年８月２
５日）

①くらしとこころの総合相談会
　弁護士、司法書士、僧侶、京都自死・自殺相談センター、心
理士、産業カウンセラー、こころのカフェきょうと等の団体と
連携・協力し、「くらしとこころの総合相談会」の実施を通し
て、自死遺族支援・自殺予防の取組を進め、平日年７回、土曜
年２回　合計９回実施した。

②大学生を対象とした取組
　大学と協働して相談支援体制の構築を図るため、若者のここ
ろに寄り添う支援者への研修会を開催した。（令和６年８月９
日）

①くらしとこころの総合相談会
　弁護士、司法書士、僧侶、京都自死・自殺相談センター、心
理士、産業カウンセラー、こころのカフェきょうと等の団体と
連携・協力し、「くらしとこころの総合相談会」の実施を通し
て、自死遺族支援・自殺予防の取組を進める。

②大学生を対象とした取組
　大学と協働して普及啓発を図るため、研修会を開催予定。

保健福祉局
障害保健福祉推進室
こころの健康増進セ
ンター

健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

保健福祉局124

①大学・商業施設との連携
・「そうだ、野菜とろう！キャンペーン」及び「京都おいしい
減塩プロジェクト」の連携開催（大学・短期大学、事業所給食
施設、商業施設等）
・市内大学との連携による、大学生を対象とした、望ましい食
生活習慣の形成を図ることを目的とした食育啓発事業の実施
【令和６年度実績】
・大学、大学食堂でのポスターによる啓発
・市内管理栄養士養成課程の学生考案の野菜たっぷり弁当をイ
オン店舗で販売（６月、近畿圏内８５店舗）
・イオンリテール株式会社、フレンドマートMOMOテラス店、味
の素株式会社と連携した減塩普及啓発企画を市内イオンモール
店舗、フレンドマートMOMOテラス店にて実施
・大学生が考案した朝食摂取を啓発するキャッチフレーズを使
用したポスター等を作成し、市内２４大学において、朝食摂取
を啓発した。また、大塚製薬株式会社の受験生応援企画とタイ
アップし、朝食摂取を啓発した。

②関係団体との連携
・保育園（所）、幼稚園を通じて、家庭における食育を推進す
るため、全園児の世帯に対しリーフレットを配布した。
【令和６年度実績】
　京・食育だより第１９号の配布　５１，０００部

③
●保育園（所）等における集団フッ化物洗口の推進（実施施設
数の増加）
【令和６年度実績】
　集団フッ化物洗口実施施設数　のべ４８施設
●京都市フッ化物歯面塗布事業（指定医療機関におけるフッ化
物歯面塗布）の継続
【令和６年度実績】
　受診票利用件数　４，１６６件

④たばこの健康影響に関する普及啓発
・京都市立中学・高校にリーフレットを配布した。
・赤十字血液センターと協働し、市内の大学における献血の機
会にリーフレットを配布した。

⑤喫煙防止教育の実施
　たばこに興味・関心を持ち始める中学生を対象とした「喫煙
防止教育」を実施した。
【令和６年度実績】
　喫煙防止教育実施回数　京都市立中学校　２８校

　市民の主体的な健康づくりを推進していく
ため、大学、民間企業、商業施設、関係団体
等との協働により健康づくりにかかる分野別
の取組を推進していく。

大学、民間企業、商業
施設、関係団体等との
協働による健康づくり
の取組

①大学・商業施設との連携
・「そうだ、野菜とろう！キャンペーン」の開催
　野菜摂取の増加を促す取組を大学、商業施設、民間企業等と
連携して実施予定
・「京都おいしい減塩プロジェクト」の開催
　おいしい減塩をテーマに商業施設、民間企業と連携した取組
を実施予定
②関係団体との連携
・保育園（所）、幼稚園を通じて、家庭における食育を推進す
るため、全園児の世帯に対しリーフレットを配布予定

③集団フッ化物洗口やフッ化物歯面塗布の推進
　歯科医院や保育園（所）・幼稚園等と連携したフッ化物応用
を始めとしたむし歯予防を推進する。

④たばこの健康影響に関する普及啓発
　教育委員会、関係団体等と連携し、普及啓発の実施予定

⑤喫煙防止教育の実施
　中学生を対象とした「喫煙防止教育」の実施予定

①大学・商業施設との連携
・「そうだ、野菜とろう！キャンペーン」及び「京都おいしい
減塩プロジェクト」の連携開催（大学・短期大学、事業所給食
施設、商業施設等）
【令和５年度実績】
・大学、大学食堂でのポスターによる啓発
・市内管理栄養士養成課程の学生考案の野菜たっぷり弁当をイ
オン店舗で販売（６月、近畿圏内８６店舗）
・イオンリテール株式会社、フレンドマートMOMOテラス店、味
の素株式会社と連携した減塩普及啓発企画を市内イオンモール
店舗、フレンドマートMOMOテラス店にて実施（９月、市内４店
舗）

②関係団体との連携
・保育園（所）、幼稚園を通じて、家庭における食育を推進す
るため、全園児の世帯に対しリーフレットを配布した。
【令和５年度実績】
　京・食育だより第１８号の配布　５１，０００部

③●保育園（所）等における集団フッ化物洗口の推進（実施施
設数の増加）
【令和５年度実績】
　集団フッ化物洗口実施施設数　のべ４７施設
●京都市フッ化物歯面塗布事業（指定医療機関におけるフッ化
物歯面塗布）の継続
【令和５年度実績】
　受診票利用件数　４，５６９件

④健康イベント等
　民間企業、商業施設、関係団体の協働により、健康づくりの
きっかけになる（関心を高める）健康イベント等を開催した。

⑤禁煙サポートの実施
　関係団体等と連携し、喫煙に関する指導、教育を強化すると
ともに、健診・検診時などあらゆる機会を通じた禁煙サポート
を行った。

⑥喫煙防止教育の実施
　たばこに興味・関心を持ち始める時期にあたる中学生を重点
的な対象として、中学校での「喫煙防止教育」を実施した。

【実績】実施回数　京都市立中学校　２５校
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124

大学、民間企業、商業
施設、関係団体等との
協働による健康づくり
の取組

　市民の主体的な健康づくりを推進していく
ため、大学、民間企業、商業施設、関係団体
等との協働により健康づくりにかかる分野別
の取組を推進していく。

　水道メーター検針時に配布する事業ＰＲリーフレットでの特
集や、「いい風呂の日」、「ピースな風呂の日」に合わせたイ
ベントの開催など、民間企業や大学と連携しながら、心身の健
康づくりにつながるお風呂入浴を促す取組を実施した。

　水道メーター検針時に配布する事業ＰＲリーフレットでの特
集や、「いい風呂の日」、「ピースな風呂の日」に合わせたイ
ベントの開催など、民間企業や大学と連携しながら、心身の健
康づくりにつながるお風呂入浴を促す取組を実施した。

　イベントや印刷物等で、お風呂の魅力や効能の情報発信を行
う。

上下水道局
総務部総務課広報担
当

125

民間や大学と連携した
医療・介護データ等の
ビッグデータの活用・
分析による健康づくり
の取組に資する研究

　膨大な保健医療データ等を有する、民間企
業、大学等と連携し、健康づくりの取組を研
究し、エビデンスに基づく取組を検討、実施
していく。

民間企業や大学と連携し、医療、介護データ
等のビッグデータを活用・分析し、その成果
を市民に周知することで、エビデンスに基づ
く市民・地域主体の健康づくりを推進する。

　（産観）これまでから取り組んでいる医療・福祉現場と市内
ものづくり企業をつなぐコーディネート活動等により培ってき
た企業・大学等とのネットワークを活用し、引き続き健康づく
りに資する新たな製品・サービスの開発や事業化を支援するな
ど、民間企業等と連携した取組を推進した。

　(保福)医療、介護等の統合データを用いた歯の健康に関する
分析事業を開始
・大腿骨近位部骨折に関する研究成果について、リーフレット
やイベント等で紹介
・肺がんの実態等に関する研究について、早期発見の重要性を
市民のデータで示す結果が得られ、京都大学や研究協力企業と
連携し、広く周知を図った。

（産観）これまでから取り組んでいる産産連携・産学公連携
コーディネート活動等により培ってきた企業・大学等とのネッ
トワークを活用し、引き続き健康づくりに資する新たな製品・
サービスの開発や事業化を支援するなど、民間企業等と連携し
た取組を推進した。

（保福）京都大学や研究協力企業と連携し、医療、介護等の統
合データを用いた胆道がん及び血液がんに関する分析事業を開
始した。

（産観）これまでから取り組んでいる産産連携・産学公連携
コーディネート活動等により培ってきた企業・大学等とのネッ
トワークを活用し、引き続き健康づくりに資する新たな製品・
サービスの開発や事業化を支援するなど、民間企業等と連携し
た取組を推進する。

（保福）引き続き、民間企業と連携しながら京都大学とともに
共同研究を実施し、成果がまとまり次第、随時発表予定。

保健福祉局

産業観光局

健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

スタートアップ・産
学連携推進室

126

保健医療関係機関との
連携によるＰＨＲ
（Personal Health
Record）利活用の普及
推進

　保健医療機関や民間事業者と連携のうえ、
健康づくりにおけるＰＨＲ（Personal
Health Record）の利活用及び普及について
検討及び取組を実施していく。

　民間事業者と連携のうえ、「地域における健康づくり事業」
において、モデル的にPHRを組み込んだ糖尿病発症予防の教室を
実施した。
　保健医療関係機関と連携し、PHR普及に向けた取組の進め方等
について、意見交換を行った。

　民間事業者と連携のうえ、「地域における健康づくり事業」
において、モデル的にPHRを組み込んだ糖尿病発症予防の教室を
実施した。
　保健医療関係機関と連携し、PHR普及に向けた取組の進め方等
について、意見交換を行った。

　保健医療関係機関と連携し、PHR普及に向けた取組の進め方等
について、意見交換を行う。

保健福祉局 健康長寿企画課

127
民間企業等と連携した
働く世代の健康づくり
の取組支援

　健康づくりの時間がとりにくい働く世代へ
大学や民間企業などとの協働・連携により、
健康づくりの取組を働きかけていく。

①保険者と連携した歯と口の健康に関する知識の普及等に取り
組んだ。
【令和５年度実績】
・市国保集団健診会場における歯周病セルフチェックシートの
配布
・歯周疾患予防健診無料クーポン券の送付による歯科健診の重
要性の啓発　６２６人
・協会けんぽ京都支部と連携した歯科健診の重要性等の発信

②「野菜たっぷり」や「塩分控えめ」メニューの提供、「エネ
ルギー表示」、「食物アレルギー表示」等の取組をしている飲
食店等を「きょうと健康おもてなし－食の健康づくり応援店
－」として登録し、ホームページ「京・食ねっと」等で紹介し
た。
【登録店舗数】６０８店舗（令和６年３月末時点）

①保険者や民間企業等による生活習慣病予防に関する歯科口腔
保健の普及啓発を推進した。
　
②「野菜たっぷり」や「塩分控えめ」メニューの提供、「エネ
ルギー表示」、「食物アレルギー表示」等の取組をしている飲
食店等を「きょうと健康おもてなし－食の健康づくり応援店
－」として登録し、ホームページ「京・けんこうひろば」等で
紹介した。
【登録店舗数】６０５店舗（令和７年３月末時点）

②「野菜たっぷり」や「塩分控えめ」メニューの提供、「エネ
ルギー表示」、「食物アレルギー表示」等の取組をしている飲
食店等を「きょうと健康おもてなし－食の健康づくり応援店
－」として登録し、ホームページ「京・けんこうひろば」等で
紹介する。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

127
民間企業等と連携した
働く世代の健康づくり
の取組支援

　健康づくりの時間がとりにくい働く世代へ
大学や民間企業などとの協働・連携により、
健康づくりの取組を働きかけていく。

　自殺総合対策連絡会（構成団体に京都産業保健総合支援セン
ター等を含む）を年１回開催し、自殺予防に係る情報提供、意
見交換を行うとともに、勤労者のメンタルヘルスに関わる取組
について共有した。

　自殺総合対策連絡会（構成機関として産業保健に関する団体
の参画を得ている）を開催し、自殺予防に係る情報提供、意見
交換を行うとともに、勤労者のメンタルヘルスに関わる取組に
ついて共有した。

○自殺総合対策連絡会（構成機関として産業保健に関する団体
の参画を得ている）を開催し、自殺予防に係る情報提供、意見
交換を行うとともに、勤労者のメンタルヘルスに関わる取組に
ついて共有する。

保健福祉局 障害保健福祉推進室
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128

地域介護予防推進セン
ター等における多職種
連携によるフレイル
（オーラルフレイル）
予防・介護予防の推進

　地域介護予防推進センター等において、フ
レイル対策を含む介護予防の普及を図るた
め、教室の開催や通いの場の支援に取り組
む。
  また、フレイル対策の一環として、口腔機
能の重要性及びオーラルフレイルの普及啓発
を図るとともに、後期高齢者歯科健診事業と
連携し、早期発見及び早期介入の促進に取り
組む。

○地域介護予防推進センターでの取組
　地域介護予防推進センターにおいて、フレイル対策の観点も
踏まえ、運動器の機能向上や栄養改善、口腔機能の向上のため
の介護予防教室や講演会などに取り組むとともに、身近な地域
で自主的に介護予防に取り組むグループ等（通いの場）の立ち
上げ支援及びこれらのグループ等に対する指導や助言にも取り
組んだ。

○フレイル対策支援事業
　地域介護予防推進センターを通じて、管理栄養士等の医療専
門職連携による改善プログラムを提供する自主的に介護予防の
活動に取り組むグループ等（通いの場）の数をさらに増やすな
ど、総合的なフレイル対策の拡大・推進を図った。

○オーラルフレイル・フレイル対策推進事業の実施
　地域の歯科専門職や地域介護予防推進センター職員等への口
腔機能向上やオーラルフレイルに関する研修等を通じ、口腔機
能向上プログラム等の充実や地域での連携の強化を促進を図っ
た。

○地域介護予防推進センターによる取組
　地域介護予防推進センターにおいて、フレイル対策の観点も
踏まえ、運動器の機能向上や栄養改善、口腔機能の向上のため
の介護予防教室を開催するとともに、教室で身に付いた運動等
を地域で継続できるよう、通いの場の立ち上げや活動の支援を
行った。また、加齢性難聴について気づきを促し、必要に応じ
て専門医療機関の受診勧奨を行う取組を９推進センターで先行
して実施した。

○フレイル対策支援事業
地域介護予防推進センターを通じて、通いの場に対し、管理栄
養士や歯科衛生士等の医療専門職が連携して講話・健康相談等
の支援や体力測定等を実施した。

○オーラルフレイル・フレイル対策推進事業の実施
　地域の歯科専門職や地域介護予防推進センター職員等への口
腔機能向上やオーラルフレイルに関する研修等を通じ、口腔機
能向上プログラム等の充実や地域での連携の強化を促進を図っ
た。

○地域介護予防推進センターによる取組
　地域介護予防推進センターにおいて、フレイル対策の観点も
踏まえ、運動器の機能向上や栄養改善、口腔機能の向上のため
の介護予防教室を開催するとともに、教室で身に付いた運動等
を地域で継続できるよう、通いの場の立ち上げや活動の支援を
行う。また、加齢性難聴について気づきを促し、必要に応じて
専門医療機関の受診勧奨を行う取組を全１２推進センターで実
施する。

○フレイル対策支援事業
地域介護予防推進センターを通じて、通いの場に対し、管理栄
養士や歯科衛生士等の医療専門職が連携して講話・健康相談等
の支援や体力測定等を実施する。

○オーラルフレイル・フレイル対策推進事業の実施
　オーラルフレイル・フレイル対策推進事業の実施を通じ、歯
科医院や地域介護予防推進センター等と連携してオーラルフレ
イル対策の推進を図る。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

129

関係機関のネットワー
クや講演会の開催等を
通じた正しい知識の普
及啓発活動の推進

　各区役所・支所やこころの健康増進セン
ターが中心となり精神保健福祉の向上を行う
「こころのふれあいネットワーク」の活性化
に努め、各行政区におけるこころの健康に関
する啓発とともに自殺予防のための地域づく
りの活動を進めていく。

　関係機関や医療機関等の協働のもと、各区役所・支所保健福
祉センター障害保健福祉課におけるこころのふれあいネット
ワークの活動として、こころの健康に関する講演会や作品展の
開催、自殺対策をテーマとした研修会やゲートキーパーのパネ
ル展示等を実施した。

　関係機関や医療機関等の協働のもと、各区役所・支所保健福
祉センター障害保健福祉課におけるこころのふれあいネット
ワークの活動として、こころの健康に関する講演会や作品展の
開催、自殺対策をテーマとした研修会やゲートキーパーのパネ
ル展示等を実施した。

　関係機関や医療機関等の協働のもと、各区役所・支所保健福
祉センター障害保健福祉課におけるこころのふれあいネット
ワークの活動として、こころの健康に関する講演会や作品展の
開催、自殺対策をテーマとした研修会やゲートキーパーのパネ
ル展示等を実施する。

保健福祉局
障害保健福祉推進室
こころの健康増進セ
ンター

130
感染症予防・対策の推
進

 市民が安心してくらせる社会を実現するた
め、健康危機事案の発生状況や予防対策につ
いて情報発信を行うとともに感染症の予防啓
発・まん延防止を推進する。
　
 伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延
を予防するため、免疫力の低い子ども及び高
齢者等を対象に、定期の予防接種を実施す
る。

　京都府医師会や医療機関等と連携した感染症対策、イベント
や研修会の機会を活用した予防啓発など、感染症その他の疾病
予防対策、エイズ対策、結核対策を実施した。

  子どもの定期予防接種（ヒブ、小児肺炎球菌、Ｂ型肝炎、ロ
タウイルス、ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、結核、
麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ＨＰＶ）及び成人の定期予
防接種（高齢者肺炎球菌、インフルエンザ、風しん）を、協力
医療機関等で実施した。

　京都府医師会や医療機関等と連携した感染症対策、イベント
や研修会の機会を活用した予防啓発など、感染症その他の疾病
予防対策、エイズ対策、結核対策を実施した。
 
  子どもの定期予防接種（ヒブ、小児肺炎球菌、Ｂ型肝炎、ロ
タウイルス、ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、結核、
麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ＨＰＶ）及び成人の定期予
防接種（高齢者肺炎球菌、インフルエンザ、風しん、新型コロ
ナウイルス）を、協力医療機関等で実施した。

　京都府医師会や医療機関等と連携した感染症対策、イベント
や研修会の機会を活用した予防啓発など、感染症予防対策、エ
イズ対策、結核対策等を実施する。

  子どもの定期予防接種（ヒブ、小児肺炎球菌、Ｂ型肝炎、ロ
タウイルス、ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、結核、
麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ＨＰＶ）及び成人の定期予
防接種（高齢者肺炎球菌、インフルエンザ、風しん、新型コロ
ナウイルス、帯状疱疹）を、協力医療機関等で実施する。

保健福祉局
医療衛生推進室医療
衛生企画課



資料４
NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

２　ライフステージや心身の状態に応じた健康づくり

  ②　心身の状態に応じた健康づくり

  　子どもの健康

131
市立小中学校における
持久力に焦点を置いた
体力向上の取組

【京キッズＲＵＮ】
　日時・場所
　 令和６年２月11日（日）＠たけびしスタジアム京都
　参加人数
　 本大会：８６５人（男子：５０３人、女子３６２人）
　　　　 　１４９校（市立１４５校、私立４校）
　 校内記録会：３，１６６人（男子：1,788人,女子1,378人）
　　　　　　　　   １５７校（市立１５３校、私立４校）

【ジャンプアップ・プロジェクト】
　京都市立小学校で悉皆実施

【１校1プラン】
　京都市立中学校で悉皆実施

【ICTを活用したスポーツチャレンジ大会】
　全５回実施　延べ７，３１７人参加

【京キッズＲＵＮ】
　日時・場所
　　令和７年２月９日（日）＠たけびしスタジアム京都）
参加人数
　 本大会：９９８人（男子：５９３人、女子：４０５人）
　　　　 　１４９校（市立１４５校、私立４校）
　 校内記録会：３,１６６人（男子：1,788人,女子1,378人）
　　　　　　　　  １５５校（市立１５１校、私立４校）

【ジャンプアップ・プロジェクト】
　京都市立小学校で悉皆実施

【１校1プラン】
　京都市立中学校で悉皆実施

【ICTを活用したスポーツチャレンジ大会】
　全５回実施　延べ１０,３５１人参加

【京キッズＲＵＮ】
　日時・場所
　　令和８年２月８日（日）＠たけびしスタジアム京都）

【ジャンプアップ・プロジェクト】
　京都市立小学校で悉皆実施

【１校1プラン】
　京都市立中学校で悉皆実施

【ICTを活用したスポーツチャレンジ大会】
　全４回実施予定

教育委員会
事務局

体育健康教育室

132
親子や多世代で楽しめ
るスポーツ機会の拡充

　スポーツは、爽快感や達成感など心身一体
となった効果をもたらすとともに、健康づく
りに役立つなど市民生活を豊かにする。ま
た、地域コミュニティ活性化の観点から、地
域住民の交流を促し、様々なスポーツの取組
を推進する。
　スポーツ少年団や学区民体育祭に参加した
り、学校の運動クラブへ所属し、体を動かす
ことなども心身の健康づくりにつながる。

○ニュースポーツ導入による地域スポーツの振興
　親子や多世代の参加促進を目的に、学区民体育祭や市民ス
ポーツフェスティバル等におけるニュースポーツの体験会や交
流大会の開催を支援した。

○ニュースポーツ導入による地域スポーツの振興
　親子や多世代の参加促進を目的に、学区民体育祭や市民ス
ポーツフェスティバル等におけるニュースポーツの体験会や交
流大会の開催を支援する。

文化市民局 市民スポーツ振興室
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保健福祉センターにお
ける母子保健事業での
普及啓発や保育園
(所)、地域の子育て機
関との連携による幼少
期からの健康習慣の定
着の推進

　乳幼児とその保護者を対象として、乳幼児
期からの生活習慣病対策、家族や地域ぐるみ
の健康づくり等を目的とし、視覚教材等を活
用した講習等を実施する。

①妊娠期からの子育て支援
　引き続き、全ての妊婦を対象に母子健康手帳交付時に面接を
実施し、初妊婦や継続的支援を必要とする妊婦等に対して家庭
訪問等を行い、妊娠期の健康管理を行った。
　また、出産後には産後ケア事業やこんにちは赤ちゃん事業等
を実施し、「妊娠から出産・育児期まで切れ目のない支援」を
行った。
【令和５年度実績】
　・こんにちはプレママ事業実績　延件数　３，４２３件
　・こんにちは赤ちゃん事業実績　延件数　８，６６６件
　・産後ケア事業
　　ショートステイ　実家庭数　　　　 　　　　３８８件
　　　　　　　　　　利用日数（延）　　　　１,５１１日
　　デイケア　　　　実家庭数　　　　　 　　  １５４件
　　　　　　　　　　利用日数（延）　 　　　  ３３２日

②「親子の健康づくり講座」の普及
　家庭や地域での養育力の向上を目的に、保健福祉センターの
保健師等が、乳幼児とその保護者を対象に、基本的な生活習
慣、子育てに関する正しい知識などの内容を盛りこんだ視覚教
材等を活用し、ボランティア等の協力を得て、保健福祉セン
ター及び地域の保育園（所）や児童館、子育てサロン等で、引
き続き、健康教育を実施した。
【令和5年度実績】
　・プレママ・パパ教室　実施回数　１１４回
　　　　　　　　　　　　参加組数　８５４組
　・親子で楽しむ健康教室
　　（所内実施型）実施回数　　　７２回
　　　　　　　　　参加組数　　３９３組
　　（地域出張型）実施回数　　２８７回
　　　　　　　　　参加組数 １,９７４組

①妊娠期からの子育て支援
　引き続き、全ての妊婦を対象に母子健康手帳交付時に面接を
実施し、初妊婦や継続的支援を必要とする妊婦等に対して家庭
訪問等を行い、妊娠期の健康管理を行った。
　また、出産後には産後ケア事業やこんにちは赤ちゃん事業等
を実施し、「妊娠から出産・育児期まで切れ目のない支援」を
行った。
【令和６年度実績】
　・こんにちはプレママ事業実績　延件数　３，４０４件
　・こんにちは赤ちゃん事業実績　延件数　７，９２４件
　・産後ケア事業
　　ショートステイ　利用日数（延）　　　　１,８３３日
　　デイケア　　　　利用日数（延）　 　　　  ５２２日

②「親子の健康づくり講座」の普及
　家庭や地域での養育力の向上を目的に、保健福祉センターの
保健師等が、乳幼児とその保護者を対象に、基本的な生活習
慣、子育てに関する正しい知識などの内容を盛りこんだ視覚教
材等を活用し、ボランティア等の協力を得て、保健福祉セン
ター及び地域の保育園（所）や児童館、子育てサロン等で、引
き続き、健康教育を実施した。
【令和６年度実績】
　・プレママ・パパ教室　実施回数　１２７回
　　　　　　　　　　　　参加組数　９６５組
　・親子で楽しむ健康教室
　　（所内実施型）実施回数　　１００回
　　　　　　　　　参加組数　　５１２組
　　（地域出張型）実施回数　　２４９回
　　　　　　　　　参加組数 １,６７７組

①妊娠期からの子育て支援
　引き続き、全ての妊婦を対象に母子健康手帳交付時に面接を
実施し、初妊婦や継続的支援を必要とする妊婦等に対して家庭
訪問等を行い、妊娠期の健康管理を行う。
　また、出産後には産後ケア事業やこんにちは赤ちゃん事業等
を実施し、「妊娠から出産・育児期まで切れ目のない支援」を
行う。

②「親子の健康づくり講座」の普及
　家庭や地域での養育力の向上を目的に、保健福祉センターの
保健師等が、乳幼児とその保護者を対象に、基本的な生活習
慣、子育てに関する正しい知識などの内容を盛りこんだ視覚教
材等を活用し、ボランティア等の協力を得て、保健福祉セン
ター及び地域の保育園（所）や児童館、子育てサロン等で、引
き続き、健康教育を実施していく。

子ども若者
はぐくみ局

子ども若者未来部子
ども家庭支援課

134
特定給食施設等への支
援・指導

柱４－４０９に同じ 柱４－４０９に同じ 柱４－４０９に同じ 柱４－４０９に同じ 保健福祉局
健康長寿のまち・京
都市推進室健康長寿
企画課



資料４
NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

135
保育・教育活動を通じ
た食育の推進

柱４－４０４に同じ 柱４－４０４に同じ 柱４－４０４に同じ 柱４－４０４に同じ 保健福祉局
健康長寿のまち・京
都市推進室健康長寿
企画課

136
子どもの歯と口の健康
づくりに関する正しい
知識の普及啓発

子どもの歯と口の健康づくりに関する正しい
知識の普及啓発に取り組む。

柱３－３０１の①に同じ 柱３－３０１に同じ 柱３－３０１に同じ 保健福祉局
健康長寿のまち・京
都市推進室健康長寿
企画課

137
妊娠期から乳幼児向け
の栄養教室、歯科健
診・相談の実施

　出産を控えた夫婦や乳児を持つ保護者、就
学前幼児とその保護者に対し、講話や調理実
習等を通して、食事に対する意欲や関心が高
め、正しい食生活を身に付けていただく。

○プレママ・パパコース（マタニティクッキング）
　出産を控えた夫婦を対象に、妊娠中の望ましい食生活につい
ての講話や調理実習を行った。（１０回５４人参加）

○すくすくコース（離乳食講習会）（通年開催）
　各区役所・支所保健福祉センターにおいて、子どもの発達発
育に合わせた離乳食のすすめ方や作り方に関する講話等を実施
した。来所による講習会とともに、オンラインによる講習会も
実施した。
　・はじめての離乳食講習会の開催（離乳初期～中期）
　・３回食からの離乳食講習会の開催（離乳後期～完了期）
（来所：１６５回１，２２５人参加、オンライン：８回７２人
参加）

○わんぱくクッキング
　年長児（５～６歳児）とその保護者を対象に、食材学習や料
理やおやつ作りの体験講習会を行った。（２０回３３４人参
加）

○プレママ・パパコース（マタニティクッキング）
　出産を控えた夫婦を対象に、妊娠中の望ましい食生活につい
ての講話や調理実習を行った。（８回１０２人参加）

○すくすくコース（離乳食講習会）（通年開催）
　各区役所・支所保健福祉センターにおいて、子どもの発達発
育に合わせた離乳食のすすめ方や作り方に関する講話等を実施
した。来所による講習会とともに、オンラインによる講習会も
実施した。
　・はじめての離乳食講習会の開催（離乳初期～中期）
　・３回食からの離乳食講習会の開催（離乳後期～完了期）
　・オンライン離乳食講習会の開催（離乳初期～完了期）
（来所：１５９回、１，２５４人参加、オンライン：８回７５
人参加）

○わんぱくクッキング
　年長児（５～６歳児）とその保護者を対象に、食材学習や料
理やおやつ作りの体験講習会を行った。（１５回、３１４人参
加）

○プレママ・パパコース（マタニティクッキング）（年９回予
定）
　出産を控えた夫婦を対象に、妊娠中の望ましい食生活につい
ての講話や調理実習を行う。

○すくすくコース（離乳食講習会）（通年開催）
　各区役所・支所保健福祉センターにおいて、子どもの発達発
育に合わせた離乳食のすすめ方や作り方に関する講話等を実施
した。来所による講習会とともに、オンラインによる講習会も
実施する。
　・はじめての離乳食講習会の開催（離乳初期～中期）
　・３回食からの離乳食講習会の開催（離乳後期～完了期）
　・オンライン離乳食講習会の開催（離乳初期～完了期）

○わんぱくクッキング（年１６回予定）
　年長児（５～６歳児）とその保護者を対象に、食材学習や料
理やおやつ作りの体験講習会を行う。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

  　女性（妊産婦）の健康

138
プレママ・パパ教室等
を通じた妊娠期の健康
づくりの支援

　育児・栄養・歯科保健等に関する講習等を
とおして、妊娠期の健康づくりを支援する。

○プレママ・パパ教室等において、歯と口の健康に関する講話
や育児・栄養・歯科保健等に関する講習等を実施した。
【令和５年度実績】
　・プレママ・パパ教室　実施回数　１１４回
　　　　　　　　　　　　参加組数　８５４組
○各区役所・支所保健福祉センターにおける妊産婦を対象とす
る歯科健診・相談・保健指導を実施した。

○育児・栄養・歯科保健等に関する講習等を通して、妊娠期の
健康づくりを支援した。

○プレママ・パパ教室等において、歯と口の健康に関する講話
や育児・栄養・歯科保健等に関する講習等を実施した。
【令和６年度実績】
　・プレママ・パパ教室　実施回数　１２７回
　　　　　　　　　　　　参加組数　９６５組

○各区役所・支所保健福祉センターにおける妊産婦を対象とす
る歯科健診・相談・保健指導を実施した。

○育児・栄養・歯科保健等に関する講習等を通して、妊娠期の
健康づくりを支援した。

○プレママ・パパ教室等において、歯と口の健康に関する講話
や育児・栄養・歯科保健等に関する講習等を実施する。

○各区役所・支所保健福祉センターにおける妊産婦を対象とす
る歯科健診・相談・保健指導を実施する。

○育児・栄養・歯科保健等に関する講習等を通して、妊娠期の
健康づくりを支援する。

○各区役所・支所保健福祉センターにおける妊産婦を対象とす
る歯科健診・相談・保健指導を実施する。また、10月1日から身
近な地域の医療機関での妊婦・パートナー歯科健診を開始す
る。

保健福祉局

子ども若者
はぐくみ局

健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

子ども若者未来部子
ども家庭支援課

137
妊娠期から乳幼児向け
の栄養教室、歯科健
診・相談の実施

　出産を控えた夫婦や乳児を持つ保護者、就
学前幼児とその保護者に対し、講話や調理実
習等を通して、食事に対する意欲や関心が高
め、正しい食生活を身に付けていただく。

○プレママ・パパコース（マタニティクッキング）
　出産を控えた夫婦を対象に、妊娠中の望ましい食生活につい
ての講話や調理実習を行った。（１０回５４人参加）

○すくすくコース（離乳食講習会）（通年開催）
　各区役所・支所保健福祉センターにおいて、子どもの発達発
育に合わせた離乳食のすすめ方や作り方に関する講話等を実施
した。来所による講習会とともに、オンラインによる講習会も
実施した。
　・はじめての離乳食講習会の開催（離乳初期～中期）
　・３回食からの離乳食講習会の開催（離乳後期～完了期）
（来所：１６５回１，２２５人参加、オンライン：８回７２人
参加）

○わんぱくクッキング
　年長児（５～６歳児）とその保護者を対象に、食材学習や料
理やおやつ作りの体験講習会を行った。（２０回３３４人参
加）

○プレママ・パパコース（マタニティクッキング）
　出産を控えた夫婦を対象に、妊娠中の望ましい食生活につい
ての講話や調理実習を行った。（８回１０２人参加）

○すくすくコース（離乳食講習会）（通年開催）
　各区役所・支所保健福祉センターにおいて、子どもの発達発
育に合わせた離乳食のすすめ方や作り方に関する講話等を実施
した。来所による講習会とともに、オンラインによる講習会も
実施した。
　・はじめての離乳食講習会の開催（離乳初期～中期）
　・３回食からの離乳食講習会の開催（離乳後期～完了期）
　・オンライン離乳食講習会の開催（離乳初期～完了期）
（来所：１５９回、１,２５４人参加、オンライン：８回７５人
参加）

○わんぱくクッキング
　年長児（５～６歳児）とその保護者を対象に、食材学習や料
理やおやつ作りの体験講習会を行った。（１５回、３１４人参
加）

○プレママ・パパコース（マタニティクッキング）（年９回予
定）
　出産を控えた夫婦を対象に、妊娠中の望ましい食生活につい
ての講話や調理実習を行う。

○すくすくコース（離乳食講習会）（通年開催）
　各区役所・支所保健福祉センターにおいて、子どもの発達発
育に合わせた離乳食のすすめ方や作り方に関する講話等を実施
した。来所による講習会とともに、オンラインによる講習会も
実施する。
　・はじめての離乳食講習会の開催（離乳初期～中期）
　・３回食からの離乳食講習会の開催（離乳後期～完了期）
　・オンライン離乳食講習会の開催（離乳初期～完了期）

○わんぱくクッキング（年１６回予定）
　年長児（５～６歳児）とその保護者を対象に、食材学習や料
理やおやつ作りの体験講習会を行う。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課
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138
喫煙による胎児、妊産
婦及び家族への健康被
害などの保健指導

　母子健康手帳交付時の面接や妊産婦への家
庭訪問等を通じて、また医療機関、保健医療
団体と連携して積極的に喫煙防止に取り組ん
でいく。

　母子健康手帳交付時の面接や妊産婦への家庭訪問等を通じ
て、また保健医療団体と連携して、喫煙防止教育を実施した

　母子健康手帳交付時の面接や妊産婦への家庭訪問、乳幼児健
診等を通じて、喫煙防止教育を実施した。

　引き続き、母子健康手帳交付時の面接や妊産婦への家庭訪問
等を通じて、また、保健医療団体と連携して、喫煙防止教育を
実施する。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

139

保健福祉センター・こ
ころの健康増進セン
ター、医療機関等にお
ける保健指導等による
飲酒防止の支援

・　保健福祉センターにおける母子保健事業
で飲酒が胎児や乳児に与える悪影響について
指導する。
・　医療機関（産婦人科）等における妊産婦
への飲酒防止の啓発を推進する。
・　こころの健康増進センター、医療機関等
においてアルコールの問題で困っておられる
家族や本人から、アルコール外来や面接での
相談を受け付ける。また、病気の理解を深め
る家族教室やミーティングを引き続き開催す
る。
・　医療保険者においては、健診後の保健指
導における適正飲酒を徹底する。
・　医療機関、保健医療団体等における飲酒
の健康影響について普及啓発する。

柱２－２３０に一部同じ。以下、再掲（抜粋）。
　アルコール関連問題等の特定相談事業（依存症外来）やアル
コール依存症者の家族支援事業を実施するとともに、普及啓発
（アルコールセミナー（令和５年１０月７日）、図書館におい
てアルコールをテーマとした展示（令和５年１１月）を実施し
た。

・母子健康手帳交付時の面接や妊産婦への家庭訪問等を通じ
て、飲酒が胎児や乳児に与える影響について、啓発・保健指導
を行った。

柱２－２３０に一部同じ。以下、再掲（抜粋）。
　アルコール関連問題等の特定相談事業（依存症外来）やアル
コール依存症者の家族支援事業を実施するとともに、普及啓発
（アルコールセミナー（令和６年１１月２日 予定）、図書館に
おいてアルコールをテーマとした展示（令和６年１１月））実
施した。

・保健福祉センターにおける母子健康手帳交付時の面接や妊産
婦への家庭訪問等を通じて、飲酒が胎児や乳児に与える影響に
ついて、啓発・保健指導を行った。

柱２－２３０に一部同じ。以下、再掲（抜粋）。
　アルコール関連問題等の特定相談事業（依存症外来）やアル
コール依存症者の家族支援事業を実施するとともに、普及啓発
（アルコールセミナー（令和７年１１月８日）、図書館におい
てアルコールをテーマとした展示（令和７年１１月）実施予
定。

・保健福祉センターにおける母子保健事業等で飲酒による健康
影響について引き続き保健指導及び普及継続を行う。

保健福祉局

健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課
こころの健康増進セ
ンター

  　高齢期の健康

140
生活習慣病の重症化予
防と介護予防の連携促
進

　介護予防・日常生活支援総合事業等のサー
ビス・事業を利用している方のうち、生活習
慣病の方や，生活習慣病のリスクの高い方に
は、医療機関への受診勧奨や健康診査の受診
勧奨を行うとともに、セルフケアや社会活動
参加による活動性の向上等の取組支援を行
う。また、医療機関などで診断や保健指導を
受けた方には、重症化を防ぐため、運動や栄
養改善、口腔機能向上に関する教室やプログ
ラムへの参加勧奨を行うなど、生活習慣病の
重症化予防と介護予防の連携について促進を
図る。

・生活習慣病の重症化予防に向けて、口腔機能や口腔衛生、適
切な栄養摂取等の観点から、継続して歯科衛生士や管理栄養士
が要支援者に対するケアプランの事例検討に参画することで、
ケアマネジメントの更なる質の向上に取り組んだ。検討会開催
数２０回。

・「フレイル対策支援事業」として、引き続き全行政区にて取
組を実施した。「運動」「栄養・口腔」「社会参加」の総合的
なフレイル対策の推進を図るため、地域介護予防推進センター
の関与のもと、地域住民が主体となって介護予防に取り組むグ
ループ等に対して、管理栄養士や歯科衛生士等の医療専門職が
連携して講話・健康相談等の支援や体力測定等を実施した。

・後期高齢者健康診査の結果から要医療域にあるにも関わら
ず、医療機関未受診の者に対し、受診勧奨文書を送付するとと
もに、保健師が電話・訪問等にて受診状況の確認及び個別支援
を実施した（令和５年度　４１人）。※令和５年度より対象者
基準を変更

・生活習慣病の重症化予防に向けて、口腔機能や口腔衛生、適
切な栄養摂取等の観点から、継続して歯科衛生士や管理栄養士
が要支援者に対するケアプランの事例検討に参画することで、
ケアマネジメントの更なる質の向上に取り組んだ。検討会開催
数２９回。

・地域介護予防推進センターによる取組
　地域介護予防推進センターにおいて、フレイル対策の観点も
踏まえ、運動器の機能向上や栄養改善、口腔機能の向上のため
の介護予防教室を開催するとともに、教室で身に付いた運動等
を地域で継続できるよう、通いの場の立ち上げや活動の支援を
行った。
　また、フレイル対策支援事業として、地域介護予防推進セン
ターを通じて、通いの場に対し、管理栄養士や歯科衛生士等の
医療専門職が連携して講話・健康相談等の支援や体力測定等を
実施した。

・地域介護予防推進センターにおいて、フレイルの可能性があ
る方に対し、介護予防活動や医療機関受診の勧奨を実施した。
さらに、短期集中運動型プログラム修了者を受け入れるなど重
症化予防と介護予防の連携にも取り組んだ。

・生活習慣病重症化予防の取組
　後期高齢者健康診査の結果から要医療域にあるにも関わら
ず、医療機関未受診の者に対し、受診勧奨文書を送付するとと

・口腔機能の維持向上、適切な栄養摂取についての支援策を個
別ケアプランに反映し、生活習慣病の重症化防止と介護予防を
一体的に実施することができるよう、要支援者等の介護予防ケ
アプラン事例検討において、歯科衛生士および管理栄養士が継
続的に参画することで多職種連携できる機会を設ける。検討会
開催予定数31回。

・地域介護予防推進センターにおいて、フレイルの可能性があ
る方に対し、介護予防活動や医療機関受診の勧奨を実施する。
さらに、短期集中運動型プログラム修了者を受け入れるなど重
症化予防と介護予防の連携にも取り組む。

・生活習慣病重症化予防の取組
　後期高齢者健康診査の結果から要医療域にあるにも関わら
ず、医療機関未受診の者に対し、受診勧奨文書を送付するとと
もに、保健師が電話・訪問等にて受診状況の確認及び個別支援
を実施する。

保健福祉局

健康長寿のまち・京
都推進室
健康長寿企画課
介護ケア推進課
福祉のまちづくり推
進室
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141

地域包括ケアシステム
の深化・推進（認知症
高齢者の支援や在宅医
療・介護連携の推進な
ど、住み慣れた地域で
できる限り暮らし続け
られる仕組みづくりの
推進）

　市内６１箇所の地域包括支援センターを拠
点として住み慣れた地域で医療、介護、予
防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく
提供するしくみである「地域包括ケアシステ
ム」の構築を図り、高齢者ひとりひとりがき
めの細かい総合相談や、多様なニーズに対応
した介護サービスを受けられるよう支援して
いる。

○医療・介護・福祉の連携による認知症対策の充実
　市民の認知症への理解の促進や医療・介護・福祉の連携によ
る認知症高齢者及びその家族等に対する支援に取り組み、認知
症とともに住み慣れた地域で暮らし続けることができるまちづ
くりを進めた。
　＜主な取組＞
　・認知症初期集中支援チームと認知症疾患医療センターの連
携強化
　・認知症サポーターの養成及び活動促進（通年）
　・認知症サポート医の養成（１２人)

○在宅医療・介護連携推進事業
　医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた
地域で自分らしい暮らしを生涯にわたり続けることができるよ
う、地域の在宅医療・介護関係者が円滑に連携できる仕組み・
環境を整備することを目的として各地域に設置した「在宅医
療・介護連携支援センター」において、以下の取組を実施し
た。
　＜主な取組予定＞
　　・地域の医療・介護の資源の把握
　　・在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
　　・切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
　　・医療・介護関係者の情報共有の支援
　　・在宅医療・介護連携に関する相談支援
　　・医療・介護関係者の研修
　　・地域住民への普及啓発

○医療・介護・福祉の連携による認知症対策の充実
　市民の認知症への理解の促進や医療・介護・福祉の連携によ
る認知症高齢者及びその家族等に対する支援に取り組み、認知
症とともに住み慣れた地域で暮らし続けることができるまちづ
くりを進めた。
　＜主な取組＞
　・認知症初期集中支援チームと認知症疾患医療センターの連
携強化
　・認知症サポーターの養成及び活動促進（通年）
　・認知症サポート医の養成（１４人)

○在宅医療・介護連携推進事業
　医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた
地域で自分らしい暮らしを生涯にわたり続けることができるよ
う、地域の在宅医療・介護関係者が円滑に連携できる仕組み・
環境を整備することを目的として各地域に設置した「在宅医
療・介護連携支援センター」において、以下の取組を実施し
た。
　＜主な取組予定＞
　　・地域の医療・介護の資源の把握
　　・在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
　　・切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
　　・医療・介護関係者の情報共有の支援
　　・在宅医療・介護連携に関する相談支援
　　・医療・介護関係者の研修
　　・地域住民への普及啓発

○医療・介護・福祉の連携による認知症対策の充実
　市民の認知症への理解の促進や医療・介護・福祉の連携によ
る認知症高齢者及びその家族等に対する支援に取り組み、認知
症とともに住み慣れた地域で暮らし続けることができるまちづ
くりを進める。
　＜主な取組＞
　・認知症初期集中支援チームと認知症疾患医療センターの
    連携強化
　・認知症サポーターの養成及び活動促進（通年）
　・認知症サポート医の養成（１４人)

○在宅医療・介護連携推進事業
　医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた
地域で自分らしい暮らしを生涯にわたり続けることができるよ
う、地域の在宅医療・介護関係者が円滑に連携できる仕組み・
環境を整備することを目的として各地域に設置した「在宅医
療・介護連携支援センター」において、以下の取組を実施す
る。
　＜主な取組予定＞
　　・地域の医療・介護の資源の把握
　　・在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
　　・切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
　　・医療・介護関係者の情報共有の支援
　　・在宅医療・介護連携に関する相談支援
　　・医療・介護関係者の研修
　　・地域住民への普及啓発

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室介護ケア推
進課

142

【再掲】地域介護予防
推進センター等におけ
る多職種連携によるフ
レイル（オーラルフレ
イル）予防・介護予防
の推進

柱１－１２８に同じ 柱１－１２８に同じ 柱１－１２８に同じ 柱１－１２８に同じ 保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課
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  　障害のある方の健康

143
文化芸術活動及び障害
者スポーツの振興

　芸術文化活動を行う障害のある人の拡大に
つながるよう、新たな創作活動の掘り起こ
し、発表の場の確保、創作活動の場の提供、
更には作品の二次利用による商品化等に向
け、「障害者アート」活性化プロジェクトを
実施する。
　また、２０２０年東京パラリンピックに向
け、障害者スポーツの裾野拡大、ひいては障
害者の社会参加の推進を目指すため、関連事
業に取り組む。

①
○障害者スポーツの振興
　障害のある市民がスポーツを通じて健康の増進と機能回復を
図るとともに、充実感のある生活を送ることができるよう、全
京都障害者総合スポーツ大会等の事業を実施するとともに、各
種スポーツ大会の運営を支援した。

○障害者アート等
・総合支援学校や障害のある方の福祉施設に芸術活動の専門家
を派遣し、文化芸術に触れる機会を提供する。
・障害のある方の芸術作品を海外等に発信するため、デジタル
アーカイブ化を進めた。

②京都市障害者スポーツセンターの運営
　障害者のスポーツ等の用に供する施設として京都市障害者ス
ポーツセンターの運営を行い、障害者の身体機能の回復及び健
康の増進を図り、社会参加を促進した。

③京都市障害者教養文化・体育会館の運営
　障害のある市民の福祉の増進のために、京都市障害者教養文
化・体育会館の運営を行い、スポーツを通じた機能回復、健康
増進、コミュニケーション及び教養文化活動等の便宜を図っ
た。

①
○障害者スポーツの振興
　障害のある市民がスポーツを通じて健康の増進と機能回復を
図るとともに、充実感のある生活を送ることができるよう、全
京都障害者総合スポーツ大会等の事業を実施するとともに、各
種スポーツ大会の運営を支援した。

○障害者アート等
・総合支援学校や障害のある方の福祉施設に芸術活動の専門家
を派遣し、文化芸術に触れる機会を提供する。
・障害のある方の芸術作品を海外等に発信するため、デジタル
アーカイブ化を進めた。

②京都市障害者スポーツセンターの運営
　障害者のスポーツ等の用に供する施設として京都市障害者ス
ポーツセンターの運営を行い、障害者の身体機能の回復及び健
康の増進を図り、社会参加を促進した。

③京都市障害者教養文化・体育会館の運営
　障害のある市民の福祉の増進のために、京都市障害者教養文
化・体育会館の運営を行い、スポーツを通じた機能回復、健康
増進、コミュニケーション及び教養文化活動等の便宜を図っ
た。

①
○障害者スポーツの振興
　障害のある市民がスポーツを通じて健康の増進と機能回復を
図るとともに、充実感のある生活を送ることができるよう、全
京都障害者総合スポーツ大会等の事業を実施するとともに、各
種スポーツ大会の運営を支援する。

○障害者アート等
・総合支援学校や障害のある方の福祉施設に芸術活動の専門家
を派遣し、文化芸術に触れる機会を提供する。
・障害のある方の芸術作品を海外等に発信するため、デジタル
アーカイブ化を進める。

②京都市障害者スポーツセンターの運営
　障害者のスポーツ等の用に供する施設として京都市障害者ス
ポーツセンターの運営を行い、障害者の身体機能の回復及び健
康の増進を図り、社会参加を促進する。

③京都市障害者教養文化・体育会館の運営
　障害のある市民の福祉の増進のために、京都市障害者教養文
化・体育会館の運営を行い、スポーツを通じた機能回復、健康
増進、コミュニケーション及び教養文化活動等の便宜を図る。

保健福祉局 障害保健福祉推進室
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重症心身障害児・医療
的ケア児への支援の仕
組みづくりの検討

　保育所等で保育が必要な医療的ケア児（日
常生活を営むために医療を要する状態にある
障害児）の受入体制を確保する。

○医療的ケア児等総合支援事業
・重症心身障害児放課後等デイサービス運営補助事業の実施
・喀痰吸引等第３号研修受講補助制度による支援の実施
・医療的ケア児等コーディネーター養成研修の開催
・医療的ケア児支援に向けた協議の場（京都市医療的ケア児等
支援連携推進会議）の開催
・京都市医療的ケア児等地域支援コーディネート事業（モデル
事業）の実施
○医療的ケア児支援事業
・医療的ケア児を受け入れる民間保育所等に対して、医療的ケ
アの実施に必要となる看護師等の配置や喀痰吸引等３号研修の
受講に係る費用を補助
・医療的ケア児を受け入れる私立幼稚園、学童クラブ等に対し
て、児童の症状や医療行為が必要な時間に合わせた看護師の配
置等に係る費用を補助
・児童館等で実施する学童クラブ事業を利用する医療的ケア児
について、小学校から学童クラブ事業を実施する施設、施設か
ら自宅までの送迎支援を実施

○医療的ケアが必要な子どもが在籍する学校園に看護師を配
置。
○学校看護師の指導・支援や保護者の相談対応、関係機関との
連携等を担う「医療的ケア（自立活動）担当教員」（看護師資
格を持つ方を正規教員として採用）を配置。
○総合支援学校において医療的ケアが必要なためスクールバス
に乗車できず保護者等が送迎して通学している子どもについ
て、福祉タクシーの使用や看護師等が車両に同乗し学校への送
迎を行う通学支援を実施

○医療的ケア児等総合支援事業
・重症心身障害児放課後等デイサービス運営補助事業の実施
・喀痰吸引等第３号研修受講補助制度による支援の実施
・医療的ケア児等コーディネーター養成研修の開催
・医療的ケア児支援に向けた協議の場（京都市医療的ケア児等
支援連携推進会議）の開催
・京都市医療的ケア児等地域支援コーディネート事業（モデル
事業）の実施
○医療的ケア児支援事業
・医療的ケア児を受け入れる民間保育所等に対して、医療的ケ
アの実施に必要となる看護師等の配置や喀痰吸引等第３号研修
の受講に係る費用を補助
・医療的ケア児を受け入れる私立幼稚園、学童クラブ等に対し
て、児童の症状や医療行為が必要な時間に合わせた看護師の配
置等に係る費用を補助
・児童館等で実施する学童クラブ事業を利用する医療的ケア児
について、小学校から学童クラブ事業を実施する施設、施設か
ら自宅までの送迎支援を実施

○医療的ケアが必要な子どもが在籍する学校園に看護師を配
置。
○学校看護師の指導・支援や関係機関との連携等を担う「医療
的ケア（自立活動）担当教員」（看護師資格を持つ方を正規教
員として採用）を配置
○総合支援学校において医療的ケアが必要なためスクールバス
に乗車できず保護者等が送迎して通学している子どもについ
て、福祉タクシーの使用や看護師等が車両に同乗し学校への送
迎を行う通学支援を実施

○医療的ケア児支援事業
・医療的ケア児を受け入れる私立幼稚園、学童クラブ等に対し
て、児童の症状や医療行為が必要な時間に合わせた看護師の配
置等に係る費用を補助。
・児童館等で実施する学童クラブ事業を利用する医療的ケア児
について、小学校から学童クラブ事業を実施する施設、施設か
ら自宅までの送迎支援を実施。

○医療的ケア児等総合支援事業
・医療的ケア児等受入促進補助事業の実施
・喀痰吸引等第３号研修受講補助制度による支援の実施
・医療的ケア児等コーディネーター養成研修の開催
・医療的ケア児支援に向けた協議の場（京都市医療的ケア児等
支援連携推進会議）の開催
・京都市医療的ケア児等地域支援コーディネート事業（モデル
事業）の実施

○医療的ケア児支援事業
・医療的ケア児を受け入れる民間保育所等に対して、医療的ケ
アの実施に必要となる看護師等の配置や喀痰吸引等第３号研修
の受講に係る費用を補助（令和７年度から看護師等の配置に係
る支援を一部拡充）。
（私立幼稚園振興担当）
・医療的ケア児を受け入れる私立幼稚園に対して、児童の症状
や医療行為が必要な時間に合わせた看護師の配置等に係る費用
を補助する。

子ども若者
はぐくみ局

教育委員会
事務局

子育て未来部
　育成推進課
　子ども家庭支援課
幼保総合支援室

指導部総合育成支援
課
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障害のある方が、地域
で自分に合った健康づ
くりに取り組めるよう
社会参加を支援する取
組の推進

　うつ病等のリハビリテーションにおいて，
認知行動療法やマインドフルネス等を活用す
るなど、様々な社会参加を支援する取組を推
進する。

　こころの健康増進センターにおいて、統合失調症及びうつ病
の方に対して心理教育に重点を置き、認知行動療法やマインド
フルネス、SSTなどを活用しながら就労支援のためのデイ・ケア
事業を実施した。

　こころの健康増進センターにおいて、統合失調症及びうつ病
の方に対して心理教育に重点を置き、認知行動療法やマインド
フルネス、SSTなどを活用しながら就労支援のためのデイ・ケア
事業を実施した。

　こころの健康増進センターにおいて、統合失調症及びうつ病
など精神疾患のある方に対して、心理教育・認知行動療法・マ
インドフルネス・SSTなどを活用しながら就労支援のためのデ
イ・ケア事業を実施する。

保健福祉局
こころの健康増進セ
ンター



資料４
NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

146

施設職員などへの口腔
ケアや口腔機能の向上
などに関する知識や技
術の普及啓発

  施設職員等への口腔ケアや口腔機能の向上
等に関する知識や技術の普及啓発に取り組
む。

柱３－３１１に同じ 柱３－３１１に同じ 柱３－３１１に同じ 保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

  　こころの健康
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保健福祉センターやこ
ころの健康増進セン
ターにおける、こころ
の健康に関する相談窓
口の整備、こころの健
康や悩みの相談に対す
る寄り添い支援の充実

・相談窓口の周知を図るとともに，各種相談
機関の相互連携を強化し、相談体制の充実を
図る。
・身近な方から様々な分野へのゲートキー
パーの養成に努めるとともに、相談業務担当
者、自殺対策従事者への研修やこころのケア
を充実する。

・担当者がゲートキーパーとしての役割を再確認し、自殺対策
に取り組んでもらうため、新任職員や担当職員に対し、ゲート
キーパー養成研修を行った。
　令和５年４月新規採用保健師研修、６月新任部長級研修、
　　　　　５月新任精神保健福祉相談員研修、
　　　　　８月若者のこころに寄り添う支援者への研修会と
　　　　　　　ゲートキーパー養成研修を実施した。
　令和６年１月医療機関と連携した自殺ハイリスク者等支援研
　　　　　修会を実施した。

・こころのふれあいネットワーク等を通して、関係機関にも情
報提供を行い、連携して支援に取り組んだ。

・担当者がゲートキーパーとしての役割を再確認し、自殺対策
に取り組んでもらうため、新任職員や担当職員に対し、ゲート
キーパー養成研修を行った。
令和６年４月　新規採用保健師研修、６月　新任部長級研修、
　　　　６月　新任精神保健福祉相談員研修、
　　　　８月　若者のこころに寄り添う支援者への研修会と
　　　　　　　ゲートキーパー養成研修を実施した。
　　　１２月　医療機関と連携した自殺ハイリスク者等支援研
　　　　　　　修会を実施した。

・こころのふれあいネットワーク等を通して、関係機関にも情
報提供を行い、引き続き連携して支援に取り組んだ。

・担当者がゲートキーパーとしての役割を再確認し、自殺対策
に取り組んでもらうため、新任職員や担当職員に対し、ゲート
キーパー養成研修を行う。

・こころのふれあいネットワーク等を通して、関係機関にも情
報提供を行い、引き続き連携して支援に取り組む予定。

保健福祉局
障害保健福祉推進室
こころの健康増進セ
ンター
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生活、経済問題から生
じるこころの問題に関
する相談も受けられる
体制づくり

　弁護士、心理士、保健師、僧侶など７名の
専門家に精神疾患等の健康問題だけではな
く、経済問題、雇用問題、家庭問題等、様々
な問題を一箇所で相談できるワンストップ相
談会「くらしとこころの総合相談会」を定期
的に開催する。

○くらしとこころの総合相談会
　弁護士、司法書士、僧侶、京都自死・自殺相談センター、心
理士、産業カウンセラー、こころのカフェきょうと等の団体と
連携・協力し、「くらしとこころの総合相談会」の実施や啓発
イベントの開催などを通して、自死遺族支援・自殺予防の取組
を進め、平日年９回、土曜年３回　合計１２回実施した。

○くらしとこころの総合相談会
　弁護士、司法書士、僧侶、京都自死・自殺相談センター、心
理士、産業カウンセラー、こころのカフェきょうと等の団体と
連携・協力し、「くらしとこころの総合相談会」の実施を通し
て、自死遺族支援・自殺予防の取組を進め、平日年７回、土曜
年２回、合計９回実施した。

○くらしとこころの総合相談会
　弁護士、司法書士、僧侶、京都自死・自殺相談センター、心
理士、産業カウンセラー、こころのカフェきょうと等の団体と
連携・協力し、「くらしとこころの総合相談会」の実施を通し
て、自死遺族支援・自殺予防の取組を進める。

保健福祉局
障害保健福祉推進室
こころの健康増進セ
ンター
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スクールカウンセラー
等による子どもや保護
者、教職員への心理的
な支援や、勤労者のメ
ンタルヘルスの推進、
高齢者の社会参加への
促進支援

　スクールカウンセラーを活用することなど
により、子どもや保護者の心理的なケア等の
充実に取り組む。

○スクールカウンセラーの活用
　スクールカウンセラーを京都市立学校へ配置し、児童生徒及
び保護者に対するカウンセリングや教職員へのコンサルテー
ション（助言）活動等を通じて子どもの心のケアを行った。

○スクールカウンセラーの活用
　スクールカウンセラーを京都市立学校、幼稚園（伏見区５園
を巡回）及び教育支援センターへ配置し、児童生徒及び保護者
に対するカウンセリングや教職員へのコンサルテーション（助
言）活動等を通じて子どもの心のケアを行った。

○スクールカウンセラーの活用
　スクールカウンセラーを京都市立学校、幼稚園（15園を3名で
巡回）及び教育支援センターへ配置し、児童生徒及び保護者に
対するカウンセリングや教職員へのコンサルテーション（助
言）活動等を通じて子どもの心のケアを行う。

教育委員会
事務局

指導部生徒指導課



資料４

【柱２】生活習慣に関する※正しい健康情報に基づく健康づくりの推進　　　※運動習慣、喫煙、飲酒、こころの健康など

１　エビデンスに基づく健康づくりの推進

NO 項目名 取組内容 令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

201

健康に関する正しい
情報を入手・活用で
きる環境整備と周知
啓発

「運動」「口腔」「栄養」の健康情報を一体
的にわかりやすく情報発信するウェブサイト
「京・けんこうひろば」等により、市民自ら
が主体的に健康づくりに取り組めるよう支援
する。

①
○「京都市民版　食の健康づくり応援ガイド」の配布
　食育セミナーやイベント等で、大学生や成人市民に広く配布
し、望ましい食生活の普及啓発を行った。

○「京・食育だより」（第１８号）の発行
　保育園、幼稚園、児童館等に配布し、子どもの頃からの望ま
しい食生活の普及啓発を行った。（５１,０００部）

○食育レシピの配布
　旬の食材を使用した管理栄養士おすすめレシピとともに、野
菜摂取・減塩・牛乳・乳製品摂取促進等の普及啓発ビラを、区
役所・支所保健福祉センター等に配架した。（延１６種、３
５，０００部）

②・ホームページ「京・食ねっと」から、食や健康に関する情
報を発信した。
【令和５年度実績】
　ページビュー数：３０４,２５０件（令和５年４月～令和６年
３月末）

○ホームページ「京・けんこうひろば」から、食や健康に関す
る情報を発信した。
【令和６年度実績】
　ページビュー数：１４８,４８７件（令和６年５月～令和７年
３月末）

○「京・食育だより」（第１９号）の発行
　保育園、幼稚園、児童館等、市内６８７か所に配布し、子ど
もの頃からの望ましい食生活の普及啓発行った。（５１,０００
部）

○食育レシピの配布
　旬の食材を使用した管理栄養士おすすめレシピとともに、野
菜摂取・減塩・牛乳・乳製品摂取促進等の普及啓発ビラを、区
役所・支所保健福祉センター等に配架した。（延１６種、３５,
０００部）

○ホームページ「京・けんこうひろば」から、食や健康に関す
る情報を発信する。

○「京・食育だより」（第２０号）の発行
　保育園、幼稚園、児童館等に配布し、子どもの頃からの望ま
しい食生活の普及啓発を行う。

○食育レシピの配布
　旬の食材を使用した管理栄養士おすすめレシピとともに、野
菜摂取・減塩・朝食摂取促進等の普及啓発ビラを、区役所・支
所保健福祉センター等に配架する。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

202
【再掲】市民・地域
主体の健康づくり活
動への支援

柱１－１１２に同じ 柱１－１１２に同じ 柱１－１１２に同じ 柱１－１１２に同じ 保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

203

【再掲】民間や大学
と連携した医療・介
護データ等のビッグ
データの活用・分析
による健康づくりの
取組に資する研究

柱１－１２５に同じ 柱１－１２５に同じ 柱１－１２５に同じ 柱１－１２５に同じ
保健福祉局

産業観光局

健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

スタートアップ・産
学連携推進室



資料４
NO 項目名 取組内容 令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

204

「運動」「栄養・口
腔」「社会参加」の
総合的な取組の普及
によるフレイル対策
の推進

　地域介護予防推進センター等において、運
動、栄養、口腔の各専門職による講座や健康
相談等の機会を設けることでフレイル予防の
普及に取り組む。

　低栄養を予防するために必要な食事バランスについて、調理
実習を通じて実践的に学ことを目的に、各区役所・支所におい
て、地域介護予防推進センターと連携の下、「６５歳からの栄
養改善教室」を開催した。

低栄養を予防するために必要な食事バランスについて、調理実
習を通じて実践的に学ことを目的に、各区役所・支所におい
て、地域介護予防推進センターと連携の下、「６５歳からの栄
養改善教室」を開催した。
【令和６年度実績】
　６５歳からの栄養改善教室実施回数４３回、参加人数４２３
人

○地域介護予防推進センターによる取組
　地域介護予防推進センターにおいて、フレイル対策の観点も
踏まえ、運動器の機能向上や栄養改善、口腔機能の向上のため
の介護予防教室を開催するとともに、教室で身に付いた運動等
を地域で継続できるよう、通いの場の立ち上げや活動の支援を
行った。
　また、フレイル対策支援事業として、地域介護予防推進セン
ターを通じて、通いの場に対し、管理栄養士や歯科衛生士等の
医療専門職が連携して講話・健康相談等の支援や体力測定等を
実施した。

低栄養を予防するために必要な食事バランスについて、調理実
習を通じて実践的に学ことを目的に、各区役所・支所におい
て、地域介護予防推進センターと連携の下、「６５歳からの栄
養改善教室」を開催する

○地域介護予防推進センターによる取組
　地域介護予防推進センターにおいて、フレイル対策の観点も
踏まえ、運動器の機能向上や栄養改善、口腔機能の向上のため
の介護予防教室を開催するとともに、教室で身に付いた運動等
を地域で継続できるよう、通いの場の立ち上げや活動の支援を
行う。
　また、フレイル対策支援事業として、地域介護予防推進セン
ターを通じて、通いの場に対し、管理栄養士や歯科衛生士等の
医療専門職が連携して講話・健康相談等の支援や体力測定等を
実施する。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課



資料４
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２　望ましい生活習慣の確立・改善

  ①　生涯を通じた運動習慣の確立

205

大学等の関係機関、
地域の関係団体と協
働した若い世代の身
体活動・運動の習慣
化の取組

　民間企業、商業施設、関係団体の協働によ
り、健康づくりのきっかけになる（関心を高
める）健康イベント、健康ウォーキング等を
開催する。

○健康イベント等
　民間企業、商業施設、関係団体の協働により、健康づくりの
きっかけになる（関心を高める）健康イベント等を開催した。

○健康イベント等
　民間企業、商業施設、関係団体の協働により、健康づくりの
きっかけになる（関心を高める）健康イベント等を開催した。

○健康イベント等
　民間企業、商業施設、関係団体の協働により、健康づくりの
きっかけになる（関心を高める）健康イベント等の取組を継続
する。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

206

関係機関等と連携
し、ロコモティブシ
ンドローム予防に関
する情報や運動の普
及啓発

・　フレイル対策の一環として、ロコモやそ
の予防方法の普及啓発を通じて、身体活動・
運動の重要性をさらに浸透させていきます。
全世代を対象にロコモの認知度を上げること
により、ロコモ予防に取り組む市民を増や
す。
・　市民向け講演会やイベント等でロコモ度
チェックテストを体験していただくことで、
フレイルやロコモを身近な問題として考える
機会を提供する。
・　ロコモのリーフレット（京ロコステップ
＋１０）などを活用し、日常生活の中で気軽
に「ながら運動」を行うことを紹介するな
ど、関係機関と連携して、市民の皆様に、運
動習慣を身に付けていただく。

　地域における健康づくり事業での紹介等を通じて、普及啓発
を行った。

　地域における健康づくり事業での紹介等を通じて、普及啓発
を行った。
　ロコモ予防啓発リーフレットを作成し、各区役所・支所保健
福祉センターや、関係機関等で配布を行った。

　地域における健康づくり事業での紹介等を通じて、普及啓発
を行う。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

207

日常生活の中で気軽
に継続して身体活動
を増やすことができ
るウォーキングやス
トレッチなどの運動
メニューの紹介

　地域における健康づくり事業での紹介や、
健康づくりサポーター、筋トレボランティア
の活動において身体活動の普及啓発する。

　地域における健康づくり事業での紹介や、健康づくりサポー
ター、筋トレボランティアの活動において身体活動の普及啓発
を実施した。
　・筋トレボランティアの活動支援の一環として、ボランティ
アの学習教材として活用できる動画DVDを作成する。

【令和５年度実績】
　・健康づくりサポーター活動回数：１,８７８回
　・筋トレボランティア活動回数（延べ）：１８,１６３回

　地域における健康づくり事業での紹介や、健康づくりサポー
ター、筋トレボランティアの活動において身体活動の普及啓発
を実施した。

【令和６年度実績】
　・健康づくりサポーター活動回数：１,９７６回
　・筋トレボランティア活動回数（延べ）：２０,３００回

　地域における健康づくり事業や、健康づくりサポーター、筋
トレボランティアの活動において身体活動の普及啓発を実施す
る。

　地域における健康づくり事業での紹介や、健康づくりサポー
ター、筋トレボランティアの活動において身体活動の普及啓発
を実施する。（介護予防作成）

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

208
高年齢者向け筋力ト
レーニングメニュー
の活用・情報発信

　高齢者向け筋力トレーニングに関し、同ト
レーニングを普及推進するボランティアの養
成やトレーニング教室の開催等により、自主
的な筋力トレーニングメニューの活用を促進
する。

●いきいき筋トレ普及推進ボランティアの支援
　高齢者が転倒による骨折等で要介護状態になることを予防す
るなど、健康増進の運動プログラムとして作成した「いきいき
筋力トレーニング」、及び介護予防に関する知識の普及推進を
地域において実践するボランティアの支援を行った。
　【実績】
　いきいき筋トレ普及推進ボランティア登録者数:３９３人

○高齢者筋力トレーニング普及推進事業
　65歳以上の方を対象に市内7か所の施設で、「通所型筋トレ教
室」を開催するとともに、健康運動指導士等が、地域に出張
し、健康づくりに関する講話と簡易な運動プログラムを実施す
る「出張型筋トレ教室」を実施した。

●いきいき筋トレ普及推進ボランティアの支援
　ボランティアの養成・活動支援に取り組むとともに、長寿す
こやかセンターの事業との連携やフレイル対策の観点から、事
業の充実を図った。

○高齢者筋力トレーニング普及推進事業
　65歳以上の方を対象に市内7か所の施設で、「通所型筋トレ教
室」を開催するとともに、健康運動指導士等が、地域に出張
し、健康づくりに関する講話と簡易な運動プログラムを実施す
る「出張型筋トレ教室」を実施する。

●いきいき筋トレ普及推進ボランティアの支援
　ボランティアの養成・活動支援に取り組むとともに、同セン
ターの事業との連携やフレイル対策の観点から、事業の充実を
図る。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課
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  ②　喫煙の防止

209

ライフステージ別
に、たばこによるＣ
ＯＰＤ（慢性閉塞性
肺疾患）を含めた健
康影響に関する知識
及び喫煙防止の普及
啓発

・　特定健診や肺がん検診時における短時間
支援（喫煙状況の把握と禁煙治療のための医
療機関等の紹介等）による禁煙支援を行う。
・　禁煙支援薬局、禁煙外来の情報をホーム
ページに掲載する。
・　保健福祉センターにおける禁煙相談や健
康教育で禁煙方法等の情報提供を行う。
・　民間企業へ喫煙による病気模型等の貸出
を行い、喫煙による健康被害などについて普
及啓発する。

・地域における健康づくり事業における短時間禁煙支援（喫煙
状況の把握と禁煙治療のための医療機関等の紹介等）による禁
煙支援を行った。

・保健福祉センターにおける禁煙相談や健康教育で禁煙方法等
の情報提供を行った。また、支援者向けの研修会を開催する
等、禁煙支援に関する知識を高められるような機会を設けた。

・地域・団体等へ喫煙による病気模型等の貸出を行い、喫煙に
よる健康被害などについて普及啓発を実施した。

・健診・検診時や、地域における健康づくり事業において、短
時間禁煙支援等の禁煙相談や、喫煙に関する健康教育を行っ
た。また、禁煙支援に関する知識向上のため、支援者と対象と
した研修会を実施した。

・ホームページ（京・けんこうひろば）に、たばこによる健康
影響の情報等を掲載した。

・喫煙による健康被害等の普及啓発のため、地域や団体など
へ、喫煙による病気模型等の貸出を行った。

　地域における健康づくり事業における短時間禁煙支援、ホー
ムページ（京けんこうひろば）での啓発や、支援者向けの研修
会の開催等、引き続き、様々な機会を通じて禁煙支援及び普及
啓発を実施する。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

210

禁煙希望者に対する
禁煙支援プログラム
の提供等による禁煙
支援

　禁煙外来やインターネット等の活用による
喫煙者に対する禁煙支援プログラムの提供に
よる禁煙支援を実施する。

　インターネット等の活用による喫煙者に対する禁煙支援プロ
グラムの提供等を通じて禁煙支援を実施した。

・ホームページに、禁煙に役立つ情報（禁煙外来、インター
ネットを活用した禁煙支援プログラム等）を掲載した。

・インターネットを活用した禁煙支援プログラム等について、
健診・検診等にて情報提供した。

　引き続き、インターネット等の活用による喫煙者に対する禁
煙支援プログラムの提供等を通じて禁煙支援を実施する。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

211

保健医療機関・関係
団体等と連携した学
校・教育機関におけ
る「喫煙防止教育」
の実施

　たばこに興味・関心を持ち始める時期にあ
たる中学生を重点的な対象として、中学校で
の「喫煙防止教育」を実施する。
　そのため、保健医療機関・団体等と連携し
て、保健福祉センター職員や教職員の知識や
技術の向上を図り、防煙教室に従事可能なス
タッフの充実を図っていく。

　
　たばこに興味・関心を持ち始める時期にあたる中学生を重点
的な対象として、保健医療機関・団体等と連携して、中学校で
の「喫煙防止教育」を実施した。また、保健福祉センター職員
向け研修会を実施した。
　【令和５年度実績】
　　防煙教室実施回数　２５校

　たばこに興味・関心を持ち始める時期にあたる中学生を重点
的な対象として、保健医療機関・団体等と連携して、中学校で
の「喫煙防止教育」を実施した。また、保健福祉センター職員
向け研修会を実施した。
　【令和６年度実績】
　　防煙教室実施回数　２８校

　「喫煙防止教育」を実施する。また、喫煙防止教育に従事す
るスタッフを対象とした研修会等を行い、事業の充実を図る。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課
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  ③　望まない受動喫煙の防止

212

施設・事業者に対す
る健康増進法に基づ
く受動喫煙防止対策
の制度周知

　受動喫煙防止対策に係る相談や問合せを受
け付ける窓口を設置し、施設・事業者からの
相談や問合せに対応するとともに、新規開業
飲食店等に対して健康増進法に基づく受動喫
煙防止対策の制度周知に取り組む。

○京都市受動喫煙防止対策相談・届出専用窓口（コールセン
ター）の運用
　専用窓口を運用し、以下の対応を行った。
・受動喫煙防止対策に関する相談及び問合せ
・既存特定飲食提供施設の経過措置制度に関する届出受付
・飲食店等における喫煙標識の掲示状況の確認や通報への対応
等を行うための監視・指導

○新規開業の飲食店等へ啓発チラシの配布
　新規開業の飲食店等に対して、「原則屋内禁煙」を啓発する
ためのチラシ及び標識を配付した。（禁煙標識、喫煙専用室標
識、指定たばこ専用喫煙室標識の3種類)。

○受動喫煙の防止に向けた啓発
　受動喫煙を防止するために、市政広報板にポスターを掲示す
るなど、多くの方に対して、受動喫煙の防止を訴求した。

○京都市受動喫煙防止対策相談・届出専用窓口（コールセン
ター）の運用
　専用窓口を運用し、以下の対応を行った。
・受動喫煙防止対策に関する相談及び問合せ
・既存特定飲食提供施設の経過措置制度に関する届出受付
・飲食店等における喫煙標識の掲示状況の確認や通報への対応
等を行うための監視・指導
○新規開業の飲食店等へ啓発チラシの配布
　新規開業の飲食店等に対して、「原則屋内禁煙」を啓発する
ためのチラシ及び標識を配付した。（禁煙標識、喫煙専用室標
識、指定たばこ専用喫煙室標識の3種類)。
○受動喫煙の防止に向けた啓発
　受動喫煙を防止するために、市政広報板へのポスター掲示に
加え、路上喫煙等防止及びポイ捨て防止と受動喫煙防止につい
て１枚に掲載した日英２か国語のチラシ・ポスターを作成する
など、多くの方に対して、受動喫煙の防止を訴求した。

○京都市受動喫煙防止対策相談・届出専用窓口（コールセン
ター）の運用
　専用窓口を運用し、以下の対応を行う。
・受動喫煙防止対策に関する相談及び問合せ
・既存特定飲食提供施設の経過措置制度に関する届出受付
・飲食店等における喫煙標識の掲示状況の確認や通報への対応
等を行うための監視・指導
○新規開業の飲食店等へ啓発チラシの配布
　新規開業の飲食店等に対して、「原則屋内禁煙」を啓発する
ためのチラシ及び標識を配付する。（禁煙標識、喫煙専用室標
識、指定たばこ専用喫煙室標識の3種類)。
○受動喫煙の防止に向けた啓発
　受動喫煙を防止するために、市政広報板へのポスター掲示
や、受動喫煙防止・路上喫煙等防止・ポイ捨て防止について１
枚にまとめた日英２か国語のチラシの配架及びポスター掲示な
ど、多くの方に対して、受動喫煙の防止を訴求する。
〇飲食店における受動喫煙対策キャンペーン
　厚生労働省からの協力依頼に基づき、世界禁煙デー（5月31
日）に併せて、飲食店における改正健康増進法の施行状況の確
認と啓発を行う。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

213
飲食店等における受
動喫煙防止対策の措
置状況の監視・指導

 受動喫煙防止対策に係る相談や問合せを受
け付けるとともに、健康増進法における経過
期間においては既存特定飲食提供施設が店内
等を喫煙可とすることについての届出を受け
付ける窓口を設置し、飲食店等における受動
喫煙対策についての相談等を受け付ける。
　また、新規開業飲食店等に対し、健康増進
法に基づく受動喫煙防止対策の措置状況を監
視・指導する。

　京都市受動喫煙防止対策相談・届出専用窓口（コールセン
ター）と連携し、飲食店等における受動喫煙防止対策の措置の
状況を調査し、必要に応じて指導を行った。

〇京都市受動喫煙防止対策相談・届出専用窓口（コールセン
ター）と連携し、飲食店等における受動喫煙防止対策の措置の
状況を調査し、必要に応じて指導を行う。

〇飲食店における受動喫煙対策キャンペーン
　厚生労働省からの協力依頼に基づき、世界禁煙デー（５月31
日）にあわせて、飲食店における改正健康増進法の施行状況の
確認と啓発を行う。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

214

望まない受動喫煙防
止の普及啓発、妊産
婦や子ども等特に配
慮が必要な人の受動
喫煙防止の取組

・　特に配慮が必要な方への受動喫煙対策を
進める。
・　商店街等と連携した飲食店等への受動喫
煙防止対策の働きかけを進める。
・　喫煙者への啓発及び喫煙場所での啓発を
行う。
・　京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例
を推進する。

○あらゆる場面での受動喫煙防止対策
・ポスター、チラシ等の配布による受動喫煙防止普及啓発

○取組を継続

○あらゆる場面での受動喫煙防止対策
・ポスター、チラシ等の配布による受動喫煙防止普及啓発

○取組を継続

○あらゆる場面での受動喫煙防止対策
・ポスター、チラシ等の配布による受動喫煙防止普及啓発

○取組を継続する。

保健福祉局

文化市民局

健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

文化市民部くらし安
全推進課



資料４
NO 項目名 取組内容 令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

  ④　適正飲酒

215

学校・教育機関との
連携による２０歳未
満の者への飲酒が心
身に及ぼす悪影響に
関する普及啓発

・　学校のクラブやサークル活動の場におけ
る20歳未満の者への飲酒防止やイッキ飲みの
防止が徹底できるよう、普及啓発を行う。ま
た、保護者に対して正しい情報を提供する。
・　20歳未満の者の飲酒防止をテーマとした
教育委員会が実施する教職員研修やシンポジ
ウム等を通した啓発を行う。

　大学等での献血時に適正飲酒の普及啓発を実施した。

　【実績】Ｒ５：４,１２４部配布

　大学等での献血時に適正飲酒の普及啓発リーフレットを配布
した。
【令和６年度実績】３,１１６部配布

　大学等での献血時に適正飲酒の普及啓発を実施する。 保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

216

アルコールによる健
康影響に関する知識
及び適正飲酒の普及
啓発

・　２０歳以上の学生に対して、お酒に触れ
る最初の段階であることに着目し、イッキ飲
みの防止、適正飲酒の啓発を推進する。
・　高齢者は退職や配偶者の死などが多量飲
酒の引きがねになりやすいため、飲酒量が増
加しないように注意を促す。

　大学等での献血時に適正飲酒の普及啓発を実施した。

　【令和５年度実績】４,１２４部配布

・大学等での献血時に適正飲酒の普及啓発を実施した。
　【令和６年度実績】３,１１６部配布

・ホームページ（京・けんこうひろば）に、飲酒による健康影
響について掲載した。

　大学等での献血時に適正飲酒の普及啓発や、ホームページ
（京けんこうひろば）での普及啓発を行う。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

３　生活習慣病の発症予防・重症化予防等を推進する環境づくり

217
がん検診の受診率向
上の取組

　受診率６０％を目標とし、京都府が実施す
るアンケート調査を活用、分析等を行い、身
近な場所で健康診査を受けられる環境の整備
を進め、効果的な受診勧奨等による受診率向
上を目指す。

・京都市国民健康保険、民間企業との連携によりリーフレット
「がん検診ガイド」を送付、配架。
・がん検診無料クーポンを郵送。（２０歳女性：子宮がん検
診、４０歳女性：乳がん）

・京都市国民健康保険、民間企業との連携によりリーフレット
「がん検診ガイド」を送付、配架。
・がん検診無料クーポンを発行。子宮頸がん検診無料クーポン
券については対象年齢に２４歳と２８歳を追加。（２０歳・２
４歳・２８歳女性：子宮がん検診、４０歳女性：乳がん）
・４０歳代の偶数年齢の方への受診勧奨はがきを発送。
・事業者との連携の下、令和６年１１月に肺がん市民公開講
座、１２月に乳がん市民公開講座を開催。
・「ピンクリボン活動」に参画し、専門医やＮＰＯ、企業、学
生等と連携して、乳がん検診の受診による乳がんの早期発見・
早期治療の啓発を実施。

・京都市国民健康保険、民間企業との連携によりリーフレット
「がん検診ガイド」を送付、配架する。
・がん検診無料クーポンを発行する。（２０歳・２４歳・２８
歳女性：子宮がん検診、４０歳女性：乳がん）
・新たに５０歳の市民を対象に胃がん検診無料クーポン券を発
行する。
・４０歳代の偶数年齢の方への受診勧奨はがきを発送する。
・がんセット検診のオンライン申込を導入する。
・「ピンクリボン活動」に参画し、乳がん検診の受診による乳
がんの早期発見・早期治療の啓発を実施する。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

218 がん予防の推進

　ウイルス性肝炎をそのまま放置しておく
と、慢性肝炎から肝硬変を経て肝がんに進行
することがあるため，早期発見、早期治療を
目的に肝炎ウイルス（Ｂ型、Ｃ型）検査を実
施する。
　子宮頸がんの原因となるＨＰＶの感染を予
防するため、対象年齢に該当する女性を対象
に、定期の予防接種を実施する。

　早期発見、早期治療を目的として、肝炎ウイルス（Ｂ型・Ｃ
型）検査を市民を対象に協力医療機関で無料で実施した。
　ＨＰＶワクチンについては、新たに９価ワクチンが定期接種
化されたことに加え、令和４年度に引き続き、過去に接種勧奨
を受けられず接種機会を逃した方へのキャッチアップ接種や、
定期接種期間の経過後に自費で接種された方への費用の償還払
を実施した。

　早期発見、早期治療を目的に、市民を対象とした肝炎ウイル
ス（Ｂ型・Ｃ型）検査を協力医療機関において無料で実施し
た。
　ＨＰＶワクチンについて、令和５年度に引き続き、定期の予
防接種を行うとともに、過去に接種勧奨を受けられず接種機会
を逃した方へのキャッチアップ接種や、定期接種期間の経過後
に自費で接種された方への費用の償還払を実施した。

 早期発見、早期治療を目的に、市民を対象とした肝炎ウイルス
（Ｂ型・Ｃ型）検査を協力医療機関において無料で実施する。

　ＨＰＶワクチンについて、令和６年度に引き続き、定期の予
防接種を行う。
　また、令和６年夏以降の大幅な需要増により、ＨＰＶワクチ
ンの接種を希望しても受けられなかった方がいる状況等を踏ま
え、平成９年４月２日～平成２１年４月１日生まれの女性のう
ち、令和７年３月末までに接種を開始した方に対する特例措置
を実施する。

保健福祉局
医療衛生推進室医療
衛生企画課
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219
糖尿病重症化予防の
取組

　保健医療団体と府、市、医療保険者が一体
となり、糖尿病の重症化予防対策の事業実施
基盤の整備を促進し、地域の実情に応じた保
健指導体制を構築することで、人工透析等へ
の移行を防ぐ等、糖尿病患者のＱＯＬの向上
を目指す。

・京都市糖尿病重症化予防戦略会議の開催（令和５年１２月）
・京都市糖尿病重症化予防事業検討会の開催（令和６年３月）
・高血圧予防の観点から市営地下鉄烏丸線にて減塩普及啓発ポ
スター掲出（９月）
・市民に対する野菜摂取の普及啓発「そうだ、野菜とろう!キャ
ンペーン」【再掲No.２０７】
・京都市国保被保険者で特定健康診査の結果、血糖、腎機能が
要医療域にあるにもかかわらず医療機関未受診者を対象に、医
療受診勧奨を実施した。（令和６年３月時点　３６４人）
　また、糖尿病治療中断者への医療受診勧奨を実施する（令和
６年３月時点　２９７人）とともに、ハイリスク者への保健指
導を実施している（令和６年３月時点　１２人）。

・京都市糖尿病重症化予防戦略会議の開催（令和７年１月）
・京都市糖尿病重症化予防事業検討会の開催（令和７年２月）
・高血圧予防の観点から市営地下鉄烏丸線にて減塩普及啓発ポ
スター掲出（９月）
・市民に対する野菜摂取の普及啓発「そうだ、野菜とろう!キャ
ンペーン」
・京都市国保被保険者で特定健康診査の結果、血糖、腎機能が
要医療域にあるにもかかわらず医療機関未受診者を対象に、医
療受診勧奨を実施した（令和７年３月時点　１７７人）。※対
象者抽出方法変更により、令和６年度事業開始が８月となっ
た。
　また、糖尿病治療中断者への医療受診勧奨を実施する（令和
７年３月時点　２６２人）とともに、治療中ハイリスク者への
保健指導を実施した（令和７年３月時点　２１人）。

・京都市糖尿病重症化予防戦略会議の開催
・京都市糖尿病重症化予防事業検討会の開催
・市民に対する適正な塩分摂取の普及啓発
・市民に対する野菜摂取の普及啓発「そうだ、野菜とろう!キャ
ンペーン」
・京都市国保被保険者で特定健康診査の結果、血糖、腎機能が
要医療域にあるにもかかわらず医療機関未受診者を対象に、医
療受診勧奨を実施する。
　また、糖尿病治療中断者への医療受診勧奨を実施するととも
に、治療中ハイリスク者への保健指導を実施する。

保健福祉局

健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

福祉のまちづくり推
進室

220
生活習慣病予防のた
めの食生活・運動の
啓発

地域における健康づく事業において、特定健
診結果のデータ等から本市全体の取組課題を
設定したうえで、各区役所・支所保健福祉セ
ンターにおいて地域の特性をいかした取組を
実施する。

健一
　地域における健康づくり事業を通じて、生
活習慣病予防として、運動に関する啓発を行
う。

・各区役所・支所で実施する食育セミナー等において生活習慣
病予防のための食生活についての啓発を実施した。
【令和５年度実績】
　食育セミナー実施数１４２回、参加人数１，４３６人
・地域における健康づくり事業や健康づくりサポーター、筋力
トレーニングボランティアの活動において、運動の普及啓発を
実施した。

・各区役所・支所で実施する食育セミナー等において生活習慣
病予防のための食生活についての啓発を実施した。
【令和６年度実績】
　食育セミナー実施数１１３回、参加人数１,３６２人

・地域における健康づくり事業や健康づくりサポーター、筋力
トレーニングボランティアの活動において、運動の普及啓発を
実施した。

・引き続き、地域における健康づくり事業や健康づくりサポー
ター、筋力トレーニングボランティアの活動において、運動の
普及啓発を実施した。（介護予防）

・ホームページ（京・けんこうひろば）での啓発を実施した。

・各区役所・支所で実施する食育セミナー等において生活習慣
病予防のための食生活についての啓発を実施。

・引き続き、地域における健康づくり事業や健康づくりサポー
ター、筋力トレーニングボランティアの活動において、運動の
普及啓発を実施する。

・ホームページ（京・けんこうひろば）での啓発を行う。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

221
生活機能維持・向上
のための骨粗しょう
症予防啓発

現在の自分の骨密度を知り、栄養・運動など
の正しい生活習慣を理解し、実践することを
促すことで、骨粗鬆症発症予防や重症化予防
につなげる。また、事業実施にあたっては、
地域の関係機関や民間事業者等と協力して実
施する。

○地域における健康づくり事業
　各区役所・支所において、地域の健康課題を分析し、地域の
関係機関と連携した健康教室等の取組を実施した。
【実績】実施数：２０回、参加者：６８１人

〇骨粗しょう症予防事業
　骨密度測定を通して、骨粗しょう症に関する正しい知識の普
及･啓発を行い、食生活や運動などの生活習慣の見直し及び改善
を促した。
【実績】測定人数：１,１５８人

○地域における健康づくり事業
　各区役所・支所において、地域の健康課題を分析し、地域の
関係機関と連携した健康教室等の取組を実施した。
【実績】実施数：４３回、参加者：１,５７８人

〇骨粗しょう症予防事業
　骨密度測定を通して、骨粗しょう症に関する正しい知識の普
及･啓発を行い、食生活や運動などの生活習慣の見直し及び改善
を促した。
【実績】測定人数：１,３９７人

○地域における健康づくり事業
　各区役所・支所において、地域の健康課題を分析し、地域の
関係機関と連携した健康教室等の取組を実施する。

〇骨粗しょう症予防事業
　骨密度測定を通して、骨粗しょう症に関する正しい知識の普
及･啓発を行い、食生活や運動などの生活習慣の見直し及び改善
を促す。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

222
学校や職場等での受
診機会のない方への
健康診査の実施

　生活習慣病につながる危険性の高いメタボ
リックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着
目した生活習慣病予防のための特定健康診
査、後期高齢者健康診査を実施する。

　被保険者を対象に、内臓脂肪症候群（メタボリックシンド
ローム）に着目し生活習慣病の予防・改善を目的とした特定健
康診査・特定保健指導を実施した。
（令和４年度受診者数：４６,３１６人）

　被保険者を対象に、内臓脂肪症候群（メタボリックシンド
ローム）に着目し生活習慣病の予防・改善を目的とした特定健
康診査・特定保健指導を実施した。
（令和５年度受診者数：４４,２８６人）

　被保険者を対象に、内臓脂肪症候群（メタボリックシンド
ローム）に着目し生活習慣病の予防・改善を目的とした特定健
康診査・特定保健指導を実施する。

保健福祉局
福祉のまちづくり推
進室



資料４
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222
学校や職場等での受
診機会のない方への
健康診査の実施

　生活習慣病につながる危険性の高いメタボ
リックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着
目した生活習慣病予防のための特定健康診
査、後期高齢者健康診査を実施する。

　市内在住の京都府後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、
疾病の早期発見のため、京都市国民健康保険が実施する特定健
康診査と同様の健康診査を実施した。
（令和４年度受診者数：３２,２７１人）

　市内在住の京都府後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、
疾病の早期発見のため、京都市国民健康保険が実施する特定健
康診査と同様の健康診査を実施した。
（令和５年度受診者数：３５,４０９人）

　市内在住の京都府後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、
疾病の早期発見のため、京都市国民健康保険が実施する特定健
康診査と同様の健康診査を実施予定

保健福祉局
福祉のまちづくり推
進室

222
学校や職場等での受
診機会のない方への
健康診査の実施

　京都市在住の１８歳から３９歳までの市民
で、学校や勤務先，加入の健康保険等で健診
を受ける機会のない市民を対象に、１年に１
回を目安に健康診査を受診し、若い時期から
健康管理を促す。

・健診を受ける機会のない１８～３９歳の市民を対象に、生活
習慣病予防のための健康診査を、指定医療機関で実施（通年）
【受診者数】１,０７５人

・健診の結果に基づき、メタボ該当者及び予備群該当者に対し
て生活習慣改善に向けた啓発文書の送付と保健指導を実施
【文書指導数】２４人

・健診を受ける機会のない１８～３９歳の市民を対象に、生活
習慣病予防のための健康診査を、指定医療機関で実施（通年）
【受診者数】１,１４５人

・健診の結果に基づき、メタボ該当者及び予備群該当者に対し
て生活習慣改善に向けた啓発文書の送付と保健指導を実施
【文書指導数】３９人

・健診を受ける機会のない１８～３９歳の市民を対象に、生活
習慣病予防のための健康診査を、指定医療機関で実施（通年）
予定

・健診の結果に基づき、メタボ該当者及び予備群該当者に対し
て生活習慣改善に向けた啓発文書の送付と保健指導を実施予定

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

223
生涯を通じた口腔健
康管理の推進

①市民自身のセルフケアの推進を図るため、
各ライフステージに応じた歯と口の健康情報
を発信する。
②市民の主体的な歯科健診の受診とかかりつ
け歯科による口腔健康管理の推進を図るた
め、歯科健診の機会を提供する。
③障害児者や要介護高齢者等の口腔健康管理
の推進のため、施設への出張歯科健診や、施
設職員等の口腔ケア等の知識の向上を図る。

①柱３－３０１に同じ
②柱３－３０２に同じ
③柱３－３１０に同じ

①柱３－３０１に同じ
②柱３－３０２に同じ
③柱３－３１０に同じ

①柱３－３０１に同じ
②柱３－３０２に同じ
③柱３－３１０に同じ

保健福祉局

健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課、生活福祉部保
険年金課

224

【再掲】民間企業等
と連携した働く世代
の健康づくりの取組
支援

柱１－１２７に同じ 柱１－１２７に同じ 柱１－１２７に同じ 柱１－１２７に同じ 保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課
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225
避難（所）生活にお
ける健康保持の取組

平時から、食料品や飲料水等の備蓄の重要性
について啓発を行うと共に、非常時の限られ
た条件下においても、健康を維持するための
食事や調理の工夫等、災害に備えた食生活の
知識を普及する。

　各区役所・支所で実施する食育セミナー等において、リーフ
レットで平時からの自主的な食料等の備蓄について啓発した。

　各区役所・支所で実施する食育セミナー等において、リーフ
レットで平時からの自主的な食料等の備蓄について啓発した。

　各区役所・支所で実施する食育セミナー等において、リーフ
レットで平時からの自主的な食料等の備蓄について啓発する。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課



資料４
NO 項目名 取組内容 令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

４　寄り添い支える、こころの健康づくりの推進

226
気づきと見守りの地
域づくりの推進

　身近な方から様々な分野へのゲートキー
パーの養成に努めるとともに、相談業務担当
者、自殺対策従事者への研修やこころのケア
を充実する。

○ゲートキーパーの人材育成
　様々な企画を利用して、地域住民や関係機関、相談業務担当
者に対してゲートキーパー養成研修を実施した。
【研修開催回数：１４回】

○ゲートキーパーの人材育成
　様々な企画を利用して、地域住民や関係機関、相談業務担当
者に対してゲートキーパー養成研修を実施した。
【研修回数：１３回】

○ゲートキーパーの人材育成
　様々な企画を利用して、地域住民や関係機関、相談業務担当
者に対してゲートキーパー養成研修を実施する。

保健福祉局
障害保健福祉推進室
こころの健康増進セ
ンター

227
ストレスチェックと
こころの健康対策の
推進

　ホームページ上で、ストレスマウンテン京
都市版を配信し、直近６箇月間にあった出来
事や身の回りの変化、ストレスの蓄積状況を
ウェブ上で自己チェックすることにより、う
つ病等の危険度の確認とその対策、相談窓口
の情報提供等を行う。

　ストレスマウンテン京都市版をホームページで配信し、自身
のこころの健康について考えるきっかけとしてもらい、併せて
必要な方への相談窓口の情報提供を行った。

　ストレスマウンテン京都市版をホームページで配信し、自身
のこころの健康について考えるきっかけとしてもらい、併せて
必要な方への相談窓口の情報提供を行った。

　ストレスマウンテン京都市版をホームページで配信し、自身
のこころの健康について考えるきっかけとしてもらい、併せて
必要な方への相談窓口の情報提供を行う。

保健福祉局

障害保健福祉推進室

こころの健康増進セ
ンター

228
こころの健康問題に
対する正しい知識の
普及啓発

　自殺予防週間、自殺対策強化月間の中での
集中的な啓発活動などを通じて、市民一人ひ
とりが、自殺に関することを正しく理解し、
自殺予防の重要性を認識できるよう継続して
啓発を進める。

①９月８日に関係団体との共催で、自殺予防や自死遺族支援、
うつ病等のこころの健康問題に対する正しい知識を普及する啓
発イベントを開催した。

②９月１０～１６日の自殺予防週間をはじめ、こころのふれあ
いネットワークの活動として、こころの健康に関する講演会や
作品展の開催、自殺対策をテーマとした研修会やゲートキー
パーのパネル展示等を実施した。

③自殺対策に関する行政の施策について協議、検討する場とし
て、庁内関係部署で構成する「自殺総合対策庁内推進会議」を
１０月に開催。
　また、幅広く関係機関・団体との連携体制等を強化していく
ため、様々な相談機関や医療機関、寺社などで構成する「自殺
総合対策連絡会」を３月に開催した。

①９月６日に関係団体との共催で、自殺予防や自死遺族支援、
うつ病等のこころの健康問題に対する正しい知識等の普及する
啓発。

②地域力を生かした市民との共汗による気づきと見守り、ここ
ろのふれあいネットワーク活動、講演会の開催など、住民自治
による地域を支える力を生かし、自殺を防ぐ地域づくりを進め
た。

③自殺対策に関する行政の施策について協議、検討する場とし
て、庁内関係部署で構成する「自殺総合対策庁内推進会議」を
２月に開催。
　また、幅広く関係機関・団体との連携体制等を強化していく
ため、様々な関係機関などで構成する「自殺総合対策連絡会」
を３月に開催した。

①自殺予防や自死遺族支援、うつ病等のこころの健康問題に対
する正しい知識等の普及を推進する。

②地域力を生かした市民との共汗による気づきと見守り、ここ
ろのふれあいネットワーク活動、講演会の開催など、住民自治
による地域を支える力を生かし、自殺を防ぐ地域づくりを進め
る。

③「自殺総合対策庁内推進会議」及び「自殺総合対策連絡会」
等により、庁内関係部署や様々な相談機関、団体との連携体制
等を強化していく。

保健福祉局

障害保健福祉推進室

こころの健康増進セ
ンター
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229

学生等の若年層に向
けソーシャルメディ
アを活用した相談機
関の紹介等、生きる
ための情報発信

　ソーシャルメディア等を活用した青少年に
対する相談支援体制を推進する。また、「青
少年活動センター」における青少年の相談事
業・居場所づくり事業を進める。

・こころの健康増進センターのホームページやフェイスブッ
ク、LINEを活用して相談機関の紹介等、情報発信を行った。ま
た、インターネット上で「死にたい」等の希死念慮がうかがえ
るキーワードを検索した人に対してこころの健康に関する相談
先を表示し、相談機関の窓口に誘導する検索連動型広告事業を
実施した。

・青少年活動支援センターについては、柱１－１０３に同じ。

・こころの健康増進センターのホームページやフェイスブッ
ク、LINEを活用して相談機関の紹介等、情報発信を行った。ま
た、インターネット上で「死にたい」等の希死念慮がうかがえ
るキーワードを検索した人に対してこころの健康に関する相談
先を表示し、相談機関の窓口に誘導する検索連動型広告事業を
実施した。

・青少年活動支援センターについては、柱１－１０３に同じ

・こころの健康増進センターのホームページやフェイスブッ
ク、LINEを活用して相談機関とあわせて検索連動型広告事業を
実施し、こころの健康に関する情報を効果的に発信する。

・青少年活動支援センターについては、柱１－１０３に同じ

保健福祉局

子ども若者
はぐくみ局

障害保健福祉推進室

こころの健康増進セ
ンター

子ども若者未来部育
成推進課

230

うつ病等の精神疾患
やアルコール問題、
長時間労働等に関す
る勤労者のこころの
健康の保持・増進な
どについての正しい
知識の普及とこころ
の病気の早期発見、
早期治療の推進

　市民一人ひとりがうつ病に対する正しい知
識を持ち、家族や周囲の方が、自殺を考えて
いる方のサインに早く気づき、相談機関や医
療機関につなげる等適切に対応することがで
きるよう、関係機関と連携し、講演会や研修
などの充実を図っていく。
　講演会や研修会・家族教室等により、飲酒
問題やアルコール依存症に対する正しい知識
の普及及び自助グループの活動について紹介
する。
　長時間労働や過労による自殺などが社会問
題となっているため、企業（雇用主）を含め
て、勤労者のこころの健康の保持・増進を図
るための啓発を進める。

・アルコール関連問題等の特定相談事業（依存症外来）やアル
コール依存症者の家族支援事業を実施するとともに、普及啓発
（アルコールセミナー（令和５年１０月７日）、図書館におい
てアルコールをテーマとした展示（令和５年１１月）)を実施し
た。
・様々な機会を利用して、地域住民や関係機関に対してゲート
キーパー養成研修を行った。

・内科等のかかりつけ医・産業医に対して、うつ病に対する知
識の普及及びかかりつけ医・産業医と精神科医との円滑な連携
を進めるため、うつ病対応力向上研修会を令和５年８月３１日
に実施した。

・アルコール関連問題等の特定相談事業（依存症外来）やアル
コール依存症者の家族支援事業を実施するとともに、普及啓発
（アルコールセミナー（令和６年１１月２日）、図書館におい
てアルコールをテーマとした展示（令和６年１１月）)を実施し
た。
・様々な機会を利用して、地域住民や関係機関に対してゲート
キーパー養成研修を行った。

・内科等のかかりつけ医・産業医に対して、うつ病に対する知
識の普及及びかかりつけ医・産業医と精神科医との円滑な連携
を進めるため、うつ病対応力向上研修会を令和６年９月２６日
に実施した。

・アルコール関連問題等の特定相談事業（依存症外来）やアル
コール依存症者の家族支援事業を実施するとともに、普及啓発
（アルコールセミナー（令和７年１１月８日）、図書館におい
てアルコールをテーマとした展示（令和７年１１月）)を実施予
定。
・様々な機会を利用して、地域住民や関係機関に対してゲート
キーパー養成研修を行う。
・内科等のかかりつけ医・産業医に対して、うつ病に対する知
識の普及及びかかりつけ医・産業医と精神科医との円滑な連携
を進めるため、うつ病対応力向上研修会を令和７年１２月に実
施予定。

保健福祉局

障害保健福祉推進室

こころの健康増進セ
ンター

231

【再掲】保健福祉セ
ンターやこころの健
康増進センターにお
ける、こころの健康
に関する相談窓口の
整備、こころの健康
や悩みの相談に対す
る寄り添い支援の充
実

柱１－１４７に同じ 柱１－１４７に同じ 柱１－１４７に同じ 柱１－１４７に同じ 保健福祉局

障害保健福祉推進室

こころの健康増進セ
ンター

232

【再掲】生活、経済
問題から生じるここ
ろの問題に関する相
談も受けられる体制
づくり

柱１－１４８に同じ 柱１－１４８に同じ 柱１－１４８に同じ 柱１－１４８に同じ 保健福祉局

障害保健福祉推進室

こころの健康増進セ
ンター



資料４
NO 項目名 取組内容 令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

233

【再掲】スクールカ
ウンセラー等による
子どもや保護者、教
職員への心理的な支
援や、勤労者のメン
タルヘルスの推進、
高齢者の社会参加へ
の促進支援

柱１－１４９に同じ 柱１－１４９に同じ 柱１－１４９に同じ 柱１－１４９に同じ
教育委員会
事務局

指導部生徒指導課

234

孤独・孤立や複雑・
複合化した課題に包
括的に相談対応する
重層的な支援の推進

○重層的支援体制の推進
分野・属性を問わない「相談支援」、社会とのつながりや参加
を支援する「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体
的に実施する「重層的支援体制」について、令和６年度から展
開することを目指し、効果的な仕組みの検討・構築を進めた。

○重層的支援体制の推進
令和５年度に検討・構築した仕組みを展開し、国制度上の「重
層的支援体制整備事業」として全区・支所で開始。
制度の狭間や複合課題等に対応する地域あんしん支援員や、住
民主体の福祉活動を促進する地域支え合い活動創出コーディ
ネーターの体制強化、区役所・支所と区社会福祉協議会を中心
とした地域づくりを協議する場の設置等を進めた。

○重層的支援体制の推進
令和６年度までに構築した支援体制をベースとして、関係職員
等への研修や、地域との「結節点」として区役所・支所機能の
強化等を進める中で、保健・福祉分野に留まらない多様な主体
のつながりを広げ、人と人のつながりを基盤としたセーフティ
ネットを構築・強化していく。

保健福祉局
福祉のまちづくり推
進室



資料４

【柱３】生涯を通じた歯と口の健康づくりの推進

２　取組の視点

　３　生涯を通じた口腔健康管理の推進

NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

301

ライフステージに応
じた歯と口の健康情
報の発信、普及啓発

・口腔疾患の発症と
重症化予防（むし
歯、歯周病、歯の喪
失、口腔がん等）
・口腔機能の育成・
低下予防
・かかりつけ歯科医
や口腔健康管理の重
要性　等

各ライフステージに応じた歯と口の健康情報
の発信及び普及啓発に取り組む。
①妊娠期（胎児期）及び乳幼児期
　むし歯予防と口腔機能の育成を中心した歯
と口の健康づくり
②成人期
　歯周病予防を中心とした歯と口の健康づく
り
③高齢期
　口腔機能の低下予防・オーラルフレイル対
策を中心とした歯と口の健康づくり
④すべての方
　定期的な歯科健診・かかりつけ歯科をもつ
ことなど口腔健康管理の推進

①妊娠期（胎児期）及び乳幼児期
・母子健康手帳等への歯と口の健康情報の掲載
・歯ッピーパスポート、歯ッピースマイル for KIDS、フッ化物
歯面塗布啓発チラシ等の配布
【令和５年度実績】
・プレママ・パパ教室（歯科）　５６回、４１８人
・８か月児健診での歯ッピーパスポートの配布　８,１４５人
・３歳児健診でのフッ化物歯面塗布事業の利用勧奨
　→フッ化物歯面塗布受診券利用率　　５０．９％
②成人期
・歯周病セルフチェックシートや歯ッピーNOTEなどの配布
・歯科健診事業（成人・妊婦歯科相談、歯周疾患予防健診）の
周知
・歯周病と糖尿病の影響に関する啓発
・口腔がん啓発事業（口腔粘膜検診含む）の実施
【令和５年度実績】
・市国保特定健診会場等での歯周病セルフチェックシートの配
布
・歯科からの糖尿病重症化予防対策（歯周疾患予防健診の無料
クーポン券及び啓発リーフレットの送付）　６２６件
・口腔粘膜検診　１回、８４人
・お口からはじめる生活習慣病予防教室（区・支所）　２０
回、５８７人
③高齢期
成人期の取組に加えて、京都市お口の機能チェック票やお口の
体操などの普及
④すべての方
各啓発物に定期的な歯科健診やかかりつけ歯科をもつことの重
要性を記載するなどして啓発

①妊娠期（胎児期）及び乳幼児期
・母子健康手帳等への歯と口の健康情報の掲載
・歯ッピーパスポート、歯ッピースマイル for KIDS、フッ化物
歯面塗布啓発チラシ等の配布
【令和６年度実績】
・プレママ・パパ教室（歯科）　６１回、６００人
・８か月児健診での歯ッピーパスポートの配布　７,１８９人
・３歳児健診でのフッ化物歯面塗布事業の利用勧奨
　→フッ化物歯面塗布受診券利用率　　４８．１％
②成人期
・歯周病セルフチェックシートや歯ッピーNOTEなどの配布
・歯科健診事業（成人・妊婦歯科相談、歯周疾患予防健診）の
周知
・歯周病と糖尿病の影響に関する啓発
・口腔がん啓発事業（口腔粘膜検診含む）の実施
【令和６年度実績】
・市国保特定健診会場等での歯周病セルフチェックシートの配
布
・歯科からの糖尿病重症化予防対策（歯周疾患予防健診の無料
クーポン券及び啓発リーフレットの送付）　５６６件
・口腔粘膜検診　１回、７２人
・お口からはじめる生活習慣病予防教室（区・支所）　２３
回、５２５人
③高齢期
成人期の取組に加えて、京都市お口の機能チェック票やお口の
体操などの普及
④すべての方
各啓発物に定期的な歯科健診やかかりつけ歯科をもつことの重
要性を記載するなどして啓発

　歯ッピーパスポートをはじめとした啓発物を活用し、引き続
きライフステージ等に応じた適切な歯科保健情報の発信を行
う。また、発信に当たっては、関係団体や歯科医院、大学など
との連携を図ったり、ＳＮＳ等の活用などの工夫に努める。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

302

歯科健診・歯科相談
の機会の提供

・区役所等での歯科
健診・歯科相談
・医療機関での歯科
健診（歯周疾患予防
健診、７５歳お口の
健診）

区役所・支所や医療機関で歯科健診・歯科相
談事業を行い、市民に対し、歯科健診の機会
を提供する。

①区役所・支所で実施する歯科健診・歯科相談
【令和５年度実績】
・１歳６か月児健診　３４８回、７,９９８人
・３歳児健診　４０６回、９,５４５人
・乳幼児歯科相談　８４回、４２５人
・成人・妊婦歯科相談、口腔機能相談　１５１回、９８０人
②医療機関で実施する歯科健診
・歯周疾患予防健診　８７人
・７５歳お口の健診（後期高齢者歯科健康診査）　５１４人

①区役所・支所で実施する歯科健診・歯科相談
【令和６年度実績】
・１歳６か月児健診　３０９回、７,６５４人
・３歳児健診　３３０回、７,９５４人
・乳幼児歯科相談　８４回、４２６人
・成人・妊婦歯科相談、口腔機能相談　１５１回、１,０２４人
②医療機関で実施する歯科健診
・歯周疾患予防健診　９９人
・７５歳お口の健診（後期高齢者歯科健康診査）　４４９人

　引き続き、区役所・支所や医療機関で歯科健診・歯科相談事
業を行い、市民に対し、歯科健診の機会の提供に努める。
　また、若い世代の歯科健診の機会の充実のため歯周疾患予防
健診の対象年齢の拡充を行う。また子育て家庭の歯と口の健康
づくりをサポートするため身近な医療機関での妊婦・パート
ナー歯科健診を実施する。

保健福祉局

健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課
福祉のまちづくり推
進室

303
【再掲】生涯を通じ
た口腔健康管理の推
進

柱２－２２３に同じ 柱２－２２３に同じ 柱２－２２３に同じ 柱２－２２３に同じ 保健福祉局

健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課
生活福祉部保険年金
課

304

むし歯予防のための
フッ化物応用の普及
（フッ化物歯面塗
布、集団フッ化物洗
口等）

①２、３歳児に対するフッ化物歯面塗布事業
の実施
②保育所（園）等の就学前施設での集団フッ
化物洗口の実施支援

【令和５年度実績】
①指定医療機関でのフッ化物歯面塗布の受診券（１回）の配布
　フッ化物歯面塗布受診券利用率　　５０．９％
②保育所（園）等で集団フッ化物洗口の開始を希望する施設に
対し、洗口の開始に必要な物品や職員・保護者への説明会など
の初期支援を実施
　令和５年度までに開始した延べ施設数　４７施設

【令和６年度実績】
①指定医療機関でのフッ化物歯面塗布の受診券（１回）の配布
　フッ化物歯面塗布受診券利用率　　４８．１％
②保育所（園）等で集団フッ化物洗口の開始を希望する施設に
対し、洗口の開始に必要な物品や職員・保護者への説明会など
の初期支援を実施
　令和６年度までに開始した延べ施設数　４８施設

①２、３歳児に対するフッ化物歯面塗布事業の実施
②保育所（園）等の就学前施設での集団フッ化物洗口の実施支
援

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課



資料４
NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

305
児童・生徒の歯と口
の健康づくりの推進

・児童・生徒の歯・口腔健康診断、歯科保健
教育や歯みがき指導の実施
・指定校における歯・口の健康づくりの推進
・小学校における集団フッ化物洗口の実施
・学校歯科医との連携

・歯みがき巡回指導（希望校のみ）
　→幼稚園・小学校・小中学校（へき地のぞく）・総合支援学
校を含め、延べ２５６回
・市立小学校での集団フッ化物洗口
　実施校　１６２校（小１４９校、小中（前期）８校、総合支
援５校）

・歯みがき巡回指導（希望校のみ）
　→幼稚園・小学校・小中学校（へき地のぞく）・総合支援学
校を含め、延べ２６８回
・市立小学校での集団フッ化物洗口
　→実施校　１６２校（小１５０校、小中（前期）８校、総合
支援６校）

・歯みがき巡回指導（希望校のみ）
・小学校における集団フッ化物洗口の実施

教育委員会
事務局

体育健康教育室

306

歯周病と糖尿病をは
じめとした歯と口の
健康と生活習慣病等
の関係を踏まえた取
組の推進

歯と口の健康（とりわけ歯周病）が影響する
糖尿病などの生活習慣病や誤嚥性肺炎など、
歯と口の健康増進のみならず、全身の健康増
進の観点から取組を進める。

①歯周病と糖尿病の密接な関係を踏まえて、歯科からの糖尿病
重症化予防対策として、京都市国保特定健診の受診者のうち、
糖尿病又は糖尿病が疑われる方から対象となる方に、歯周疾患
予防健診の自己負担金５００円の無料クーポン券を送付し、歯
科受診の促進を図った。
　【令和５年度実績】
　無料クーポン券送付件数　６２６件
②誤嚥性肺炎予防などの観点から口腔ケア等の知識と技術を伝
達
　【令和５年度実績】
　障害児者・要介護高齢者施設職員への技術指導研修　ライ
ブ・オンデマンド配信
　ご家族向け介護セミナー（口腔ケア実践講習会）※対面実施

①歯周病と糖尿病の密接な関係を踏まえて、歯科からの糖尿病
重症化予防対策として、京都市国保特定健診の受診者のうち、
糖尿病又は糖尿病が疑われる方から対象となる方に、歯周疾患
予防健診の自己負担金５００円の無料クーポン券を送付し、歯
科受診の促進を図った。
　【令和６年度実績】
　無料クーポン券送付件数　５６６件
②誤嚥性肺炎予防などの観点から口腔ケア等の知識と技術を伝
達
　【令和６年度実績】
　障害児者・高齢者施設職員向け研修会　対面・オンデマンド
配信
　ご家族向け介護セミナー（口腔ケア実践講習会）※対面実施

　引き続き、歯周病と糖尿病の関係を踏まえた歯周疾患予防健
診の無料クーポン券の送付による糖尿病等の方への歯科受診勧
奨や誤嚥性肺炎予防の観点からの口腔ケアの知識の普及等に取
り組むとともに、歯と口の健康と関係する生活習慣や全身疾患
などの知識の普及に取り組む。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

307

地域におけるオーラ
ルフレイル対策の普
及啓発と地域歯科専
門職との協働の推進

地域の歯科専門職や地域介護予防推進セン
ター職員等への口腔機能向上等に関する研修
会の開催やオーラルフレイル・口腔機能の向
上に関する知識の普及を行う。

・京都市お口の体操、お口の機能チェック票の普及
・オーラルフレイルフレイル対策推進事業
　主に地域の歯科専門職と地域介護予防推進センター職員を対
象として、口腔機能の向上やオーラルフレイルに関する研修会
やグループワークを通じ、口腔機能向上教室等の充実や地域連
携の促進につなげた。
　【令和５年度実績】研修会　２回、１８０人

・京都市お口の体操、お口の機能チェック票の普及
・オーラルフレイルフレイル対策推進事業
　主に地域の歯科専門職と地域介護予防推進センター職員を対
象として、口腔機能の向上やオーラルフレイルに関する研修会
やグループワークを通じ、口腔機能向上教室等の充実や地域連
携の促進につなげた。
　【令和６年度実績】研修会　２回、１７７人

・京都市お口の体操、お口の機能チェック票の普及
・オーラルフレイルフレイル対策推進事業の実施

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

308

【再掲】地域介護予
防推進センター等に
おける多職種連携に
よるフレイル（オー
ラルフレイル）予
防・介護予防の推進

柱１－１２８に同じ 柱１－１２８に同じ 柱１－１２８に同じ 柱１－１２８に同じ 保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

309

【再掲】「運動」
「栄養・口腔」「社
会参加」の総合的な
取組の普及によるフ
レイル対策の推進

柱２－２０４に同じ 柱２－２０４に同じ 柱２－２０４に同じ 柱２－２０４に同じ 保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

310

障害児者・要介護高
齢者への歯科健診の
機会の提供等による
口腔健康管理の推進

障害児者及び要介護高齢者などの配慮が必要
な方々に対する口腔健康管理を推進するため
に歯科健診の機会の提供などの取組を実施す
る。

【令和５年度実績】
①障害児者出張歯科健診事業
　障害児者施設への出張歯科健診　６９施設
②歯科保健医療サービス提供困難者普及啓発等推進事業
　・要介護高齢者施設への出張歯科健診　１４施設
③障害者歯科診療を行う歯科サービスセンターの運営補助

【令和６年度実績】
①障害児者・要介護高齢者等口腔健康管理推進事業
　・障害児者施設への出張歯科健診　６９施設
　・要介護高齢者施設への出張歯科健診　２２施設
②障害者歯科診療を行う歯科サービスセンターの運営等の補助

①障害児者・要介護高齢者等口腔健康管理推進事業の継続
　・障害児者施設への出張歯科健診の継続
　・要介護高齢者施設への出張歯科健診の継続
②障害者歯科診療を行う歯科サービスセンターの運営等の補助
の継続

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課



資料４
NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

311

障害児者・要介護高
齢者を支える施設職
員等への口腔ケアに
関する知識や技術の
普及啓発

障害児者・要介護高齢者の口腔健康管理の推
進のために、施設職員等への口腔ケアや口腔
機能の向上等に関する知識や技術の普及啓発
に取り組む。

【令和５年度実績】
①歯科保健医療サービス提供困難者普及啓発等推進事業
　・障害児者・要介護高齢者施設職員への技術指導研修（ライ
ブ・オンデマンド配信）
②在宅介護者への普及啓発
　ご家族向け介護セミナー（口腔ケア実践講習会）※対面実施

【令和６年度実績】
①障害児者・要介護高齢者等口腔健康管理推進事業
　・障害児者・高齢者施設職員向け研修会（対面・オンデマン
ド配信）
②在宅介護者への普及啓発
　ご家族向け介護セミナー（口腔ケア実践講習会）※対面実施

①障害児者・要介護高齢者施設職員への研修会の継続
②ご家族向け介護セミナー（口腔ケア実践講習会）の継続

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

312

食育・食支援・栄養
改善の視点を踏まえ
た歯と口の健康づく
りの推進

食べることを支える観点から歯と口の健康に
関する取組を実施する。

【令和５年度実績】
①口腔機能の育成に関する普及啓発
　歯ッピー・パスポートや歯ッピースマイル for KIDSなどを活
用し、口腔機能（主に噛む）の視点から、区役所・支所や児童
館等での健康教室などで普及啓発を実施
②栄養士等との連携
・ご家族向け介護セミナーにおいて、栄養士による嚥下調整食
などの知識の提供を行った。
・市営保育所食育委員会において、保育所栄養士等に対し、咀
嚼の重要性を伝える研修を行った。

【令和６年度実績】
①口腔機能の育成に関する普及啓発
　歯ッピー・パスポートや歯ッピースマイル for KIDSなどを活
用し、口腔機能（主に噛む）の視点から、区役所・支所や児童
館等での健康教室などで普及啓発を実施
②栄養士等との連携
・ご家族向け介護セミナーにおいて、栄養士による嚥下調整食
などの知識の提供を行った。

①歯ッピー・パスポートに食育に関するページを増やすなど、
口腔機能の育成に関する普及啓発での食育の観点の充実を図
る。
②ご家族向け介護セミナーなど、栄養士との連携の場面の充実
を図る。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

313
災害時における歯科
口腔保健の推進

災害時における歯科口腔保健に関する取組を
実施する。

・災害時歯科保健医療活動研修事業の実施
　市域での発災時に、京都市地域防災計画や京都市医療救護活
動マニュアル（震災対策編）に基づいた有機的な活動が行える
ようにすることを目的として、京都府歯科医師会・地区歯科医
師会の災害担当者などを中心とした関係者等への研修を行う。
【令和５年度実績】研修会　１回

・平成25年に締結した京都府歯科医師会と本市の「歯科医療に
係る災害医療救護活動に関する協定」に基づいた活動に関する
課題に関する実務的協議の実施。

・災害時歯科保健医療活動研修事業の実施
　市域での発災時に、京都市地域防災計画や京都市医療救護活
動マニュアル（震災対策編）に基づいた有機的な活動が行える
ようにすることを目的として、京都府歯科医師会・地区歯科医
師会の災害担当者などを中心とした関係者等への研修を行う。
【令和６年度実績】研修会　１回

・京都府歯科医師会及び近畿歯科用品商協同組合京都府支部と
の災害時における物資（口腔ケア用品）の提供協力に関する３
者協定の締結（令和６年１０月２３日）

・平成25年に締結した京都府歯科医師会と本市の「歯科医療に
係る災害医療救護活動に関する協定」に基づいた活動に関する
課題に関する実務的協議の実施。

・災害時歯科保健医療活動研修事業の実施

・「歯科医療に係る災害胃腸救護活動に関する協定」に関する
ことなど、災害時歯科保健医療活動に関する実務的な課題に関
する協議の継続

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

314

口腔保健支援セン
ターによる地域の状
況に応じた歯科口腔
保健施策の推進

口腔保健支援センターを設置し、歯科口腔保
健に関する地域課題の把握及び、それに基づ
いた歯科口腔保健施策の企画立案・遂行・統
括を行う。

・京都市口腔保健支援センター（保健所健康長寿企画課内）の
運営
・歯科口腔保健に関する地域課題の把握（要介護高齢者・障害
者施設における歯科口腔保健に関するアンケート、健康長寿・
口腔保健・食育に関するアンケートの実施など）
・歯科口腔保健施策の企画立案・遂行・統括の実施

・京都市口腔保健支援センター（保健所健康長寿企画課内）の
運営
・歯科口腔保健施策の企画立案・遂行・統括の実施

・京都市口腔保健支援センター（保健所健康長寿企画課内）の
運営
・歯科口腔保健施策の企画立案・遂行・統括の実施

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課



資料４

【柱４】みんな※の協働による食育活動を通じた健康づくりの推進　　※地域、行政、関係機関など

２　取組の視点

　１　健康的な食生活の実践を目指した食育の推進

　　①　ライフステージに応じた食育

NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

401

妊婦、乳幼児から高
齢者までを対象とし
た食育教室・栄養相
談等の実施

市民一人ひとりが、年齢やライフスタイル等
に応じて望ましい食生活を実践していけるよ
う、乳幼児期から高齢期まで、各対象に応じ
た食育教室・栄養相談等を実施する。

・ふれあいファミリー食セミナー（マタニティクッキング、離
乳食講習会、わんぱくクッキング）を開催した。
・食育セミナーを各区役所・支所で開催した。
・６５歳からの栄養改善教室を介護予防推進センターと連携し
各区役所・支所にて開催した。

・ふれあいファミリー食セミナー（マタニティクッキング、離
乳食講習会、わんぱくクッキング）を開催した。
・食育セミナーを各区役所・支所で開催した。
・６５歳からの栄養改善教室を介護予防推進センターと連携し
各区役所・支所にて開催した。

・ふれあいファミリー食セミナー（マタニティクッキング、離
乳食講習会、わんぱくクッキング）を開催。
・食育セミナーを各区役所・支所で開催。
・６５歳からの栄養改善教室を介護予防推進センターと連携し
各区役所・支所にて開催。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

402
大学等と連携した若
い世代への食育の推
進

市内の大学等と連携により、自立した生活を
始める時期である大学生を対象として、朝食
の欠食や女性のやせの改善、壮年期を見据え
た男性の肥満予防等に向けた取組等を行い、
望ましい食生活習慣の形成を支援する。

・６月「そうだ、野菜とろうキャンペーン」として、各大学に
おいて野菜摂取啓発ポスター等を掲出し野菜摂取を啓発した。
・１１月きょうと食育ネットワークが展開する「きょうと食育
強化月間」に合わせ、市内賛同が得られた１８大学において、
動画及びリーフレットで朝食摂取を啓発した。

・６月「そうだ、野菜とろうキャンペーン」として、市内３２
大学に野菜摂取啓発ポスターを送付し、各大学において掲出す
ることで野菜摂取を啓発した。
・大学生が考案した朝食摂取を啓発するキャッチフレーズを使
用したポスター等を作成し、１１月きょうと食育ネットワーク
が展開する「きょうと食育強化月間」に合わせ、市内２４大学
において、朝食摂取を啓発した。また、大塚製薬株式会社の受
験生応援企画とタイアップし、朝食摂取を啓発した。

・６月「そうだ、野菜とろうキャンペーン」として、各大学に
おいて野菜摂取啓発ポスター及び野菜摂取と食品ロス削減を啓
発する卓上POP等を掲出し野菜摂取を啓発。
・１１月きょうと食育ネットワークが展開する「きょうと食育
強化月間」に合わせ、市内賛同が得られた大学等において、動
画及びリーフレットで朝食摂取を啓発。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

403
歯科口腔保健と連携
した食育の取組

　食育活動において、口腔機能に関する情報
発信やお口の体操等の普及啓発を組み合わせ
て実施する

　区役所で実施する高齢者対象の栄養改善教室において、お口
の体操を実施し、口腔機能の維持・向上に関する啓発を実施し
た。

　京・食育だよりにおいて、歯と口の健康づくりに関する記事
を掲載し、啓発を行った。

　各区役所・支所の食育事業等にて歯と口の健康に関する啓発
を積極的に取り入れ、事業を実施する。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

404
保育・教育活動を通
じた食育の推進

子どもたちの「食」に関する理解と関心を深
め、望ましい食習慣と豊かな人間性が形成さ
れるよう、保育・教育活動を通じて、次世代
を担う子どもたちへの食育の推進に努める。

　京都市営保育所では、毎月1日と10日に「おばんざい」を給食
に取り入れた。
　「つながる食の輪の取組」として、保護者へ食に関する情報
発信を行った。（毎月の給食献立表に「もうひと口！メモ」を
掲載、「えいようだより」を年４回発行（5月、8月、10月、1
月））
食育計画を作成し、栽培収穫、お手伝い活動、クッキング保育
など各保育所の特色ある食育活動を実施した。
9月と12月に市内保育施設等の職員を対象に、保育や給食を通じ
た食育の取組の充実を目的とした研修を実施した。

　京都市営保育所では、毎月1日と10日に「おばんざい」を給食
に取り入れた。
　「つながる食の輪の取組」として、保護者へ食に関する情報
発信を行った。（毎月の給食献立表に「もうひと口！メモ」を
掲載、「えいようだより」を年４回発行（6月、9月、12月、3
月））
食育計画を作成し、栽培収穫、お手伝い活動、クッキング保育
など各保育所の特色ある食育活動を実施した。
9月と12月に市内保育施設等の職員を対象に、保育や給食を通じ
た食育の取組の充実を目的とした研修を実施した。

　京都市営保育所では、毎月1日と10日に「おばんざい」を給食
に取り入れる。
　「つながる食の輪の取組」として、保護者へ食に関する情報
発信を行う。（毎月の給食献立表に「もうひと口！メモ」を掲
載、「えいようだより」を年２～４回発行）
食育計画を作成し、栽培収穫、お手伝い活動、クッキング保育
など各保育所の特色ある食育活動を実施する。
9月と12月に市内保育施設等の職員を対象に、保育や給食を通じ
た食育の取組の充実を目的とした研修を実施する。

子ども若者は
ぐくみ局

教育委員会

幼保総合支援室

体育健康教育室
学校指導課
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NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

　　②　生活習慣病・介護予防に向けた食育

405
働き盛り世代への生
活習慣病予防に向け
た取組

市内の事業所等と連携により、生活習慣病予
防を目的として、望ましい食習慣の定着に向
けた取組を実施する。

　村田機械株式会社と連携し減塩啓発イベントの開催や食堂に
おいて減塩メニューの提供を行った。

　TOWA株式会社と連携し、減塩啓発や骨粗しょう症予防等の生
活習慣病予防イベントを行った。

　市内の事業所給食施設と連携し、生活習慣病予防イベントや
メニューの提供等を行う。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

406

介護予防に向けた低
栄養・オーラルフレ
イル予防のための取
組

咀嚼力の低下、消化・吸収率の低下、運動量
の低下に伴う摂取量の低下等の高齢者がもつ
課題を踏まえ、高齢者の特性に応じた食育を
推進する。

　低栄養を予防するために必要な食事バランスについて、調理
実習を通じて実践的に学ことを目的に、各区役所・支所におい
て、地域介護予防推進センターと連携の下、「６５歳からの栄
養改善教室」を開催した。

　低栄養を予防するために必要な食事バランスについて、調理
実習を通じて実践的に学ことを目的に、各区役所・支所におい
て、地域介護予防推進センターと連携の下、「６５歳からの栄
養改善教室」を開催した。

　低栄養を予防するために必要な食事バランスについて、調理
実習を通じて実践的に学ことを目的に、各区役所・支所におい
て、地域介護予防推進センターと連携の下、「６５歳からの栄
養改善教室」を開催する。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

　　③　食育に関する正しい情報を入手・活用できる環境整備と周知啓発

407

【再掲】健康に関す
る正しい情報を入
手・活用できる環境
整備と周知啓発

柱２－２０１に同じ 柱２－２０１に同じ 柱２－２０１に同じ 柱２－２０１に同じ 保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

408

食育月間や食生活改
善普及運動の期間等
と合わせた効果的な
普及啓発

食育月間（6月）や食生活改善普及運動（9
月）の期間等と合わせ、市内各所において、
事業者、関係機関、団体と連携し、食育を広
く啓発する。

・保育園（所）、幼稚園を通じて、家庭における食育を推進す
るため、全園児の世帯に対しリーフレットを配布した。
＜京・食育だより第１８号の配布　５１,０００部＞
・「そうだ、野菜とろう！キャンペーン」及び「京都おいしい
減塩プロジェクト」の連携開催（大学・短期大学、事業所給食
施設、商業施設等）

・保育園（所）、幼稚園を通じて、家庭における食育を推進す
るため、全園児の世帯に対しリーフレットを配布した。
＜京・食育だより第１９号の配布　５１,０００部＞
・「そうだ、野菜とろう！キャンペーン」及び「京都おいしい
減塩プロジェクト」の連携開催（大学・短期大学、事業所給食
施設、商業施設等）

・保育園（所）、幼稚園を通じて、家庭における食育を推進す
るため、全園児の世帯に対しリーフレットを配布する。
＜京・食育だより第２０号の配布　４７,０００部＞
・「そうだ、野菜とろう！キャンペーン」及び「京都おいしい
減塩プロジェクト」の連携開催（大学・短期大学、事業所給食
施設、商業施設等）

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

　２　健康に配慮した食環境づくり

409
特定給食施設等への
支援・指導

市内の特定給食施設等において提供する食事
の質の向上や適切な栄養管理の実施に向けた
支援を行うことにより、利用者の野菜摂取量
の増加、食塩摂取量の減少、適正体重の維持
等の栄養改善を推進する。

・施設への個別巡回指導及び電話相談の実施
・各区役所・支所保健福祉センターにおける連絡会の開催
・全市講習会の開催

・施設への個別巡回指導及び電話相談の実施
・各区役所・支所保健福祉センターにおける連絡会の開催
・全市講習会の開催

・施設への個別巡回指導及び電話相談の実施
・各区役所・支所保健福祉センターにおける連絡会の開催
・全市講習会の開催

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課



資料４
NO 項目名 取組内容 （参考）令和５年度取組実績 令和６年度取組実績 令和７年度取組予定 担当局 課等

410
事業者と連携した食
環境整備

外食や中食において、野菜摂取や食塩摂取等
に配慮した食事が提供されるよう、事業者と
連携した取組を推進する。

〇大学・商業施設との連携
・「そうだ、野菜とろう！キャンペーン」及び「京都おいしい
減塩プロジェクト」の連携開催（大学・短期大学、事業所給食
施設、商業施設等）
【令和５年度実績】
・大学、大学食堂でのポスターによる啓発
・市内管理栄養士養成課程の学生考案の野菜たっぷり弁当をイ
オン店舗で販売（６月、近畿圏内８６店舗）
・イオンリテール株式会社、フレンドマートMOMOテラス店、味
の素株式会社と連携した減塩普及啓発企画を市内イオンモール
店舗、フレンドマートMOMOテラス店にて実施（９月、市内４店
舗）

〇大学・商業施設との連携
・「そうだ、野菜とろう！キャンペーン」及び「京都おいしい
減塩プロジェクト」の連携開催（大学・短期大学、事業所給食
施設、商業施設等）
・市内大学との連携による、大学生を対象とした、望ましい食
生活習慣の形成を図ることを目的とした食育啓発事業の実施
【令和６年度実績】
・大学、大学食堂でのポスターによる啓発
・市内管理栄養士養成課程の学生考案の野菜たっぷり弁当をイ
オン店舗で販売（６月、近畿圏内８５店舗）
・イオンリテール株式会社、フレンドマートMOMOテラス店、味
の素株式会社と連携した減塩普及啓発企画を市内イオンモール
店舗、フレンドマートMOMOテラス店にて実施
・大学生が考案した朝食摂取を啓発するキャッチフレーズを使
用したポスター等を作成し、市内２４大学において、朝食摂取
を啓発した。また、大塚製薬株式会社の受験生応援企画とタイ
アップし、朝食摂取を啓発した。

〇大学・商業施設との連携
・「そうだ、野菜とろう！キャンペーン」の開催
　野菜摂取の増加を促す取組を大学、商業施設、民間企業等と
連携して実施予定。
・「京都おいしい減塩プロジェクト」の開催
　おいしい減塩をテーマに商業施設、民間企業と連携した取組
を実施予定。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

411
食品表示制度の普及
啓発

適正に食品表示が行われるよう、食品関連事
業者に対し指導・助言を行うと共に、食品表
示を市民が個々の健康づくりに有効に活用で
きるよう制度の普及啓発に取り組む。

・事業者からの相談対応及び不適正表示食品の表示責任者に対
する是正指導を行った。
・区役所・支所において実施する食育セミナー等において、食
品表示の活用法等を周知した。

・事業者からの相談対応及び不適正表示食品の表示責任者に対
する是正指導を行った。
・区役所・支所において実施する食育セミナー等において、食
品表示の活用法等を周知した。

・事業者からの相談対応及び不適正表示食品の表示責任者に対
する是正指導を行う。
・区役所・支所において実施する食育セミナー等において、食
品表示の活用法等を周知する。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

　３　食生活を支える基盤となる分野の食育の推進

412
【再掲】「京の食文
化」の普及促進を通
じた健康づくり

柱１－１０７に同じ 柱１－１０７に同じ 柱１－１０７に同じ 柱１－１０７に同じ 産業観光局
中央卸売市場第一市
場

413
地元産物の理解の促
進と地産地消の推進

地元の食材への理解を深め、利用を促進する
ため、関係機関、団体等と連携した啓発を積
極的に実施する。

・食育指導員を対象に「地産地消」をテーマとした研修会を開
催した。
・ＪＡ京都市が主催する「京ベジＦＥＳＴＡ」において、地産
地消を啓発するため、食育指導員の中から検討グループを立ち
上げ、検討会を実施した。
・「京ベジＦＥＳＴＡ」において、食育指導員が地産地消を
テーマとした展示及びワークショップを実施した。
・各区役所・支所で実施する食育セミナー等において地産地消
についての啓発を行った。

・食育指導員を対象に「地産地消」をテーマとした研修会を開
催した。
・「京ベジＦＥＳＴＡ」において、食育指導員が地産地消を
テーマとした展示及びワークショップを実施した。
・各区役所・支所で実施する食育セミナー等において地産地消
についての啓発を行った。

・各区役所・支所で実施する食育セミナー等において地産地消
についての啓発を行う。
・関係団体と連携し、イベントにて市民へ啓発を行う。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

414
環境にやさしい食育
の推進

食品ロスの削減や環境にやさしい食品選択
等、環境への負荷の軽減につながる取組を、
関係機関、団体等と連携し推進する。

・各区役所・支所で実施する食育セミナー等において食品ロス
に関する啓発を行った。
・京・食育だよりにおいて食品ロスに関する記事を掲載し、啓
発を行った。

　各区役所・支所で実施する食育セミナー等において食品ロス
に関する啓発を行った。

・各区役所・支所で実施する食育セミナー等において食品ロス
に関する啓発を行う。
・京・食育だよりにおいて食品ロスに関する記事を掲載し、啓
発を行う。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

415
食育と連携した食の
安全安心施策の推進

食の安全安心に関する正しい知識と理解を深
めるため、食の安全安心情報の発信を食育活
動を通じて行う。

・各区役所・支所で実施する食育セミナー等において食品衛生
に関する啓発を行った。

・食育指導員養成講座において、食の安全安心に関する講義を
実施。
・各区役所・支所で実施する食育セミナー等において食品衛生
に関する啓発を行った。

・食育指導員養成講座において、食の安全安心に関する講義を
実施。
・各区役所・支所で実施する食育セミナー等において食品衛生
に関する啓発を行う。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課



資料４
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　４　地域が主体となった食育活動の推進

416

【再掲】健康づくり
の担い手として活動
される市民ボラン
ティアの育成と活動
支援

柱１－１１４に同じ 柱１－１１４に同じ 柱１－１１４に同じ 柱１－１１４に同じ 保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

417
市内給食施設への情
報提供・支援

給食施設等において提供する食事の質の向上
や適切な栄養管理の実施を目的に、市内の給
食に関わる管理栄養士、栄養士、調理師や関
係職員等を対象とした連絡会や研修会、施設
訪問指導等の支援を行う

・施設への個別巡回指導及び電話相談の実施
・各区役所・支所保健福祉センターにおける連絡会の開催
・全市講習会の開催

・施設への個別巡回指導及び電話相談の実施
・各区役所・支所保健福祉センターにおける連絡会の開催
・全市講習会の開催

・施設への個別巡回指導及び電話相談の実施
・各区役所・支所保健福祉センターにおける連絡会の開催
・全市講習会の開催

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課

418
家庭・地域との連携
による食育の推進

地域団体等が主体的に実施する食育活動を支
援する。

地域からの依頼に応じて、区役所・支所の管理栄養士が出向
き、講演を行ったり、食育指導員を派遣する等により、地域の
主体的な食育活動を支援。

地域からの依頼に応じて、区役所・支所の管理栄養士が出向
き、講演を行ったり、食育指導員が地域の中で活動を行うこと
により、地域の主体的な食育活動の推進を図った。

地域からの依頼に応じて、区役所・支所の管理栄養士が出向
き、講演を行ったり、食育指導員が地域の中で活動を行うこと
により、地域の主体的な食育活動の推進を図る。

保健福祉局
健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企
画課


